
諮問庁：公安審査委員会委員長

諮問日：平成１５年３月２８日（平成１５年（行情）諮問第１７０号）

答申日：平成１６年３月１２日（平成１５年度（行情）答申第６８２号）

事件名：公安審査委員会が棄却決定及び観察処分の決定を行った特定宗教団体に対する審

査請求から決定までの規制処分審査記録のうち審査会議録等の一部開示決定に関す

る件

答 申 書

第１ 審査会の結論

別表１ないし５の２欄記載の各文書（以下，これらの文書を併せて「本件対象文

書」という ）につき，その全部又は一部を不開示とした決定については，別表１な。

いし５の４欄記載の部分を，開示すべきである。

第２ 異議申立人の主張の要旨

１ 異議申立ての趣旨

本件異議申立ての趣旨は，行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下

法 という ３条の規定に基づき 諮問庁に対して開示請求がされた破防法関係文「 」 。） ，

書及び団体規制法関係文書について 諮問庁が 公安調査庁提出に係る文書につき同， ，

庁長官に対して移送し 本件対象文書につき下記 １ ないし ６ の各決定 以下， （ ） （ ） （

本件各決定 という を行ったことについて 本件各決定を取り消し 不開示とさ「 」 。） ， ，

れた文書及び不開示とされた部分の開示を求めるものである。

（１）平成１３年６月７日付け公安審第４７号決定（以下「４７号決定」という ）。

破防法関係文書のうち，別表１記載の審査会議録を全部不開示としたもの。

（２）平成１３年１０月３１日付け公安審第６６号決定（以下「６６号決定」とい

う ）。

破防法関係文書のうち 別表２記載の文書１－１ないし１－２０の一部を不開示，

としたもの。

（３）平成１３年１０月３１日付け公安審第６７号決定（以下「６７号決定」とい

う ）。

破防法関係文書のうち 別表３記載の文書２－１ないし２－１１を不開示とした，

もの。

（４）平成１３年６月７日付け公安審第４５号決定（以下「４５号決定」という ）。

。団体規制法関係文書のうち，別表１記載の審査会議録を全部不開示としたもの

（５）平成１３年７月３１日付け公安審第５５号決定（以下「５５号決定」という ）。

団体規制法関係文書のうち 別表４記載の文書３－１ないし３－４の一部を不開，



示としたもの。

（６）平成１３年７月３１日付け公安審第５６号決定（以下「５６号決定」という ）。

団体規制法関係文書のうち 別表５記載の文書４－１ないし４－８８を不開示と，

したもの。

２ 異議申立ての理由

異議申立人が主張する異議申立ての主たる理由は 異議申立書及び意見書の記載に，

よると，おおむね以下のとおりである。

（１）４７号決定について

４７号決定は 審査会議録がある特定の団体に対する規制処分を行うかどうかに，

ついて審議・検討した内容等を記載したものであるとして 法５条４号及び５号の，

不開示情報に該当することを理由とするが 法は ６条において部分開示を ７条， ， ，

において公益上の理由による裁量的開示をそれぞれ規定しており これらの規定の，

適用の可能性を一顧だにすることなく全部不開示としたことは 明らかに裁量権の，

逸脱濫用であり，部分的にせよ，開示されるべきである。

（２）６６号決定について

ア 法６条及び７条の適用について

６６号決定は 別紙部分 別添部分 報告書部分の名の下に 実は当該文書の， ， ， ，

情報内容の核心部分を構成する部分を不開示としている それらの部分に不開示。

，情報が含まれているであろうことは一概に否定できないが，そうであるならば

法６条の部分開示の規定に沿って 不開示情報のみを墨塗り等の手段によって除，

いて開示するべきである また ６６号決定は 破防法に基づく規制処分審査事。 ， ，

件記録に係るものであるが，同法２条は 「この法律は，国民の基本的人権に重，

大な関係を有するものである と規定しており その適用に当たっては 特段の」 ， ，

透明性が要求されるものと言うべきである この点を踏まえて 法７条の公益上。 ，

の理由による裁量開示の規定が適用されるべきである ６６号決定は 法６条及。 ，

び７条の規定の適用に当たって 裁量権を逸脱濫用しており違法であり 取り消， ，

されなければならない。

イ 内容が既に公開されている文書について

６６号決定において不開示とされた部分を含む行政文書の多くは 本件団体等，

によってその内容が既に公開されている したがって その部分は 慣行として。 ， ，

公にされている情報であって 法５条１号に該当しない また 団体自らの意思， 。 ，

又は承認の下で公開されている以上 同条２号には該当しない また 現に公開， 。 ，

されているところ そのことによって公共の安全と秩序の維持に支障を来したこ，

とが立証されていない以上 同条４号には該当しない また 現に公開されてい， 。 ，

るところ 本件団体の実質上の後継団体に対する団体規制法の適用に当たって支，

障を来したことが立証されていない以上，同条６号には該当しない。



（ア）文書１－４（意見陳述期日通知書）について

本件団体が本件団体名以外の名義で開設したホームページの中で 全文が公，

開された。

（イ）文書１－５（意見陳述期日調書）について

本件団体の弁護団編著の書籍に 本文の全文及び別紙の一部が収録されてい，

る なお 別紙部分の収録が全文でないのは あくまで紙数の都合によるもの。 ， ，

であって 本件団体として省略部分の公表を望んでいないからであるなどと解，

釈されるべきではない そのことは 文書１－６ 意見陳述期日の出席者につ。 ， （

いての通知 の中で 本件団体が期日の内容は公開されるべきであると求めて） ，

いることからも，明らかである。

（ウ）文書１－１２（調書２５報告書入手調書）について

上記ホームページにおいて，経歴部分を除いて公開された。

（エ）文書１－１３（調書２６～２７報告書入手調書）について

調書２６については 上記ホームページにおいて 経歴部分を除いて公開さ， ，

れ 調書２７については 上記ホームページにおいて 経歴及び団体における， ， ，

立場の部分を除いて公開された。

ウ 弁護士事務所及び破産管財人事務所の住所等について

法５条１号には 「個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情，

報を除く とあり 弁護士事務所及び破産管財人事務所の住所等は 明らかに。）」 ， ，

事業を営む個人の当該事業に関する情報であって 同号は適用されない 仮に同， 。

号が適用されるとしても 慣行として公にされている情報であって 同号ただし， ，

書イの除外規定が適用される 同条２号が適用されるとしても 同号の不開示情。 ，

報に該当しないことも明らかである いずれにせよ 不開示とする理由は全く存。 ，

在しない。

エ 資料として添付された平成８年版警察白書について

文書１－１１ 調書２３資料入手調書 については 別添白書部分が不開示と（ ） ，

，され，法の適用を受ける行政文書には該当しないとの理由が挙げられているが

別添白書部分とは平成８年版警察白書である 確かに 行政文書から除かれるも。 ，

のとして，法２条２項１号には 「官報，白書，新聞，雑誌，書籍その他不特定，

多数の者に販売することを目的として発行されるもの が挙げられている しか」 。

し 上記警察白書は既に絶版となっており 現在は販売されていないので 同号， ， ，

には該当しない。

また ここで問題となっているのは 上記警察白書そのものではなく 破防法， ， ，

に基づき規制処分がどのように行われたかという過程である 法１条はその目的。

を規定しているところ 政府の諸活動の一環たる破防法の規制処分において上記，

警察白書が利用された場合 その記述内容そのもの以外に それがどのように利， ，



用されたかという観点から 上記警察白書は 図書館などに置かれている白書一， ，

般とは区別される別個の文書とみなされるべきである。さらに，上記警察白書が，

仮に現物ではなく一部写しであった場合 どの部分の写しであるか 仮にマーカ， ，

ーが引かれている場合 どの部分に引かれているかということなども独自の情報，

内容を有している。よって，法２条２項１号には該当しない。

オ 公安調査官の氏名について

，６６号決定では，文書１－１４（調書２８～３３，３６～３７，３９～４３

４５～４８報告書入手調書（調査書部分を除く ）について，公安調査官氏名部）

分が 個人に関する情報であって 公にすることにより 個人の権利利益を害す， ， ，

るおそれがあり，法５条１号に該当するとして不開示にされている。

しかし，破防法３４条には 「公安調査官は，職務を行うに当たつて，関係人，

から求められたときは，その身分を示す証票を呈示しなければならない 」と規。

定されている以上 公安調査官は その職務上のことについては氏名等について， ，

のプライバシーの保護は及ばないと解釈されるべきである そうである以上 法。 ，

５条１号ただし書イの法令の規定により公にされ 又は公にすることが予定され，

ている情報に該当すると解釈されるべきであり，不開示情報には該当しない。

カ 刑事訴訟記録写しについて

文書１－１７ 調書５３報告書入手調書 については 別添部分が不開示とさ（ ） ，

れたほか 括弧書きにおいて 但し 刑事訴訟記録写しについては 訴訟に関， ，「（ ， ，

， ， 。）」する書類であって 刑事訴訟法５３条の２により 情報公開法の適用がない

と付記されている。

刑事訴訟法５３条の２の規定は 訴訟に関する書類及び押収物を当然に保管し，

ている検察庁を開示請求先とする場合には 法ではなく刑事確定訴訟記録法の規，

定によることを定めているに過ぎないのであって 何らかの事情により検察庁以，

外の行政機関がそれらと同一内容の情報が記された行政文書を保有する場合にお

いて当該行政機関を開示請求先とする場合には 当然に法が適用される 公安審， 。

査委員会は検察庁とは別の行政機関であり 文書１－１７は 本件団体から徴し， ，

た報告書であるところ ここで問題となっている刑事訴訟記録写しは 公安審査， ，

委員会が検察庁から入手したものではなく そうであったとしても法の適用を受（

けると言うべきである ，本件団体から入手したものである。。）

。よって，法の適用がないとした６６号決定は，法令の解釈適用を誤っている

（３）６７号決定について

ア 法６条及び７条の適用について

６７号決定において全部不開示とされた文書の中に不開示情報が含まれている

であろうことは一概に否定できないが そうであるならば 法６条の部分開示の， ，

規定に沿って 不開示情報のみを墨塗り等の手段によって除いて開示するべきで，



ある また ６７号決定は 破防法に基づく規制処分審査事件記録に係るもので。 ， ，

あるが，同法２条は 「この法律は，国民の基本的人権に重大な関係を有するも，

のである と規定しており その適用に当たっては 特段の透明性が要求される」 ， ，

ものと言うべきである この点を踏まえて 法７条の公益上の理由による裁量開。 ，

示の規定が適用されるべきである ６７号決定は 法６条及び７条の規定の適用。 ，

に当たって 裁量権を逸脱濫用しており違法であり 取り消されなければならな， ，

い。

イ 内容が既に公開されている行政文書について

６７号決定において全部不開示とされた行政文書の中には 本件団体等によっ，

てその内容が既に公開されている したがって その部分は 慣行として公にさ。 ， ，

れている情報であって 法５条１号に該当しない また 団体自らの意思又は承， 。 ，

認の下で公開されている以上 同条２号には該当しない また 現に公開されて， 。 ，

いるところ 本件団体の実質上の後継団体に対する団体規制法の適用に当たって，

支障を来したことが立証されていない以上，同条６号には該当しない。

（ア）文書２－２（意見書）について

意見書との標題を有する文書はいくつかあるが ６７号決定は 意見書との， ，

標題を有する文書を一括して全部不開示とした趣旨であると思われる 異議申。

立人が知る限りにおいて 意見書との標題を有する文書は 平成８年８月７日， ，

付け 同年１０月２９日付け 同年１１月５日付け 同月２２日付け 同月２， ， ， ，

５日付け及び同年１２月１６日付けのものがある。

本件団体が 本件団体名以外の名義で開設したホームページの中で 平成８， ，

年１０月２９日付け意見書 同年１１月５日付け意見書 同月２２日付け意見， ，

書 同月２５日付け意見書 同年１２月１６日付け意見書のその１及びその２， ，

が いずれも代理人弁護士の連絡先を伏せ字とした上で 全文が公開されてい， ，

る なお 平成８年１２月１６日付けの２通の意見書については 長文である。 ， ，

ためその写しを証拠として添付していないが，要求があれば提出に応じる。

，また，本件団体の弁護団編著の書籍の中に，平成８年８月７日付け意見書

同年１２月１６日付けの２通の意見書が それぞれ代理人弁護士の連絡先を含，

めて，その目次部分について収録されている。意見書の収録が全文でないのは，

同書のまえがきに，出版の目的から資料をできるだけ盛り込むべく努力したが，

紙数の関係で全部を収録することは不可能だったとの記載があるとおり 本件，

団体としては，省略部分の公表を望んでいないなどと解釈されるべきではない。

（イ）文書２－４（接見禁止一部解除決定）について

異議申立人の知る限りにおいて 平成８年１月１７日付けのものが 上記書， ，

籍に全文収録されている。

（ウ）文書２－５（証拠申出書）について



上記ホームページにおいて 代理人弁護士の連絡先を伏せ字にした上で 添， ，

付資料を除く本文部分の全文が公開されている。

（エ）文書２－９（留置物件４４，４９）について

これについては，公開されていることを前提とした上で 「情報公開法の適，

，用を受ける行政文書には該当しない」との不開示理由が付せられているので

公開されていることの立証は不要であろう。

ウ 訴訟に関する書類について

文書２－３（接見禁止決定一部解除申立 ，２－４（接見禁止一部解除決定 ，） ）

２－１０（留置物件３３）については 「訴訟に関する書類であって，刑事訴訟，

法５３条の２により情報公開法の適用がない」との不開示理由が付せられている。

留置物件３３とは，冒頭陳述書の写しのことである。

刑事訴訟法５３条の２の規定は 訴訟に関する書類及び押収物を当然に保管し，

ている検察庁を開示請求先とする場合には 法ではなく刑事確定訴訟記録法の規，

定によることを定めているに過ぎないのであって 何らかの事情により検察庁以，

外の行政機関がそれらと同一内容の情報が記された行政文書を保有する場合にお

いて当該行政機関を開示請求先とする場合には 当然に法が適用される 公安審， 。

査委員会は検察庁とは別の行政機関であり 法の適用がないとの６７号決定は法，

令の解釈適用を誤っている。

また ここで問題となっている文書は その由来からしても 本来の意味での， ， ，

訴訟に関する書類ではない 破防法の被請求団体の代表者がたまたま刑事被告人。

であり接見禁止処分となっていたため 被請求団体として弁明権を全うするには，

他の方法がないことから 刑事訴訟法上の手続を踏んだに過ぎない ここで問題， 。

，となっている文書は，第一義的には破防法の規制処分上発生したものであって

それが刑事訴訟法上のものであるのはあくまで便宜上のことに過ぎない。よって，

この点からも 訴訟に関する書類であることを理由とする６７号決定は法令の解，

釈適用を間違っている。

エ 書籍等について

文書２－９（留置物件４４，４９）については 「情報公開法の適用を受ける，

行政文書には該当しない 」との不開示理由が挙げられている。留置物件４４と。

は 小冊子 特定出版社のブックレット のことであり 留置物件４９とは 官， （ ） ， ，

報号外のことである。

確かに，行政文書から除かれるものとして，法２条２項１号には 「官報，白，

書 新聞 雑誌 書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行さ， ， ，

れるもの が挙げられている しかし ここで問題となっているのは 上記の書」 。 ， ，

籍そのものではなく 破防法に基づき規制処分がどのように行われたかという過，

程である 法１条はその目的を規定しているところ 政府の諸活動の一環たる破。 ，



防法の規制処分において上記書籍が利用された場合 その記述内容そのもの以外，

に それがどのように利用されたかという観点から 上記書籍は 図書館などに， ， ，

置かれている書籍等とは区別される別個の文書とみなされるべきである。さらに，

上記書籍が，仮に現物ではなく一部写しであった場合，どの部分の写しであるか，

仮にマーカーが引かれている場合 どの部分に引かれているかということなども，

独自の情報内容を有している。よって，法２条２項１号には該当しない。

このことは 諮問庁も自覚しているはずである 異議申立人の行った別の開示， 。

請求に対する５６号決定においては 文書４－５５ないし４－６１は官報 文書， ，

４－１６ ４－１９ないし４－２２ ４－２９ないし４－３２ ４－３６ ４－， ， ， ，

３８ ４－４３ ４－４９ ４－６２ないし４－６４ ４－７４は新聞 文書４， ， ， ， ，

－１７ ４－４５ ４－５１ ４－５３ ４－５４ ４－６５は雑誌であるとこ， ， ， ， ，

ろ，いずれも不開示理由として法５条６号該当性のみが挙げられ 「情報公開法，

の適用を受ける行政文書には該当しない 」との不開示理由は挙げられていない。。

（４）４５号決定について

法は ６条において部分開示を ７条において公益上の理由による裁量的開示を， ，

それぞれ規定しており これらの規定の適用の可能性を一顧だにすることなく審査，

会議録を全部不開示としたことは，明らかに裁量権の逸脱濫用である。

部分的にせよ，審査会議録は開示されなければならない。

（５）５５号決定について

ア 総論

５５号決定を取り消し 不開示とされた部分のうち 文書３－１ 意見聴取期， ， （

日調書 記載の本件団体の期日出頭者の住所及びその他の出頭者で弁護士でない）

特定個人の住所を除いた部分の開示を行うことを求める。

イ 文書３－１（意見聴取期日調書）について

（ア）期日の経過及び内容に関する部分について

不開示とした部分を特定して 一応法６条の部分開示の規定を適用した形に，

なっているが 事実上 全部不開示と同然である 期日の経過及び内容に関す， ， 。

，る部分の中には，不開示情報が含まれているかも知れないが，その場合には

いわゆる墨塗りによってその部分を除いて開示すればよい そのような検討を。

することなく全部不開示とするのは明らかに裁量権の逸脱濫用である。

団体規制法は 国民の基本的人権に重大な関係を有するものであり 同法２， （

条 ，その手続の透明性には特段の配慮が払われなければならず，例え不開示）

情報が含まれている場合であっても 法７条の公益上の理由による裁量的開示，

の規定が適用されなければならない 特に 意見聴取期日調書の基となった意。 ，

見聴取については 同法１６条において公開が明文によって規定されているの，

であって 当日の傍聴に当たっては会場の収容能力や警備の都合上希望者全員，



が傍聴できるわけではないことはやむを得ないとは言え その内容を後日文書，

にまとめた意見聴取期日調書については 何人にも開示されるべき公益上の理，

由があることは明らかである。

５５号決定においては，法５条１号に該当するとしているが，上記のとおり，

意見聴取期日調書の基となった意見聴取は公開されており 同号ただし書イの，

。法令の規定により公にされている情報に該当するので，同号は適用されない

また 意見聴取に参加した公安調査庁と公安審査委員会の職員については 同， ，

号ただし書ハの公務員の職務遂行の内容に係る部分に該当するので 同号は適，

用されない。

５５号決定においては 法５条２号イ ４号及び６号に該当するとしている， ，

が，上記のとおり，意見聴取期日調書の基となった意見聴取は公開されており，

いずれも適用されない。

イ 公安調査庁の期日出頭者のうち慣行として公にされていない職員氏名部分に（ ）

ついて

５５号決定は，個人に関する情報であって，法５条１号に該当するとするが，

公安調査庁の期日出頭者の職員氏名については 当時の配信記事において既に，

報道されており 同号ただし書イの慣行として公にされている情報に該当する，

ので，同号は適用されない。

ウ 文書３－２（委任状）について

当該委任状における受任者の住所部分については 不開示とされることに異議，

はないが，委任者の住所部分には異議がある。

５５号決定は 個人に関する情報であって 法５条１号に該当するとしている， ，

が 委任者の住所については 平成１２年２月１日付け官報号外特第２号の１４， ，

ページにおいて告示されており 同号ただし書イの法令の規定により公にされて，

いる情報に該当するので，同号は適用されない。

エ 文書３－３（委任状）について

５５号決定は 委任者の住所 受任者の事務所所在地及び電話番号部分につい， ，

て 個人に関する情報であって 法５条１号に該当するとするが 委任者の住所， ， ，

については 上記 ウ のとおりであり 受任者である代理人弁護士の事務所所， （ ） ，

在地及び電話番号についても 上記官報１４ページにおいて告示されており 同， ，

号ただし書イの法令の規定により公にされている情報に該当するので 同号は適，

用されない。

（６）５６号決定について

ア 総論

５６号決定に係る行政文書は例外なく全部不開示とされているが 法６条の部，

分開示の規定及び７条の公益上の理由による裁量的開示の規定の適用の可能性に



ついて一顧だにしていない点において，明らかに裁量権の逸脱濫用である。なお，

計８８件の行政文書のうち，文書４－１ないし４－８６は，団体規制法に基づき，

平成１２年１月２８日付けで 公安審査委員会が観察処分を行った際の本件団体，

提出に係る証拠をすべて網羅している以上 全部不開示との決定が下された行政，

文書について一括して取りまとめたのが５６号決定であるとの主張は成り立たな

い また ５６号決定の別紙において行政文書ごとに不開示の理由が記されてい。 ，

るが 各行政文書の名称により容易に推測される性質に応じて 極めて画一的・， ，

機械的に理由なるものを掲げているのみであって 法１１条の開示決定等の期限，

の特例の規定を適用したにもかかわらず 各行政文書について 実地に検分した， ，

上で決定を下したものかとの疑念すら抱かせるものである。

イ 本件団体提出に係る証拠について

文書４－１ないし４－８６は 本件団体提出に係る証拠であるが そのうち訴， ，

訟に関する書類と称する文書４－７ないし４－１２ ４－２４ ４－２６及び４， ，

－２８を除いて すべての行政文書について 公にすることにより 今後の同種， ， ，

事案の審議検討等において 団体等からの証拠提出等に影響を与え 公安審査委， ，

員会の審査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり 法５条６号に該当す，

る旨の不開示理由が挙げられている。

確かに 本件団体としてはできれば秘密にしておきたいが 観察処分の適用を， ，

免れるために公務員の守秘義務を信頼してやむを得ず提出した証拠というものも

あるであろうし，その部分に限って不開示となるのも理解できなくはない。

しかし，不開示情報が含まれているかどうかについて個別に判断することなく，

本件団体提出に係る証拠であることのみをもって 一律に全部不開示とすること，

は到底許されるものではない。

特に 文書４－１６ ４－１７ ４－１９ないし４－２２ ４－２９ないし３， ， ， ，

２ ４－３６ ４－３８ ４－４３ないし４－４５ ４－４９ ４－５１ ４－， ， ， ， ， ，

５３ ４－５４ ４－６２ないし４－６５ ４－７４は 新聞 雑誌 通信社の， ， ， ， ， ，

配信ニュースであり およそ不開示とすることに何ら正当な理由を見出すことは，

できない 国会議事録である文書４－５５ないし４－６１についても 同様であ。 ，

る その他 本件団体の作成に係る行政文書についても その性質上 宣伝を目。 ， ， ，

的として本件団体自らが公開していたものが多数含まれていることが指摘できる。

ウ 訴訟に関する書類と称する行政文書について

文書４－７ないし４－１２ ４－２４ ４－２６ ４－２８ ４－８７及び４， ， ， ，

－８８について 訴訟に関する書類であって 刑事訴訟法５３条の２により 法， ， ，

の適用がない旨の不開示理由が挙げられている しかし 同条の規定は 訴訟に。 ， ，

関する書類及び押収物を当然に保管している検察庁を開示請求先とする場合には，

法ではなく刑事確定訴訟記録法の規定によることを定めているに過ぎないのであ



って 何らかの事情により 検察庁以外の行政機関がそれらと同一内容の情報が， ，

記された行政文書を保有する場合において 当該行政機関を開示請求先とする場，

合には，当然法が適用される。公安審査委員会は検察庁とは別の行政機関であり，

また 文書４－７ないし４－１２ ４－２４ ４－２６ ４－２８は 公安審査， ， ， ， ，

委員会が検察庁から入手したものではなく そうであったとしても法の適用を受（

けるものと言うべきである 本件団体から入手したものである よって ５６。）， 。 ，

号決定は，法令の解釈適用を間違っている。

（７）諮問庁の説明に対する反論

ア 法５条２号イ該当性について

諮問庁は 本件対象文書を開示して本件団体の活動拠点とその活動状況及び本，

件団体構成員の生活状況等が公になれば その周辺住民が本件団体をその地域か，

ら排除しあるいは本件団体構成員が転入するのを阻止すべく反対運動を展開し地

方自治体に働きかけるなどして 本件団体の自由な活動等が困難となるおそれが，

あるので 本件団体に関する情報は 公にすれば 本件団体の正当な利益を害す， ， ，

るおそれがあるとして，法５条２号イに該当する旨説明している。

しかし 現に行われているあるいはこれまでに行われてきた本件団体に対する，

周辺住民等による排斥運動には，確かに行き過ぎと思われる点も見られるものの，

諮問庁が説明するとおり 本件団体は過去に一連の犯罪行為を組織的に行い こ， ，

れらの事件の一部については本件団体代表者を初めとする構成員複数を被告人と

する刑事裁判が進行中で 本件団体及び構成員の動向が報道される機会が未だ少，

なくないなど 一般国民が本件団体に対して恐怖感・不安感を抱いている状況に，

あるとされている状況にあっては 本件団体の活動拠点とその活動状況及び本件，

団体構成員の生活状況は 公共の利害に関することであって 国民は知る権利を， ，

有すると言うべきであり 法７条の公益上の理由による裁量的開示の可能性も最，

大限追求されるべきである それでもなお不開示情報が含まれている可能性があ。

ることは否定しないが 法６条の部分開示の規定にかんがみ 諮問庁の判断はあ， ，

まりに機械的かつずさんと言うべきである。

イ 法５条４号該当性について

諮問庁は 本件対象文書を開示して委員等のうちに本件団体に不利益な発言を，

した者がいることが公になれば これを聞知した本件団体構成員及びその関係者，

が委員等の生命・身体・財産等に対して危害を加える危険性があるもので 公に，

することにより 犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそ，

れがあると認めるにつき相当の理由があり 法５条４号に該当する旨説明してい，

る。

しかし 法５条４号を適用して不開示ないし部分開示とされた行政文書の中に，

は 本件団体の交付された文書又は当該文書に記されている委員長 各委員及び， ，



委員補佐による本件団体に不利益な発言がなされた場に本件団体が同席している

文書が含まれており その限りにおいて 諮問庁の主張は全く理由がないと言う， ，

べきである また それ以外の文書についても 確かに 本件団体は 過去に同。 ， ， ， ，

団体に不利な裁判をするおそれのある裁判官及び反対運動を展開する住民などを

含む不特定かつ多数の者を殺害しようと企て 多数人を殺害する事件を引き起こ，

したものの 本件団体代表者の逮捕等の以後 いわゆる微罪ないし別件での強制， ，

捜査は別として，既に８年近くにわたって犯罪行為は行われていないのであって，

諮問庁の懸念は杞憂と言うべきである それでもなお不開示情報が含まれている。

可能性があることは否定しないが 法６条の部分開示の規定にかんがみ 開示に， ，

ついての諮問庁の判断はあまりに機械的かつずさんと言うべきである。

ウ 法５条５号該当性について

諮問庁は 本件対象文書を開示して委員等のうちに本件団体に不利益な発言を，

した者がいることが公になれば 今後の公安審査委員会の審査に当たり 委員等， ，

において，本件団体及び今後規制処分の対象となる団体に不利益な発言をすれば，

当該団体からその生命・身体・財産等に危害を加えられる危険性を認識しながら

審査を行わざるを得なくなるもので 公にすることにより 率直な意見の交換及， ，

び意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあり 法５条５号に該当する旨，

説明している。

しかし 上記の説明は 法５条４号該当性を前提としているところ その前提， ， ，

に理由がないことは，上記イのとおりである。

エ 法５条６号該当性について

諮問庁は 本件対象文書は 例えば 本件団体の情報を任意に提供する協力者， ， ，

の存在などの公安調査庁の調査の手法をうかがわせるもの あるいは本件団体の，

活動拠点，資金関係及び構成員の生活状況など，未だ国民一般に知られておらず，

また関係当事者において国民一般に知られることを望まない事項が含まれている

ところ 本件対象文書を開示してこれらが公になれば 今後の公安審査委員会の， ，

審査に当たり 同庁及び規制処分の対象となる団体において 公になることを避， ，

けるために 証拠提出を差し控えざるを得なくなり その結果 同委員会が十分， ， ，

に審査を尽くして厳正かつ的確な判断に至ることができなくなるおそれがあるも

ので 公にすることにより 事務の性質上 同委員会の審査事務の適正な遂行に， ， ，

支障を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する旨説明している。

しかし 本件団体はむしろ手続の公開を求めていたのであって それでもなお， ，

不開示情報が含まれている可能性があることは否定しないが 法６条の部分開示，

の規定にかんがみ 開示についての諮問庁の判断はあまりに機械的かつずさんと，

言うべきである。

オ 破防法関係文書について



（ア）審査会議録について

諮問庁は 審査会議録について 会議の日時 出席者の氏名 会議において， ， ， ，

取り調べた項目及び評議に付した項目等を記録するものであり 公安審査委員，

会規則８条及び公安審査委員会審査会議規程１３条の定める内容を基本として，

審査会議の内容が詳細かつ具体的に記載されている旨説明している。

しかし 確かに審査会議の内容が詳細かつ具体的に記載されている部分につ，

いては不開示情報が含まれている可能性は否定できないが 最低限 会議の日， ，

時及び出席者の氏名並びに会議において取り調べた項目名及び評議に付した項

，目名については，問題なく開示できるはずである。その余の部分についても

審査会議録は 会議における一連の流れが記載されているものであるから 全， ，

体として法５条４号及び５号に該当するもので開示すべき部分はない旨の諮問

庁の説明は，なお説明責任を果たしていないと言うべきである。

（イ）文書１－１（委任状）について

諮問庁は 文書１－１の不開示部分は 個人に関する情報であって 特定の， ， ，

個人を識別することができるものであるから 法５条１号に該当するとしてい，

るが 受任者の住所及び電話番号が弁護士事務所であるならば 明らかに事業， ，

を営む個人の当該事業に関する情報であり，法５条１号には該当しない。

また 諮問庁は続いて 仮に事業を営む個人の当該事業に関する情報である， ，

としても 本件団体の代理人等の連絡先が明らかになれば その業務の遂行に， ，

悪影響を与える可能性があり 公にすることにより 個人の正当な利益を害す， ，

るおそれがあるもので 法５条２号イに該当するとしているが 弁護士事務所， ，

の連絡先は一般に公にされているものであって 諮問庁の説明には全く理由が，

ないと言うべきである。

（ウ）文書１－２ないし１－４（意見陳述期日開催決定書等）について

諮問庁は 文書１－２ないし１－４について 法５条６号及び１号該当性に， ，

ついて説明するが 異議申立書に添付した本件団体のホームページ上での公開，

に係る意見陳述期日通知書より不開示とされた別紙部分を見るに 処分年月日，

並びに破産管財人 公安調査官 内閣内政審議室長 法務省刑事局長 警察庁， ， ， ，

長官及び東京拘置所長の氏名を除いて平成９年２月４日付け官報公示号外特第

２号の証拠標目一覧表において公表されている情報である 諮問庁は 異議申。 ，

立人が本件団体のホームページ上で公開されているとして異議申立書に添付し

，た書面は意見陳述期日通知書数通のうちの１通のみである旨説明するものの

あとも推して知るべしであろう そうであるならば 官報において公表されて。 ，

いない情報を除いて 諮問庁の説明は全く理由がないと言うべきである 官報， 。

，において公表されていない情報についても，破産管財人，内閣内政審議室長

法務省刑事局長 警察庁長官及び東京拘置所長の氏名は明らかに法５条１号た，



だし書イに該当し 公安調査官の氏名については上記 ２ オにおいて主張し， （ ）

たことがここでも該当する また 処分年月日も不開示情報に該当するとは思。 ，

えないのみならず 既に部分開示決定を受けた報告書入手調書において開示さ，

れている よって 結局のところ 不開示情報は一切含まれていないはずであ。 ， ，

る。

なお 諮問庁は 公にすることにより事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそ， ，

れがあるとし 実際に支障を来したことの立証までを必要とするものではない，

と説明するが 現に公開されていながら支障を来していないのであるから そ， ，

もそも事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれなどないことは 明らかと言う，

べきである。

（エ）文書１－５（意見陳述期日調書）について

諮問庁は 法５条２号イ該当性 同条４号該当性 同条６号該当性及び同条， ， ，

１号該当性についてるる説明し 異議申立書に対する反論もしているが 諮問， ，

庁は 書籍で公開された部分については 法５条２号イに該当せず その限り， ， ，

で異議申立人の主張には理由があると認めているところ 書籍で公開されてい，

る部分が意見陳述期日調書のうちのごく一部のみであるのは あくまで紙数の，

都合によるものであって 本件団体としては省略部分の公表を望んでいないか，

，らであるなどと解釈されるべきではないことは，既に述べたとおりであるが

，諮問庁は有効な反論をなしえていない以上，意見陳述期日調書全体について

法５条２号イに該当しないことを認めたも同然であると言わざるを得ない。

，また，意見陳述期日調書には，本件団体構成員が現に出席しており，また

意見陳述期日調書そのものが本件団体に交付されている以上 法５条４号には，

明らかに該当しないと言うべきである。

また 法５条６号該当性は 同条２号イ該当性を前提としているところ そ， ， ，

の前提が成り立たない以上 法５条６号該当性も当然否定されると言うべきで，

ある。

また 役職員の住所及び事務所所在地が法５条１号に該当しないことについ，

ては 既に述べたとおりであるが 更に論拠を付け加えると 本件団体役職員， ， ，

代表代行 の住所は官報公示された本件団体の主たる事務所の所在地と同一（ ）

，であり，同号ただし書イの法令の規定により公にされた情報でもある。また

代理人弁護士の事務所は，事業を営む個人の当該事業に関する情報であるので，

同号には該当せず さらには同条２号イにも該当しないことは 上記 イ と， ， （ ）

同様である。

（オ）文書１－６（意見陳述期日の出席者についての通知 ，１－１９（申入書 ，） ）

１－２０（公安審査委員会審査規則６条の期日についての意見）について

諮問庁は 上記各文書において 代理人連絡先住所及び電話番号部分を不開， ，



示としたことについて 法５条１号に該当するとし 予備的主張として同条２， ，

号に該当するとしているが これに理由がないことは 上記 イ と同様であ， ， （ ）

る。

（カ）文書１－７ないし１－１８（報告書入手調書又は資料入手調書）について

ⅰ 文書１－７（報告書入手調書）について

報告書部分を全部不開示とすることについての諮問庁の説明は なお説明，

責任を果たしていないと言うべきである また 調書本体部分で不開示とさ。 ，

れた参考人事務所所在地部分については，参考人が破産管財人であり，かつ，

住所ではなく事務所とされていることから 明らかに事業を営む個人の当該，

事業に関する情報であって 法５条１号には該当せず かつ 事の性質上同， ， ，

条２号イにも該当しないことも明らかである。

ⅱ 文書１－８（報告書入手調書）について

別添部分を全部不開示とすることについての諮問庁の説明は なお説明責，

任を果たしていないと言うべきである また 調書本体部分で不開示とされ。 ，

た関係人生年月日及び住所部分については 関係人が本件団体代表代行であ，

るところ 本件団体代表の生年月日及び居所については官報公示されている，

以上，それに準じた扱いを受けて然るべきである。

ⅲ 文書１－９（報告書入手調書）について

別添部分を全部不開示とすることについての諮問庁の説明は なお説明責，

任を果たしていないと言うべきである 特に 文書の性質上 当然国民に広。 ， ，

報されて然るべき内容を多々含んでいるものと思われる。

ⅳ 文書１－１０（報告書入手調書）について

別添部分を全部不開示とすることについての諮問庁の説明は なお説明責，

任を果たしていないと言うべきである 特に 調書２２については 憲法８。 ， ，

２条において規定されている裁判公開の精神が踏まえられるべきである。

ⅴ 文書１－１１（報告書入手調書）について

法の適用があることは上記 ２ エで述べたとおりであるが 諮問庁が予（ ） ，

備的主張として法の適用があるとしても 法５条６号に該当すると説明して，

いるのは，全く理解に苦しむものである。

ⅵ 文書１－１２（報告書入手調書）について

別添部分を全部不開示とすることについての諮問庁の説明は なお説明責，

任を果たしていないと言うべきである また 諮問庁は ホームページで公。 ， ，

開された部分については法５条２号イに該当せず その限りで異議申立人の，

主張は理由があると認めているところ 法５条６号該当性は同条２号該当性，

を前提としているが その前提が成り立たない以上 同条６号該当性も当然， ，

否定されると言うべきである。



ⅶ 文書１－１３（報告書入手調書）について

別添部分を全部不開示とすることについての諮問庁の説明は なお説明責，

任を果たしていないと言うべきである。また，諮問庁は，調書２６について，

法５条４号に該当すると説明するが 問題となっている行政文書は捜査当局，

の内部文書ではなく 捜査対象となった本件団体自身の作成に係るものであ，

，るから，その説明には全く理由がないと言うべきである。また，諮問庁は

ホームページで公開された部分については 法５条２号イには該当せず そ， ，

の限りで異議申立人の主張は理由があると認めているところ 法５条６号該，

，当性は同条２号該当性を前提としているが，その前提が成り立たない以上

同条６号該当性も当然否定されると言うべきである。

ⅷ 文書１－１５及び１－１６（報告書入手調書）について

報告書部分を全部不開示とすることについての諮問庁の説明は なお説明，

責任を果たしていないと言うべきである。

ⅸ 文書１－１７（報告書入手調書）について

上記ⅶのうち，調書２６についてと同様のことが言える。また，諮問庁は，

訴訟に関する書類について 検察庁において保管する場合に限定すれば明ら，

かにその趣旨を没却することになるなどと説明するが いったん国民に交付，

された書類は自由に取り扱ってよく 実際 本件団体は公安審査委員会にそ， ，

の写しを提出しており それが今問題となっているのであるが その取扱い， ，

が検察庁の判断に委ねられるというのは まことにおかしな話である ある， 。

いは 例えば これまで問題なく開示してきた行政文書の写しが何らかの事， ，

件に関係して押収された場合 当該行政文書は訴訟に関する書類として法の，

適用から外れてしまうのであろうか そのように考えて行くと 訴訟に関す。 ，

る書類は検察庁において保管する場合に限定するのが合理的と言えよう。

ⅹ 文書１－１５及び１－１８（報告書入手調書）について

報告書部分を全部不開示とすることについての諮問庁の説明は なお説明，

責任を果たしていないと言うべきである。

（キ）文書２－１（小委員会結果報告）について

諮問庁は不開示理由を縷々説明しているが 全部不開示とすることについて，

の諮問庁の説明は，なお説明責任を果たしていないと言うべきである。

（ク）文書２－２（意見書）について

異議申立人は 上記 ３ イ ア においては まず ホームページによる， （ ） （ ） ， ，

ほぼ全文の公開について言及した上で 書籍による目次部分の公開について言，

及しているのであって なぜに諮問庁がホームページによる公開を無視してい，

るのか不明であるが ホームページによる公開を考慮に入れるならば 諮問庁， ，

が 書籍で公開された部分については法５条２号イに該当せず その限りで異， ，



議申立人の主張は理由があると認めているところ 諮問庁自身が法５条２号イ，

に該当しないと認めざるを得ないであろう部分は結局のところ意見書全文に及

ぶと言わざるを得ない なぜならば ホームページにおいて伏せ字とされてい。 ，

た部分も書籍において公開されているからである また 法５条６号該当性は。 ，

同条２号イ該当性を前提としているところ その前提が成り立たない以上 同， ，

条６号該当性も当然否定されると言うべきである さらにまた 根拠法規こそ。 ，

違え団体規制という観点からは同種事案である団体規制法関係においては 官，

報公示された決定書において意見書が全文収録されているのであって このこ，

とからも 法５条６号該当性が否定されることは諮問庁自身が認識していると，

言うべきである なお 団体規制法関係については 平成１５年１月２３日付。 ， ，

けで新たな決定が出されているところ その官報公示である同月２９日官報号，

。外第１７号においても，本件団体が提出された意見書が全文収録されている

ケ 文書２－３および２－４ 接見等禁止決定一部解除申立書及び同一部解除決（ ） （

定）について

諮問庁は 上記各文書について 書籍に登載された接見等禁止決定一部解除， ，

申立書及び接見等禁止一部解除決定とは異なると指摘しており 書籍に収録さ，

れた接見等禁止一部解除決定が上記各文書とは異なるとの諮問庁の説明自体は

納得のいくものである。

しかし 訴訟に関する書類をめぐる論点については 上記 ３ ウで主張し， ， （ ）

たとおりのことが該当する ただし そこにおいては 接見等禁止決定一部解。 ， ，

除申立書は 本件団体の代理人弁護士の申立てによるものであることを前提と，

して述べたが 実は公安審査委員会の申立てによるものであるので その旨訂， ，

正する。

（コ）文書２－５（証拠申出書）について

諮問庁は ホームページ上で公開された部分については 法５条２号イに該， ，

当せず その限りで異議申立人の主張は理由があると認めているところ 同条， ，

６号該当性は同条２号イ該当性を前提としているが その前提が成り立たない，

以上，同条６号該当性も当然否定されると言うべきである。

（サ）文書２－６（取調決定書）について

諮問庁は 不開示理由をるる説明しているが 全部不開示とすることについ， ，

ての諮問庁の説明は，なお説明責任を果たしていないと言うべきである。特に，

官報の調書標目一覧表において調書の内容が公開されていることが考慮に入れ

られるべきである。

（シ）文書２－７（報告書入手調書及び留置調書（部分開示したものを除く ）に）

ついて

諮問庁は 不開示理由をるる説明しているが 全部不開示とすることについ， ，



ての諮問庁の説明は，なお説明責任を果たしていないと言うべきである。特に，

上記各文書の標目のみ 調書本体部分 であっても法５条６号に該当すること（ ）

は 文書１－２ないし１－４の意見陳述期日開催決定書等の別紙部分と同様で，

あるとするが，これでは全く説明不足と言わざるを得ない。

また 諮問庁は 全部不開示とした各文書につき 作成日付や作成名義人を， ， ，

特定しておらず，立証責任を果たしていない。

（ス）文書２－８ないし２－１１（留置物件）について

諮問庁は 不開示理由をるる説明しているが 全部不開示とすることについ， ，

ての諮問庁の説明は，なお説明責任を果たしていないと言うべきである。特に，

文書２－８の留置物件４８について 諮問庁が本件団体が施設の内容をマスメ，

ディアに公開した際の様子を撮影したものであると指摘していることが考慮に

入れられるべきである また 諮問庁は 文書２－１１につき 文書を一つ一。 ， ， ，

つ特定しておらず，立証責任を果たしていない。

カ 団体規制法関係文書について

（ア）審査会議録について

上記オ（ア）と同様のことが言える。

（イ）文書３－１（意見聴取期日調書）について

。書籍での公開に関する部分を除いて，上記オ（エ）と同様のことが言える

さらに付け加えるならば 上記 ５ イにおいても述べたとおり 意見聴取， （ ） ，

期日は団体規制法１６条の規定に基づき公開が定められているところ 諮問庁，

は何ら有効な反論をなしえていないと言わざるを得ない なお 情報公開に関。 ，

する判例においても 会議録閲覧不許可取消請求事件に関する大阪地方裁判所，

民事第２部昭和５５年９月２４日判決 確定 は 会議公開の原則の目的を満（ ） ，

たすためには 会議の日に傍聴を許すだけでは足りず 傍聴できなかった住民， ，

のためにも会議録の閲覧を許すことが必要になること 会議公開の原則の規定，

は 会議録の閲覧請求を含むものとするのが相当であることを判示しているこ，

と（判例時報９９２号３６頁）を念のため指摘しておく。

（ウ）文書３－３及び３－４（委任状）について

諮問庁は 官報に登載されている情報は 委任状自体が掲載されているので， ，

はなく 本件団体提出の意見書が決定書の添付書類として掲載されているにと，

どまり その内容の真偽も不明なものであるなどと説明する しかし 委任状， 。 ，

にせよ意見書にせよ本件団体が自らその内容を記したものであって 意見の内，

容の真実性が担保されているわけではないにもかかわらず そのまま官報にお，

いて公開されている以上 真偽云々は委任状の公開の可否に何ら消長を来さな，

いと言うべきである また 委任状自体が官報に掲載されているわけではない。 ，

にせよ また 官報に含まれている情報と委任状に含まれている情報とが仮に， ，



同一のものではないにせよ 委任者の住所及び受任者の事務所所在地及び電話，

番号という性質を有する情報が公開されている以上 仮に法令の規定により公，

にされている情報ではないにせよ 慣行として公にされている情報に該当する，

と言うべきである。

（エ）文書４－１ないし４－８６について

諮問庁は 本件団体が証拠として意見聴取期日に提出した上記各文書につい，

て不開示理由をるる説明しているが 全部不開示とすることについての諮問庁，

の説明は，なお説明責任を果たしていないと言うべきである。

なお 新聞・雑誌の抜粋記事及び通信社の配信ニュースについて 諮問庁は， ，

正しくも不開示理由を法の適用を受ける行政文書に該当しないなどと変更する

ことを行っていないが それにしては 文書１－１１ 資料入手調書 及び文， ， （ ）

書２－９ 留置物件４４及び４９ について 法の適用を受ける行政文書には（ ） ，

該当しないとの説明を維持しているのは奇妙なことであり 諮問庁の姿勢は極，

めてずさんかつ不誠実と言うべきである。

オ 文書４－８７及び４－８８ 接見等禁止決定一部解除申立書及び同一部解除（ ） （

決定）について

上記各文書については，上記オ（ケ）と同様のことが言える。

キ 結論

よって 諮問庁の説明は いずれも説明責任を果たしていないか失当ないし誤， ，

りであり，取消しを免れない。

情報公開審査会においては インカメラ審理及びヴォーンインデックスの権限，

を駆使し 本件対象文書内の証拠説明書等の１点１点についても 部分開示の範， ，

囲を示すべきである。

第３ 諮問庁の説明の要旨

１ 公安審査委員会の組織運営等

（１）公安審査委員会の設置の趣旨

破防法は 団体の活動として暴力主義的破壊活動を行った団体に対する必要な規，

制措置を定めることにより また 団体規制法は 団体の活動として役職員又は構， ， ，

成員が無差別大量殺人行為を行った団体につき その活動状況を明らかにし又は当，

該行為の再発を防止するために必要な規制措置を定めることにより いずれも公共，

の安全の確保に寄与することを目的として定められた 破防法１条 団体規制法１（ ，

条 。）

公安審査委員会は 国家行政組織法３条２項の規定に基づいて 公安審査委員会， ，

設置法により 破防法及び団体規制法の規定により公共の安全の確保に寄与するた，

めに行う破壊的団体及び無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関し適正な審査

及び決定を行うことを任務として（公安審査委員会設置法１条の３ ，法務省の外）



局として設置された（同法１条の２ 。）

（２）公安審査委員会の組織及び運営

公安審査委員会は 委員長及び委員６人をもって組織され 公安審査委員会設置， （

法４条 ，委員長及び委員は，人格が高潔であって，団体の規制に関し公正な判断）

をすることができ，かつ，法律又は社会に関する学識経験を有する者のうちから，

両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命するが（同法５条１項 ，３人以上が同一）

の政党に属する者となることとなってはならなず（同条４項 ，罷免事由の限定等）

により身分保障がなされている（同法７条，８条，９条 。また，委員長及び委員）

は，独立してその職権を行い（同法３条 ，委員会は，委員長及び３人以上の委員）

の出席がなければ 会議を開き 議決をすることができず 委員会の議事は 原則， ， ， ，

として，出席者の過半数をもって決する（同法１１条１項，２項 。）

２ 公安審査委員会の任務等

（１）破防法及び団体規制法の規制処分の内容

公安審査委員会は 破防法に基づき 団体の活動として暴力主義的破壊活動を行， ，

った団体に対して 当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力，

主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があると

きは，集団示威運動，集団行進又は公開の集会を行うことを禁止するなどの処分

（以下 「団体活動の制限」という ）をすることができ（同法５条１項 ，団体活， 。 ）

動の制限を受け さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行ったことなどの，

一定の要件を満たす団体が 継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主，

義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があり か，

つ 団体活動の制限によっては そのおそれを有効に除去することができないと認， ，

められるときは，当該団体に対して，解散の指定を行うことができる（同法７条 。）

また 公安審査委員会は 団体規制法に基づき その団体の構成員等が当該団体， ， ，

の活動として無差別大量殺人行為を行った団体が 当該団体に無差別大量殺人行為，

に及ぶ危険性があると認めるに足りる事実があることなどの一定の要件に該当し，

その活動状況を継続して明らかにする必要があると認められる場合には 当該団体，

に対し 公安調査庁長官の観察に付する処分 以下 観察処分 という を行う， （ ，「 」 。）

ことができ（同法５条１項 ，その団体の構成員等が当該団体の活動として無差別）

大量殺人行為を行った団体が 当該団体に無差別大量殺人行為に及ぶ危険性がある，

と認めるに足りる事実があることなどの一定の要件に該当する場合であって 当該，

団体の無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の増大を防止する必要があるときなどの一

定の要件に該当するときは 土地又は建物の新たな取得又は借り受けの禁止などの，

処分（以下 「再発防止処分」という ）を行うことができる（同法８条 。， 。 ）

（２）破防法に基づく規制処分の審査手続

公安調査庁長官は 公安審査委員会に 処分請求書を提出して 破防法に基づく， ， ，



規制処分を請求する 破防法１１条 が これに先立つ弁明手続において 公安調（ ） ， ，

査庁は 当該団体に対し 処分の請求をしようとする事由すなわち処分の請求の原， ，

因となる疑いのある暴力主義的破壊活動の要旨 破壊活動防止法施行規則２条 等（ ）

を通知した上（破防法１２条１項 ，弁明の期日において，請求の原因となる疑い）

のある暴力主義的破壊活動の要旨を告げるとともに これを証明すべき証拠を示し，

（同施行規則５条 ，事実及び証拠につき意見を述べ，並びに有利な証拠を提出す）

る機会を与え（同法１４条，同施行規則５条 ，さらに，弁明の期日の経過につい）

て調書を作成しなければならない 弁明期日調書 同法１７条１項 同施行規則１（ ， ，

１条 。）

公安調査庁長官は 公安審査委員会に提出する処分請求書に 請求の原因たる事， ，

実 規制処分を請求する旨その他法令で定める事項 公安審査委員会審査規則２条， （

１項 を記載し 請求の原因たる事実を証すべき証拠 当該団体が提出したすべて） ， ，

の証拠及び弁明期日調書を添付しなければならず（破防法２０条１項，２項 ，こ）

のうち 請求の原因たる事実を証すべき証拠は 当該団体に意見を述べる機会が与， ，

えられたものでなければならなず（同法２０条３項 ，弁明期日調書は，当該団体）

の出頭した者に意見を述べる機会を与え 意見の有無及び意見があるときはその要，

旨を附記したものでなければならず（同法１７条２項 ，また，請求の原因たる事）

実を証すべき証拠については 証拠と証明すべき事実との関係を明らかにした書面，

を 当該団体が提出した証拠については 証拠とそれによって当該団体が証明すべ， ，

く主張した事実との関係を明らかにした書面を添付しなければならない 公安審査（

委員会審査規則３条 。他方，当該団体は，処分の請求に対する意見書を公安審査）

委員会に提出することができる（同法第２１条第４項 。）

公安審査委員会は 公安調査庁長官が提出した処分請求書 証拠及び弁明期日調， ，

書並びに当該団体が提出した意見書につき審査を行わなければならないが 審査の，

ため必要な取調をすることができる（破防法２２条１項 。そして，その取調をす）

るため 関係人若しくは参考人の任意の出頭を求めて取り調べ 又はこれらの者か， ，

ら意見若しくは報告を徴すること（同条２項１号 ，帳簿書類その他の物件の所有）

者 所持者若しくは保管者に対し 当該物件の任意の提出を求め 又は任意に提出， ， ，

した物件を留めておくこと（同項２号 ，公務所又は公私の団体に対し，必要な報）

告又は資料の提出を求めること 同項４号 等の処分をすることができ その場合（ ） ，

は調書を作成する（公安審査委員会審査規則５条１項 。上記の処分をした場合に）

おいて その結果につき 必要があると認めるときは 公安調査庁及び当該団体に， ， ，

出頭して意見を述べる機会 以下 意見陳述期日 という を与えることができ（ ，「 」 。）

（公安審査委員会審査規則６条 ，その期日の経過についても調書を作成する（意）

見陳述期日調書，公安審査委員会審査規則７条 。）

公安審査委員会は これら審査の結果に基づいて 決定しなければならない 破， ， （



防法２２条５項 。）

（３）団体規制法に基づく規制処分の審査手続

公安調査庁長官は 公安審査委員会に 処分請求書を提出して規制処分を請求す， ，

る（団体規制法１５条 。処分請求書には，請求に係る処分の内容及び根拠となる）

法令の条項 請求の原因となる事実その他法令で定める事項 無差別大量殺人行為， （

を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく規制措置の手続等に関する規則２

条 を記載し 請求の原因となる事実を証すべき証拠書類等を添付しなければなら） ，

なず（同法１５条２項 ，また，請求の原因となる事実を証すべき証拠書類等につ）

いては，証明すべき事実との関係を明らかにした書面を添付しなければならない

（同規則第４条 。）

公安審査委員会は 当該団体に対して 公開の意見聴取を行わなければならない， ，

） ，（団体規制法１６条 。意見聴取手続において，公安審査委員会は，当該団体に

請求に係る処分の内容及び根拠となる法令の条項 請求の原因となる事実などを通，

知した上で（同法１７条 ，意見聴取の期日において，これらを改めて説明し（同）

法１９条２項 ，当該団体は，処分を行うことについて意見を述べ，証拠書類等を）

提出し また公安調査庁に対し質問を発することができるが 同法２０条１項 ２， （ ，

項 ，意見聴取の期日への出頭に代えて，陳述書及び証拠書類等を提出することも）

できる（同法２０条３項 。なお，当該団体が提出する証拠書類等については，証）

明すべき事実との関係を明らかにした書面を添付しなければならない 同規則１３（

条 。公安審査委員会は，意見聴取の終結後，意見聴取の経過などを記載した意見）

聴取期日調書を作成しなければならない（同規則１６条 。）

公安審査委員会は 処分請求書及び証拠書類等並びに当該団体の意見及び当該団，

体が提出した証拠書類等につき審査を遂げた上 決定をしなければならない 団体， （

規制法２２条１項 。）

３ 本件対象文書の不開示理由の概要

本件対象文書は 公安審査委員会が 破防法上及び団体規制法上の規制処分の請求， ，

を審査した上で決定に至るまでに 作成しあるいは取得した文書であり その内容は， ，

多岐にわたるが，不開示理由の概要は，以下のとおりである。

（１）法５条２号イ該当性

本件において 公安審査委員会は 本件団体構成員の暴力主義的破壊活動や無差， ，

別大量殺人行為への関与の程度 本件団体の暴力主義的破壊活動や無差別大量殺人，

行為に向けられた活動の有無などを審査するために 本件団体構成員の特定及びそ，

の活動状況 活動の拠点となる場所の特定とその範囲 本件団体主催の会合や行事， ，

の実施状況等 本件団体の活動内容全般について 公安調査庁及び本件団体から意， ，

見を聴取するとともに証拠書類等の提出を受けた。

したがって 本件対象文書には 本件団体の活動拠点とその活動状況及び本件団， ，



体構成員の生活状況等が記載されているところ 本件団体は過去に一連の犯罪行為，

を組織的に行い これらの事件の一部については本件団体代表者をはじめとする構，

成員複数を被告人とする刑事裁判が進行中で 本件団体及び構成員の動向が報道さ，

れる機会がいまだ少なくないなど 一般国民が本件団体に対して恐怖感・不安感を，

抱いている状況にあるから 本件対象文書を開示して被請求団体の活動拠点とその，

活動状況及び被請求団体構成員の生活状況等が公になれば その周辺住民が被請求，

団体をその地域から排除しあるいは被請求団体構成員が転入するのを阻止すべく反

対運動を展開し地方自治体に働きかけるなどして 被請求団体の自由な活動等が困，

難となるおそれがあるので，本件団体に関する情報であって，公にすることにより，

本件団体の正当な利益を害するおそれがあり，法５条２号イに該当する。

（２）法５条４号該当性

本件において 公安審査委員会の委員長 各委員及び委員補佐 公安審査委員会， ， （

設置法１２条により 弁護士その他法律事務に学識経験を有する者のうちから委員，

長が任命し 委員長の命を受けて委員会の審査及び決定に関する必要な事務をつか，

さどるものとされている ）は，公安調査庁及び本件団体から聴取した意見及び提。

出を受けた証拠について 本件団体及び構成員が将来さらに暴力主義的破壊活動を，

行うおそれがあるか否かあるいは無差別大量殺人行為に及ぶ危険性があるか否かな

どの観点から 様々の検討を加え 意見を交換し その結果 一定の結論を導いて， ， ， ，

決定に至った。

したがって 本件対象文書には 委員長 各委員及び委員補佐による本件団体に， ， ，

不利益な発言の内容が記載されているところ 本件団体は 過去に 同団体に不利， ， ，

な裁判をするおそれのある裁判官及び反対運動を展開する住民などを含む不特定か

つ多数の者を殺害しようと企て 多数人を殺害した事件などを引き起こし その後， ，

も 代表者を絶対者とし同人の指示であれば殺人も正当化されるという教義を保持，

して活動を続けているから 本件対象文書を開示して委員等のうちに本件団体に不，

利益な発言をした者がいることが公になれば これを聞知した本件団体構成員及び，

その関係者が委員等の生命・身体・財産等に対して危害を加える危険性があるもの

で 公にすることにより 犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼ， ，

すおそれがあると認めることにつき相当の理由があり，法５条４号に該当する。

（３）法５条５号該当性

公安審査委員会の審査手続は 団体規制法上の意見聴取期日を公開で行う場合を，

除き 原則として非公開で行われており 委員等を含む関係当事者は いずれも手， ， ，

続が非公開であることを前提として，それぞれ審査手続に関与した。

したがって 本件対象文書には 委員等による本件団体に不利益な発言の内容が， ，

記載されているところ 本件団体は 前記のとおり 過去に本件団体に不利な裁判， ， ，

をするおそれのある裁判官の殺害を企て その後も殺人を正当化する教義を保持し，



て活動を続けているから 本件対象文書を開示して委員等のうちに被請求団体に不，

利益な発言をした者がいることが公になれば 今後の公安審査委員会の審査にあた，

り 委員等において 本件団体及び今後規制処分の対象となる団体に不利益な発言， ，

をすれば当該団体からその生命・身体・財産等に危害を加えられる危険性を認識し

ながら審査を行わざるを得なくなるもので 公にすることにより率直な意見の交換，

及び意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあり，法５条５号に該当する。

（４）法５条６号該当性

公安審査委員会の審査手続は 団体規制法上の意見聴取期日を公開で行う場合を，

除き 原則として非公開で行われており 委員等を含む関係当事者は いずれも手， ， ，

続が非公開であることを前提として，それぞれ審査手続に関与した。

したがって 本件対象文書には 例えば 本件団体の情報を任意に提供する協力， ， ，

者の存在などの公安調査庁の調査の手法を窺わせるもの あるいは本件団体の活動，

拠点 資金関係及び同団体構成員の生活状況など いまだ国民一般に知られておら， ，

ず また関係当事者において国民一般に知られることを望まない事項が含まれてい，

るところ 本件対象文書を開示してこれらが公になれば 今後の公安審査員会の審， ，

査にあたり，公安調査庁及び被請求団体において，公になることを避けるために，

証拠提出を差し控えざるをえなくなり その結果 公安審査委員会が十分に審査を， ，

尽くして厳正かつ的確な判断に至ることができなくなるおそれがあるもので 公に，

することにより 事務の性質上 公安審査委員会の審査事務の適正な遂行に支障を， ，

及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

４ 破防法関係文書についての個別検討

（１）審査会議録（全部不開示）

審査会議は 公安審査委員会が公安調査庁長官の規制処分請求の当否を審査する，

会議で 委員長 各委員及び委員補佐が出席し 決定に至るために必要なあらゆる， ， ，

事項について議論を尽くす場であり 裁判所の合議に相当するものである 審査会， 。

議録は 公安審査委員会が 会議を開いたときに作成し 会議の日時 出席者の氏， ， ， ，

名，会議において取り調べた項目及び評議に付した項目等を記録するものである

（公安審査委員会審査規則８条，公安審査委員会審査会議規程１３条 。本件審査）

会議録は 同規則で定める内容を基本として 規制処分を行うべきか否かを判断す， ，

るために事案の個々の争点について委員等が見解を表明し意見を交換した内容 検，

討課題の設定とその解決のための手法についての議論 決定の原案の作成から最終，

稿を確定させるまでの討議討論 意見聴取期日の手続の進行方法についての検討な，

どの審査会議の内容が詳細かつ具体的に記載されている。

本件審査会議録を開示すれば 上記３ ２ のとおり 委員等のうちに本件団体， （ ） ，

に不利益な発言をした者がいることを聞知した本件団体構成員及びその関係者が委

員等の生命・身体・財産等に対して危害を加える危険性があるもので 公にするこ，



とにより 犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある，

と認めることにつき相当の理由があり，法５条４号に該当する。

また 本件審査会議録を開示すれば 上記３ ３ のとおり 今後の公安審査委， ， （ ） ，

員会の審査にあたり 委員等において 被請求団体に不利益な発言をすれば当該団， ，

体からその生命・身体・財産等に危害を加えられる危険性を認識しながら審査を行

わざるをえなくなるもので 公にすることにより率直な意見の交換及び意思決定の，

中立性が不当に損なわれるおそれがあり，法５条５号に該当する。

さらに 公安審査委員会は 公安調査庁から分離独立した判断のみを担う機関と， ，

して設置されており その事務の性質上 審査及び決定の適正の確保は最も重要で， ，

ある。そのために，①委員の職権行使の独立（公安審査委員会設置法３条 ，委員）

の任命・罷免についての厳格な手続や罷免事由の制限による身分保障（同法５条，

７条ないし９条 ，を定める一方，②審査の方法は，委員が制約なく自由に合議を）

重ねて検討を尽くすことにより適切な結論を得るべく 被請求団体の権利保障のた，

めの手続等ごく一部を除いて同委員会の判断にゆだねることとしたが 他方で ③， ，

審査の内容は，決定に理由を付すことにより（破防法２３条，団体規制法２３条 ，）

その範囲内で結論を導く理由や経緯を明らかにして 決定に対する被請求団体及び，

国民の理解と信頼を確保しようとするものである したがって 審査の内容は 決。 ， ，

定書に記載された理由の限度を越えるものについては 公にすることにより その， ，

事務の性質上 適正な審査及び決定を行うという同委員会の事務の適正な遂行に支，

障を来すおそれがあり，法５条６号に該当する。

合議の回数 開催日 出席者氏名等であっても これらの情報を公にすれば 決， ， ， ，

定の内容がこれに付された理由以外の事情によって評価され 決定の信頼性を不当，

に損なうおそれがある上 開催期日が明らかになれば 既に開示した同委員会の調， ，

書や当事者の意見等と照らし合わせることにより 審査の争点や審議の状況が推測，

できることになり 今後の審査に当たり当事者が処分を免れるための対策を講ずる，

ことが容易になり 同委員会の事務の適正な遂行に支障を来すおそれがあり 法５， ，

条６号に該当する。

なお 申立人は 法６条 部分開示 を適用せず全部不開示としたことは裁量権， ， （ ）

の逸脱濫用である旨主張する。

しかし 審査会議録は 規制処分の請求について公安審査委員会の委員等が討議， ，

検討を行った審査会議の記録で 会議における一連の議論の流れが記載されている，

ものであるから 全体として法５条４号及び５号に該当するもので 開示すべき部， ，

分はない。したがって，法６条を適用しなかったことに裁量権の逸脱濫用はなく，

異議申立人の主張は理由がない。

（２）文書１－１（委任状）

文書１－１は 本件団体代表者が審査手続の代理人を定めるものであり 破防法， （



１３条 ，委任者の指印及び受任者の住所，電話番号部分を部分不開示としたもの）

である。

不開示部分は 個人に関する情報であって 特定の個人を識別することができる， ，

ものであるから，法５条１号に該当する。

仮に 申立人の主張するように 事業を営む個人の当該事業に関する情報である， ，

としても 被請求団体の代理人等の連絡先が明らかになれば その業務の遂行に悪， ，

影響を与える可能性があり 公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれ，

があるもので，法５条２号イに該当する。

（３）文書１－２（意見陳述期日開催決定書 ，１－３（意見陳述期日開催変更等決定）

書 ，１－４（意見陳述期日通知書））

公安審査委員会は 破防法２２条２項各号に掲げる処分をすることができ その， ，

場合において その結果につき 公安調査庁及び当該団体に対して 出頭して意見， ， ，

を述べる機会を与えることができるとされている 公安審査委員会審査規則６条１（

項 。文書１－２及び１－３は，公安審査委員会が上記の意見を述べる機会を与え）

るため 意見陳述期日開催を決定し あるいはその決定の内容を変更した文書であ， ，

り 文書１－４は 意見を述べる機会を与える旨を公安調査庁及び本件団体に通知， ，

した文書であり，それぞれ別紙部分を部分不開示としたものである。

別紙部分には 処分の結果として 処分の対象となった文書の題名 作成日及び， ， ，

作成者名等を明らかにした表あるいは処分の対象となった物件の品名 数量及び提，

出者名等を明らかにした表などが記載されている。

本件別紙部分を開示すれば 前記３ ４ のとおり 今後の公安審査委員会の審， （ ） ，

査にあたり 公安調査庁及び被請求団体において 調査の手法や被請求団体の活動， ，

状況などで一般に知られることを望まない事項が公になることを避けるために 証，

拠提出を差し控えざるをえなくなり その結果 公安審査委員会が十分に審査を尽， ，

くして厳正かつ的確な判断に至ることができなくなるおそれがあるもので 公にす，

ることにより 事務の性質上 事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり 法， ， ，

５条６号に該当する。

また 意見陳述期日開催決定書及び意見陳述期日通知書の別紙部分は いずれも， ，

処分の対象となった文書を作成した本件団体構成員や公安調査官の氏名等が記載さ

れており 個人に関する情報であって 特定の個人を識別することができるもので， ，

あるから，法５条１号に該当する。

なお，異議申立人は，本件文書は本件団体のホームページで公開されているので，

「慣行として公にされている情報 （法５条１号ただし書イ）であって同号の適用」

が除外されること また 現に本件団体のホームページで公開されているにもかか， ，

わらず その後の団体規制法の適用にあたり支障を来したことの立証がされておら，

ず，法５条６号に該当しないことなどを主張する。



しかしながら 異議申立人が本件団体のホームページ上で公開されているとして，

異議申立書に添付した書面は，意見陳述期日通知書数通のうちの１通のみである。

また ホームページ上での公開は 単に被請求団体が同団体の判断に基づき公開し， ，

たにとどまり 慣行として公にされたものではないから 法５条１号の適用が除外， ，

されることはない さらに 公にすることにより事務の適正な遂行に支障を及ぼす。 ，

おそれがあることは上記のとおりであり 実際に支障を来したことの立証までを必，

要とするものではないから ホームページ上での公開は法５条６号の該当性の有無，

に消長をきたさない。

したがって，異議申立人の主張は失当である。

（４）文書１－５（意見陳述期日調書）

公安審査委員会は 意見陳述の期日の経過について 調書を作成するものとされ， ，

ており（公安審査委員会審査規則７条１項 ，同調書は，当該団体の名称，出頭し）

た者を特定する事項のほか 期日の経過の要領等を記載するものとされている 同， （

条２項各号 。文書１－５は，同規則７条２項各号で定める事項が記載されており，）

また 公安調査庁及び本件団体が提出した意見の内容を記載した書面が添付されて，

いる このうち 公安調査庁作成に係る書面は同庁に移送し その余の部分につい。 ， ，

て 別紙部分及び被請求団体の役職員の住所 事務所所在地部分を部分不開示とし， ，

たものである。

上記別紙部分は 期日の概要として手続の経緯を記載した部分 期日における発， ，

言者の発言内容の速記録 期日及びその前後に提出された意見書の添付部分などで，

構成されており 速記録には公安調査庁職員並びに本件団体構成員及び同代理人の，

発言内容が 意見書には処分請求に対する本件団体の反論が いずれも団体の活動， ，

内容についての具体的事実及びそれに対する評価意見とともに 詳細かつ具体的に，

記載されている。

上記別紙部分を開示すれば 上記３ １ のとおり 本件団体の活動拠点とその， （ ） ，

活動状況及び構成員の生活状況等が公になり その周辺住民が本件団体をその地域，

から排除しあるいは本件団体構成員が転入するのを阻止すべく反対運動を展開し地

方自治体に働きかけるなどして 本件団体の自由な活動等が困難となるおそれがあ，

るもので 本件団体に関する情報であって 公にすることにより本件団体の正当な， ，

利益を害するおそれがあり，法５条２号イに該当する。

また 上記別紙部分を開示すれば 上記３ ２ のとおり 委員等のうちに本件， ， （ ） ，

団体に不利益な発言をした者がいることを聞知した本件団体構成員及びその関係者

が委員等の生命・身体・財産等に対して危害を加える危険性があるもので 公にす，

ることにより 犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれが，

あると認めることにつき相当の理由があり，法５条４号に該当する。

さらに 上記別紙部分を開示すれば 上記３ ４ のとおり 今後の公安審査委， ， （ ） ，



員会の審査にあたり 公安調査庁及び被請求団体において 調査の手法や被請求団， ，

体の活動状況などで一般に知られることを望まない事項が公になることを避けるた

めに 証拠提出を差し控えざるをえなくなり その結果 公安審査委員会が十分に， ， ，

審査を尽くして厳正かつ的確な判断に至ることができなくなるおそれがあるもので，

公にすることにより 事務の性質上 事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ， ，

り，法５条６号に該当する。

また，本件団体の役職員の住所，事務所所在地は，個人に関する情報であって，

特定の個人を識別することができるものであるから，法５条１号に該当する。

なお 申立人は 文書１－５は書籍で公開されているので 法５条１号ただし書， ， ，

イの慣行として公にされている情報であって同号の適用が除外されること，また，

現に団体の意思または承認のもとで公開されているから 同条２号イには該当しな，

いこと さらに 現に公開されているにもかかわらず そのことによって公共の安， ， ，

全と秩序の維持に支障を来したことが立証されておらず また その後の団体規制， ，

法の適用にあたり支障を来したことが立証がされていないから 同条４号及び６号，

に該当しないことなどを主張する。

しかしながら 異議申立人が書籍で公開されているとした書面は 文書１－５の， ，

うちのごく一部のみである また 書籍での公開は 単に書籍の執筆者である本件。 ， ，

団体関係者がその判断に基づき公開したにとどまり 慣行として公にされたもので，

はないから 法５条１号の適用が除外されることはない さらに 公にすることに， 。 ，

より公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当

の理由があること及び事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることは前記の

とおりであり，実際に支障を来したことの立証までを必要とするものではないから，

書籍での公開は同条４号及び６号の該当性の有無に消長をきたさない なお 書籍。 ，

で公開された部分については 同条２号イに該当せず その限りで異議申立人の主， ，

張は理由があるが，その余の異議申立人の主張は失当である。

（５）文書１－６（意見陳述期日の出席者についての通知 ，１－１９（申入書４通 ，） ）

１－２０（公安審査委員会審査規則６条の期日についての意見）

上記各文書は，いずれも公安審査員会が本件団体から提出を受けた文書であり，

その内容は 審査手続の進行の方法について本件団体の意見を表明し 申入れをな， ，

し あるいは質問するものであり 代理人連絡先住所及び電話番号部分を部分不開， ，

示としたものである。

不開示部分は 個人に関する情報であって 特定の個人を識別することができる， ，

ものであるから，法５条１号に該当する。

仮に，事業を営む個人の当該事業に関する情報であるとしても，上記のとおり，

公にすることにより個人の正当な利益を害するおそれがあるもので 法５条２号イ，

に該当する。



（６）文書１－７ないし１－１８（報告書入手調書，資料入手調書）

公安審査委員会は 破防法２２条２項各号に掲げる処分をすることができ その， ，

場合においては 調書を作成するものとされており 公安審査委員会審査規則５条， （

１項 ，同調書には，被請求団体の名称のほか，処分の要領を記載しなければなら）

ないとされている（同規則５条２項 。報告書入手調書には，同委員会が同法２２）

条２項１号により報告書等を入手した経緯が記載され，報告書等が添付されており，

資料入手調書には 同委員会が同項４号により資料等を入手した経緯について記載，

され 資料等が添付されており 留置調書は 同委員会が同２項２号により物件を， ， ，

留置した経緯と物件の目録が記載されているもので これらの調書には１ないし５，

９までの通し番号がつけられている。

， ， 「 」公安審査員会は 各調書のうちの一部について 決定書第５ 当委員会の認定

の７ 証拠 において調書番号を掲げ 別表の調書標目一覧表において 調書番号「 」 ， ，

に加えて作成調書名と調書の内容を明らかにしており これらは官報にも登載され，

ている 各調書のうち 文書１－７ないし１－１８の各調書は 決定書及び官報に。 ， ，

その証拠の標目等が登載されたものであり 文書２－７の各調書は これらに登載， ，

されなかったものである。なお，文書１－１４の調書２８ないし４８の別添部分は，

公安調査庁作成に係る書面であるから同庁に移送した。

文書１－７ないし１－１８の各調書の証拠の標目等を決定書及び官報に登載した

のは，破防法が，決定に理由を付すことを要求し（同法２３条 ，もって適正手続）

を担保するとともに国民の信頼を確保しようとする趣旨に沿うものである したが。

って 文書１－７ないし１－１８の各調書については 個別に不開示の理由を指摘， ，

し，文書２－７の各調書については，一括して不開示の理由を後記する。

文書１－７ないし１－１８の各調書の別添部分ないし報告書部分は 詳細は以下，

に個別に記載したとおりであるが いずれも 本件団体の活動状況及びその構成員， ，

の生活状況等に関する内容である。

文書１－７ないし１－１８の各調書の別添部分ないし報告書部分を開示すれば，

上記３ ４ のとおり 今後の公安審査委員会の審査にあたり 一般に知られるこ（ ） ， ，

とを望まない事項が公になることを避けるために 同委員会の証拠調べ及び被請求，

団体の証拠提出を抑制せざるを得なくなり その結果 同委員会が十分に審査を尽， ，

くして厳正かつ的確な判断に至ることができなくなるおそれがあるもので 公にす，

ることにより 事務の性質上 事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり 法， ， ，

５条６号に該当する。

その他の法５条各号該当の理由は，以下のとおりである。

ア 文書１－７（報告書入手調書，調書１）

文書１－７は 公安審査委員会が破産管財人から破産手続の状況等に関する回，

答 報告書 を入手した経緯及びその内容を明らかにした調書である 不開示と（ ） 。



した報告書部分は 本件団体の資産や負債等の具体的内容やその構成員の生活状，

況等が記載された「照会に対する回答」と題する書面である。

不開示部分のうち 特定の個人を識別することができるものについては その， ，

個人に関する情報は，法５条１号に該当する。

また 不開示部分を開示すれば 上記３ １ のとおり 本件団体の自由な活， ， （ ） ，

動等が困難となるおそれがあるので 本件団体に関する情報であって 公にする， ，

ことにより本件団体の正当な利益を害するおそれがあり 法５条２号イに該当す，

る。

調書本体部分（別添部分ないし報告書部分を除くもの，以下，同じ ）で不開。

示とした参考人事務所所在地部分は 個人に関する情報であり 特定の個人を識， ，

別することができるものであるから，法５条１号に該当する。

仮に 事業を営む個人の当該事業に関する情報であるとしても 公にすること， ，

により個人の正当な利益を害するおそれがあるもので，法５条２号イに該当する。

イ 文書１－８（報告書入手調書，調書２）

文書１－８は 公安審査委員会が本件団体構成員である特定個人から陳述書を，

入手した経緯及びその内容を明らかにした調書である。不開示とした別添部分は，

本件団体関連施設の状況が具体的に記載された陳述書である。

不開示部分のうち 特定の個人を識別することができるものについては その， ，

個人に関する情報は，法５条１号に該当する。

また 不開示部分を開示すれば 上記３ １ のとおり 本件団体の自由な活， ， （ ） ，

動等が困難となるおそれがあるので 本件団体に関する情報であって 公にする， ，

ことにより本件団体の正当な利益を害するおそれがあり 法５条２号イに該当す，

る。

調書本体部分で不開示とした関係人生年月日及び住所部分は 個人に関する情，

報であり 特定の個人を識別することができるものであるから 法５条１号に該， ，

当する。

ウ 文書１－９（資料入手調書，調書２１）

文書１－９は 公安審査委員会が内閣内政審議室長から資料を入手した経緯及，

びその内容を明らかにした調書である 不開示とした別添部分は 関係省庁連絡。 ，

会議等に関する資料で，本件団体に関する措置や対策等が記載されている。

不開示部分を開示すれば 上記３ １ のとおり 本件団体の自由な活動等が， （ ） ，

困難となるおそれがあるので 本件団体に関する情報であって 公にすることに， ，

より本件団体の正当な利益を害するおそれがあり，法５条２号イに該当する。

エ 文書１－１０（資料入手調書，調書２２及び２４）

文書１－１０のうち調書２２は 公安審査委員会が法務省刑事局から資料を入，

手した経緯及びその内容を明らかにした調書であり，不開示とした別添部分は，



本件団体構成員等による刑事事件の現状が 氏名及び起訴罪名等を特定して記載，

された資料であり 調書２４は 同委員会が東京拘置所から資料を入手した経緯， ，

及びその内容を明らかにした調書で 不開示とした別添部分は 被拘置者に対す， ，

る接見及び文書の授受状況等に関する具体的経過等が記載された資料であり い，

ずれも 個人に関する情報であって特定の個人を識別することのできるものであ，

るから，法５条１号に該当する。

オ 文書１－１１（資料入手調書，調書２３）

文書１－１１は 公安審査委員会が警察庁から資料を入手した経緯及びその内，

容を明らかにした調書であり 不開示とした別添白書部分は 平成８年度警察白， ，

書であって 公刊されているものであるから 法２条２項１号により 法は適用， ， ，

されない。

仮に 異議申立人の主張するように 開示請求の対象が個別特定の文書であっ， ，

て法の適用があるとしても，上記のとおり，法５条６号に該当するものである。

カ 文書１－１２（報告書入手調書，調書２５）

文書１－１２は 公安審査委員会が本件団体構成員たる特定個人から回答書を，

入手した経緯及びその内容を明らかにした調書であり，不開示とした別添部分は，

本件団体の施設からの退去状況 破産管財人との交渉状況 親子面談会の開催状， ，

況等が記載された回答書である。

不開示部分のうち 特定の個人を識別することができるものについては その， ，

個人に関する情報は，法５条１号に該当する。

また 不開示部分を開示すれば 前記３ １ のとおり 被請求団体の自由な， ， （ ） ，

活動等が困難となるおそれがあるので 被請求団体に関する情報であって 公に， ，

することにより被請求団体の正当な利益を害するおそれがあり 法５条２号イに，

該当する。

調書本体部分で不開示とした構成員の住所部分は，個人に関する情報であり，

特定の個人を識別することができるものであるから，法５条１号に該当する。

なお 異議申立人は 文書１－１２は本件団体のホームページで公開されてい， ，

るので 法５条１号ただし書イの慣行として公にされている情報であって同号の，

適用が除外されること また 現に団体の意思または承認のもとで公開されてい， ，

るから 同条２号イには該当しないこと さらに 現に公開されているにもかか， ， ，

わらず そのことによって公共の安全と秩序の維持に支障を来したことが立証さ，

れておらず また その後の団体規制法の適用にあたり支障を来したことが立証， ，

がされていないから，同条４号及び６号に該当しないことなどを主張する。

しかしながら ホームページでの公開は 単に本件団体がその判断に基づき公， ，

開したにとどまり 慣行として公にされたものではないから 法５条１号の適用， ，

が除外されることはない さらに 公にすることにより公共の安全と秩序の維持。 ，



に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理由があること及び事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることは前記のとおりであり 実際に支，

障を来したことの立証までを必要とするものではないから 同条４号及び６号の，

該当性の有無に消長をきたすものではない。

なお，ホームページで公開された部分については，法５条２号イには該当せず，

その限りで異議申立人の主張には理由があるが その余の異議申立人の主張は失，

当である。

キ 文書１－１３（報告書入手調書，調書２６，２７）

文書１－１３のうち 調書２６は 公安審査委員会が本件団体構成員たる特定， ，

個人から回答書を入手した経緯及びその内容を明らかにした調書であり 捜索差，

押えが行われた本件団体の施設や構成員の生活拠点について その場所 被疑事， ，

実及び被疑者名等が記載された回答書で 調書２７は 公安審査委員会が 本件， ， ，

団体構成員たる特定個人から回答書を入手した経緯及びその内容を明らかにした

調書であり 団体構成員の現状 組織体制・活動拠点・資金等の現状 団体の活， ， ，

動状況等について記載された回答書である。

不開示部分のうち 特定の個人を識別することができるものについては その， ，

個人に関する情報は，法５条１号に該当する。

また 本件不開示部分を開示すれば 上記３ １ のとおり 本件団体の自由， ， （ ） ，

な活動等が困難となるおそれがあるので 被請求団体に関する情報であって 公， ，

にすることにより被請求団体の正当な利益を害するおそれがあり 法５条２号イ，

に該当する。

さらに，調書２６の不開示部分は，本件団体の関連施設等に対する捜索の日

時・場所・被疑事実と被疑者名・押収品等の詳細な記載があり 犯罪の捜査その，

他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相

当の理由があるので，法５条４号に該当する。

なお 調書２６の回答書に添付された押収品目録交付書の写しは 刑事訴訟法， ，

５３条の２の訴訟に関する書類であり，法は適用されない。

調書本体部分で不開示とした本件団体構成員の住所部分は 個人に関する情報，

であり 特定の個人を識別することができるものであるから 法５条１号に該当， ，

する。

なお 異議申立人は 文書１－１３は本件団体のホームページで公開されてい， ，

るので 法５条１号ただし書イの慣行として公にされている情報であって同号の，

適用が除外されること また 現に団体の意思または承認のもとで公開されてい， ，

るから 同条２号イには該当しないこと さらに 現に公開されているにもかか， ， ，

わらず そのことによって公共の安全と秩序の維持に支障を来したことが立証さ，

れておらず また その後の団体規制法の適用にあたり支障を来したことが立証， ，



がされていないから，同条４号及び６号に該当しないことなどを主張する。

しかしながら ホームページでの公開は 単に本件団体がその判断に基づき公， ，

開したにとどまり 慣行として公にされたものではないから 法５条１号の適用， ，

が除外されることはない さらに 公にすることにより公共の安全と秩序の維持。 ，

に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理由があること及び事務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることは上記のとおりであり 実際に支，

障を来したことの立証までを必要とするものではないから 同条４号及び６号の，

該当性の有無に消長をきたすものではない。

なお，ホームページで公開された部分については，法５条２号イには該当せず，

その限りで異議申立人の主張には理由があるが その余の申立人の主張は失当で，

ある。

ク 文書１－１４ 報告書入手調書 調書２８ないし３３ ３６ ３７ ３９ない（ ， ， ， ，

し４３，４５ないし４８）

文書１－１４のうち 各調書の別添部分は 公安調査庁作成に係る文書である， ，

から，同庁に移送した。

調書本体部分の公安調査官の氏名部分は 個人に関する情報であり 特定の個， ，

人を識別することができるものであるから，法５条１号に該当する。

なお 異議申立人は 破防法３４条で 公安調査官は 職務を行うにあたって， ， ， ，

関係人から求められたときには身分を示す証票を呈示しなければならないものと

されているから，公安調査官の氏名等については，その職務上の事項に関しては，

プライバシーの保護は及ばず 法令の規定により公にされ 又は公にすることが， ，

予定されている情報であって，法５条１号の適用除外である旨主張する。

しかしながら，破防法３４条は，公安調査官が調査等の職務を行うに当たって，

関係人から求められたときには，その関係人に対して，身分を示す証票により

（破壊活動防止法施行規則第１６条 ，その職名，氏名，所属官署，官職等を明）

らかにし もって 職務の適正な執行と関係人の権利保護を図るものであり 公， ， ，

安調査官の氏名等を一般に公表することを予定したものではないから 法令の規，

定により公にされ，又は公にすることが予定されている情報には該当しない。

ケ 文書１－１５（報告書入手調書）のうち調書５０，５２

文書１－１５のうち上記各調書は いずれも公安審査委員会が本件団体から報，

告書を入手した経緯及びその内容を明らかにした調書であり 調書５０の不開示，

とした報告書部分は 破産債権の届出及び取下げの経緯が記載されており 各債， ，

権者の取下書が添付されており 調書５２の不開示とした報告書部分は 本件団， ，

体が実施した親子面談会について 本件団体構成員の氏名を特定した上で 親子， ，

面談についての対応状況が個別に記載されたものである。

不開示部分のうち 特定の個人を識別することができるものについては その， ，



個人に関する情報は，法５条１号に該当する。

また 不開示部分を開示すれば 上記３ １ のとおり 本件団体の自由な活， ， （ ） ，

動等が困難となるおそれがあるので 本件団体に関する情報であって 公にする， ，

ことにより本件団体の正当な利益を害するおそれがあり 法５条２号イに該当す，

る。

コ 文書１－１６（報告書入手調書，調書５１）

文書１－１６は 公安審査委員会が本件団体から報告書を入手した経緯及びそ，

の内容を明らかにした調書であり 不開示とした別添部分は 本件団体の施設の， ，

明渡・使用状況について 施設の所在地や使用状況 当事者の氏名を特定した民， ，

事訴訟の結果等が記載された報告書である。

不開示部分を開示すれば 上記３ １ のとおり 本件団体の自由な活動等が， （ ） ，

困難となるおそれがあるので 本件団体に関する情報であって 公にすることに， ，

より本件団体の正当な利益を害するおそれがあり，法５条２号イに該当する。

サ 文書１－１７（報告書入手調書，調書５３）

文書１－１７は 公安審査委員会が本件団体から報告書を入手した経緯及びそ，

の内容を明らかにした調書であり 不開示とした別添部分は 本件団体施設や構， ，

成員宅の捜索差押えの執行状況に関して 捜索場所 被疑事実及び被疑者名等の， ，

情報が記載された報告書である。

不開示部分のうち 特定の個人を識別することができるものについては その， ，

個人に関する情報は，法５条１号に該当する。

不開示部分を開示すれば 上記３ １ のとおり 本件団体の自由な活動等が， （ ） ，

困難となるおそれがあるので 本件団体に関する情報であって 公にすることに， ，

より本件団体の正当な利益を害するおそれがあり，法５条２号イに該当する。

また 不開示部分は 本件団体の関連施設等に対する捜索の日時・場所・被疑， ，

事実と被疑者名・押収品等の詳細な記載があり 犯罪の捜査その他の公共の安全，

と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理由がある

ので，法５条４号に該当する。

なお 上記報告書に添付された押収品目録交付書の写しは 刑事訴訟法５３条， ，

の２の訴訟に関する書類であり，法は適用されない。

ところで 異議申立人は 刑事訴訟法５３条の２の規定は 検察庁を開示請求， ， ，

先とする場合にのみ適用されるものであって 検察庁以外の行政機関が訴訟に関，

する書類と同一内容の情報が記載された行政文書を保有する場合において 当該，

行政機関を開示請求先とする場合には，法の適用を受ける旨主張する。

しかし 刑事訴訟法５３条の２は その規定上 訴訟に関する書類を検察庁に， ， ，

おいて保管しているものに限定していないところ 刑事訴訟法は 裁判の適正の， ，

確保及び訴訟関係人の権利保護等の観点から 公判開廷前は原則として訴訟に関，



する書類を公開することを禁止し（刑事訴訟法４７条 ，他方で，被告事件終結）

後は一定の場合を除き何人も訴訟記録を閲覧できることとして 刑事訴訟法５３（

条及び刑事確定訴訟記録法 ，開示・不開示の要件及び手続等を完結的に定めて）

おり 刑事訴訟法５３条の２は 訴訟に関する書類の情報公開を刑事司法手続の， ，

独自の制度に委ねるべきものとして法の適用を除外したのであるから 訴訟に関，

する書類を検察庁において保管する場合に限定すれば明らかにその趣旨を没却す

ることになる。

したがって，異議申立人の主張は失当である。

シ 文書１－１５（報告書入手調書）のうち，調書５４

文書１－１５のうち上記調書は 公安審査員会が本件団体から報告書を入手し，

た経緯及びその内容を明らかにした調書であり 不開示とした別添部分は 調書， ，

５０ 文書１－１５ 及び調書５３ 文書１－１７ について 個人名 捜索場（ ） （ ） ， ，

所，押収品などの訂正を申し立てる内容の報告書である。

したがって 不開示部分のうち 特定の個人を識別することができるものにつ， ，

いては その個人に関する情報は 法５条１号に該当し 本件不開示部分を開示， ， ，

すれば 上記３ １ のとおり 本件団体の自由な活動等が困難となるおそれが， （ ） ，

あるので 本件団体に関する情報であって 公にすることにより本件団体の正当， ，

な利益を害するおそれがあり，法５条２号イに該当する。

ス 文書１－１８（報告書入手調書，調書５９）

文書１－１８は 公安審査委員会が警察庁から資料を入手した経緯及びその内，

容を明らかにした調書であり 不開示とした別添部分は 本件団体関連の刑事事， ，

件の捜査状況に関する報告書である。

不開示部分のうち 特定の個人を識別することができるものについては その， ，

個人に関する情報は，法５条１号に該当する。

また 不開示部分は 氏名を特定してその逮捕状況等を記載し また危険物の， ， ，

捜索差押え状況等について記載してあり 犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序，

の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理由があるので，

法５条４号に該当する。

（７）文書２ー１（小委員会結果報告）

小委員会は 一部の委員及び３人の委員補佐により構成され 審査の会議に先立， ，

ち 検討すべき問題点の洗い出しや整理を行うもので 小委員会で討議検討される， ，

内容は 審査会議と同様であることから 文書２－１には 事案の個々の争点につ， ， ，

いての協議のみならず，検討課題の設定とその解決のための手法についての議論，

決定の原案の作成から最終稿を確定させるまでの討議討論 意見聴取期日の手続の，

進行方法についての検討などが記載され さらに 争点について証拠の内容を具体， ，

的に引用して精査した表なども添付されている。



文書２－１のうち 特定の個人を識別することができるものについては その個， ，

人に関する情報は，法５条１号に該当する。

文書２－１を開示すれば 上記３ １ のとおり 本件団体の活動拠点とその活， （ ） ，

動状況及び構成員の生活状況等が公になり その周辺住民が本件団体をその地域か，

ら排除しあるいは本件団体構成員が転入するのを阻止すべく反対運動を展開し地方

自治体に働きかけるなどして 本件団体の自由な活動等が困難となるおそれがある，

もので 本件団体に関する情報であって 公にすることにより本件団体の正当な利， ，

益を害するおそれがあり，法５条２号イに該当する。

また 文書２－１を開示すれば 上記３ ２ のとおり 委員等のうちに本件団， ， （ ） ，

体に不利益な発言をした者がいることを聞知した本件団体構成員及びその関係者が

委員等の生命・身体・財産等に対して危害を加える危険性があるもので 公にする，

ことにより 犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあ，

ると認めることにつき相当の理由があり，法５条４号に該当する。

また 文書２－１を開示すれば 上記３ ３ のとおり 今後の公安審査委員会， ， （ ） ，

の審査にあたり 委員等において 本件団体等に不利益な発言をすれば本件団体等， ，

からその生命・身体・財産等に危害を加えられる危険を認識しながら審査を行わざ

るを得なくなるもので 公にすることにより率直な意見の交換及び意思決定の中立，

性が不当に損なわれるおそれがあり，法５条５号に該当する。

さらに 文書２－１を開示すれば 上記３ ４ のとおり 今後の公安審査委員， ， （ ） ，

会の審査にあたり 公安調査庁及び被請求団体において 一般に知られることを望， ，

まない事項が公になることを避けるために，証拠提出を差し控えざるをえなくなり，

その結果 公安審査委員会が十分に審査を尽くして厳正かつ的確な判断に至ること，

ができなくなるおそれがあるもので 公にすることにより 事務の性質上 事務の， ， ，

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

（８）文書２－２（意見書）

文書２－２は 公安審査委員会が本件団体から破防法２１条４号に基づく処分請，

求に対する意見書として提出を受けたものであり 本件団体の主張立証の全貌が証，

拠の概要とともに詳細に記載されている。

文書２－２のうち 特定の個人を識別することができるものについては その個， ，

人に関する情報は，法５条１号に該当する。

文書２－２を開示すれば 上記３ １ のとおり 本件団体の活動拠点とその活， （ ） ，

動状況及び構成員の生活状況等が公になり その周辺住民が本件団体をその地域か，

ら排除しあるいは本件団体構成員が転入するのを阻止すべく反対運動を展開し地方

自治体に働きかけるなどして 本件団体の自由な活動等が困難となるおそれがある，

もので 本件団体に関する情報であって 公にすることにより本件団体の正当な利， ，

益を害するおそれがあり，法５条２号イに該当する。



また 文書２－２を開示すれば 上記３ ４ のとおり 今後の公安審査委員会， ， （ ） ，

の審査にあたり 被請求団体において 被請求団体の活動状況などで一般に知られ， ，

ることを望まない事項が公になることを避けるために 証拠提出を差し控えざるを，

えなくなり その結果 公安審査委員会が十分に審査を尽くして厳正かつ的確な判， ，

断に至ることができなくなるおそれがあるもので 公にすることにより 事務の性， ，

質上，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なお 異議申立人は 書籍で上記文書と思われるものが公開されているので 法， ， ，

５条１号ただし書イの慣行として公にされている情報であって同号の適用が除外さ

れること また 現に団体の意思または承認のもとで公開されているから 法５条， ， ，

２号イには該当しないこと さらに 現に公開されているにもかかわらず そのこ， ， ，

とによって公共の安全と秩序の維持に支障を来したことが立証されておらず，また，

その後の団体規制法の適用にあたり支障を来したことが立証がされていないから，

同条６号に該当しないことなどを主張する。

しかしながら 異議申立人が書籍で公開されているとした部分は 上記文書のう， ，

ちのごく一部のみである また 書籍での公開は 単に書籍の執筆者である本件団。 ， ，

体関係者がその判断に基づき公開したにとどまり 慣行として公にされたものでは，

ないから 法５条１号の適用が除外されることはない さらに 公にすることによ， 。 ，

り事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることは上記のとおりであり 実際，

に支障を来したことの立証までを必要とするものではないから 書籍での公開は法，

５条６号の該当性の有無に消長をきたさない なお 書籍で公開された部分につい。 ，

ては 法５条２号イに該当せず その限りで異議申立人の主張は理由があるが そ， ， ，

の余の申立人の主張は失当である。

９ 文書２－３ 接見等禁止決定一部解除申立書 及び２－４ 接見等禁止一部解除（ ） （ ） （

決定）

文書２－３は 公安審査委員会が 意見陳述期日通知の手続 公安審査委員会審， ， （

査規則６条３項 として本件団体の代表者に書面を送付するにあたり 同人が刑事） ，

被告人であって接見禁止の裁判 刑事訴訟法８１条 がなされていたので 裁判所（ ） ，

に対して 接見等禁止決定の一部解除の職権発動を求めた文書の写しであり 文書， ，

２－４は，この申立てを受けた裁判所が判断を示した決定書謄本である。

したがって，上記各文書は，刑事訴訟法５３条の２の訴訟に関する書類であり，

法の適用はない。

なお 異議申立人は 上記各文書が書籍で公開されているので 法５条１号ただ， ， ，

し書イの慣行として公にされている情報であって同号の適用が除外される旨主張す

るが 書籍に登載された接見等禁止決定一部解除申立書及び接見等禁止一部解除決，

定は，文書２－３及び２－４ではない。

また 異議申立人は 刑事訴訟法５３条の２の規定は 検察庁を開示請求先とす， ， ，



る場合にのみ適用されるものであって 検察庁以外の行政機関が訴訟に関する書類，

と同一内容の情報が記載された行政文書を保有する場合において 当該行政機関を，

開示請求先とする場合には 法の適用を受ける旨主張し また 文書２－３及び２， ， ，

－４は 破防法上の手続として発生したのだから 本来の意味での訴訟に関する書， ，

類ではなく 法の適用を受ける旨を主張する しかし 上記のとおり 刑事訴訟法， 。 ， ，

５３条の２は 訴訟に関する書類の情報公開を刑事司法手続の独自の制度に委ねる，

べきものとして法の適用を除外したのであるから 訴訟に関する書類を検察庁にお，

いて保管する場合に限定すれば明らかにその趣旨を没却することになる。

したがって，異議申立人の主張は失当である。

（１０）文書２－５（証拠申出書）

文書２－５は，公安審査員会が本件団体から提出を受けた書面で，その内容は，

公安審査委員会に対して 破防法２２条２項に基づく取調べの職権発動を促すもの，

で，本件団体が主張立証する内容が証拠の概要とともに記載されている。

文書２－５のうち 特定の個人を識別することができるものについては その個， ，

人に関する情報は，法５条１号に該当する。

文書２－５を開示すれば 上記３ １ のとおり 本件団体の活動拠点とその活， （ ） ，

動状況及び構成員の生活状況等が公になり その周辺住民が本件団体をその地域か，

ら排除しあるいは本件団体構成員が転入するのを阻止すべく反対運動を展開し地方

自治体に働きかけるなどして 本件団体の自由な活動が困難となるおそれがあるも，

ので 本件団体に関する情報であって 公にすることにより本件団体の正当な利益， ，

を害するおそれがあり，法５条２号イに該当する。

また 文書２－５を開示すれば 上記３ ４ のとおり 今後の公安審査委員会， ， （ ） ，

の審査にあたり 被請求団体において 被請求団体の活動状況などで一般に知られ， ，

ることを望まない事項が公になることを避けるために 証拠提出を差し控えざるを，

えなくなり その結果 公安審査委員会が十分に審査を尽くして厳正かつ的確な判， ，

断に至ることができなくなるおそれがあるもので 公にすることにより 事務の性， ，

質上，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なお 異議申立人は 文書２－５は代理人弁護士連絡先を伏せ字にし 添付資料， ， ，

を除く本文全文が本件団体のホームページで公開されているので 法５条１号ただ，

し書イの慣行として公にされている情報であって同号の適用が除外されること ま，

た 現に団体の意思または承認のもとで公開されているから 法５条２号イには該， ，

当しないこと さらに 現に本件団体のホームページで公開されているにもかかわ， ，

らず，その後の団体規制法の適用にあたり支障を来したことの立証がされておらず，

法５条６号に該当しないことなどを主張する。

しかしながら 異議申立人が本件団体のホームページ上で公開されているとして，

異議申立書に添付した書面は，添付資料が除かれており，文書２－５の一部である。



また ホームページ上での公開は 単に本件団体がその判断に基づき公開したにと， ，

どまり 慣行として公にされたものではないから 法５条１号の適用が除外される， ，

ことはない さらに 公にすることにより事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ。 ，

があることは上記のとおりであり 実際に支障を来したことの立証までを必要とす，

るものではないから ホームページ上での公開は同条６号の該当性の有無に消長を，

きたさない なお ホームページ上で公開された部分については 同条２号イに該。 ， ，

当せず その限りで異議申立人の主張は理由があるが その余の異議申立人の主張， ，

は失当である。

（１１）文書２－６（取調決定書）

文書２－６は 公安審査委員会が破防法２２条２項に掲げる取調べを決定したこ，

とを内容とする決定書で 調書１ないし５９の各調書に対応するものであり 取調， ，

べ対象の書面が作成者 作成日及び作成内容等で特定され あるいは取調べ対象の， ，

物件が品名，数量及び提出者等で特定されて記載されており，これらのうちには，

公安審査委員会が証拠収集したものに加え 公安調査庁及び本件団体が職権での取，

調べを促したことに応じて公安審査委員会が取調べ決定したものも含まれている。

文書２－６を開示すれば 上記３ ４ のとおり 今後の公安審査委員会の審査， （ ） ，

にあたり 公安調査庁及び被請求団体において 調査の手法や被請求団体の活動状， ，

況などで一般に知られることを望まない事項が公になることを避けるために 証拠，

提出を差し控えざるをえなくなり その結果 公安審査委員会が十分に審査を尽く， ，

して厳正かつ的確な判断に至ることができなくなるおそれがあるもので 公にする，

ことにより，事務の性質上，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもので，

法５条６号に該当する。

（１２）文書２－７（報告書入手調書及び留置調書（部分開示したものを除く ））

文書２－７は 上記のとおり 決定書及び官報でその証拠の標目等を登載した文， ，

書１－７ないし１－１８の各調書を除くその余の調書である。

文書２－７の各調書は，公安審査委員会が取り調べた証拠であり，その内容は，

本件団体及びその構成員の活動状況や公安調査庁の立証についての反論などを内容

とする本件団体構成員ないし代理人作成に係る陳述書 報告書及び意見書が添付さ，

れた報告書入手調書及び留置調書である。

文書２－７を開示すれば 上記３ ４ のとおり 今後の公安審査委員会の審査， （ ） ，

にあたり 被請求団体において 被請求団体の活動状況などで一般に知られること， ，

を望まない事項が公になることを避けるために 証拠提出を差し控えざるをえなく，

なり その結果 公安審査委員会が十分に審査を尽くして厳正かつ的確な判断に至， ，

ることができなくなるおそれがあるもので，公にすることにより，事務の性質上，

事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり 法５条６号に該当する 本件各文， 。

書の標目のみ 調書本体部分 であっても同号に該当することは 文書１－２ない（ ） ，



し１－４の意見陳述期日開催決定書等の別紙部分と同様である。

（１３）文書２－８ないし２－１１（留置物件）

文書２－８ないし２－１１の各留置物件は 公安審査委員会が取調べの一環とし，

て破防法２２条２項２号に基づき留置したもので 文書２－７の留置調書の留置物，

件目録に対応している 取調べの対象となったのは これらの留置物件の存在や形。 ，

状等ではなく 主としてその記載内容等であるから 開示請求の対象である行政文， ，

書として扱うこととしたものである。

上記各留置物件は 留置物件番号４９を除き 本件団体の活動状況等に関するも， ，

のであり これらを開示すれば 上記３ ４ のとおり 今後の公安審査委員会の， ， （ ） ，

審査にあたり 被請求団体において 被請求団体の活動状況などで一般に知られる， ，

ことを望まない事項が公になることを避けるために 証拠提出を差し控えざるをえ，

なくなり その結果 公安審査委員会が十分に審査を尽くして厳正かつ的確な判断， ，

に至ることができなくなるおそれがあるもので 公にすることにより 事務の性質， ，

上，事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

上記各留置物件のうち 文書２－８ないし２－１０の各留置物件については そ， ，

の符号番号及び品名が決定書に記載され官報にも登載されているので 個別に不開，

示の理由を指摘することとし その余の留置物件である文書２－１１の各留置物件，

については 文書２－７と同様の理由から一括して法５条６号に該当するものであ，

る。

ア 文書２－８（留置物件４３，４８）

留置物件４３は １９９５年当時の本件団体の本件に対する対応策についての，

諸資料であって，本件団体やその構成員の活動状況等が記載されている。

留置物件４８は 本件団体が施設の内部をマスメディアに公開した際の様子を，

撮影したものであり，施設内部の様子や団体構成員の姿等が撮影されている。

上記各留置物件のうち，特定の個人を識別することができるものについては，

その個人に関する情報は，法５条１号に該当する。

また 上記各留置物件を開示すれば 上記３ １ のとおり 本件団体の自由， ， （ ） ，

な活動等が困難となるおそれがあるもので 本件団体に関する情報であって 公， ，

にすることにより本件団体の正当な利益を害するおそれがあり 法５条２号イに，

該当する。

イ 文書２－９（留置物件４４，４９）

留置物件４４は 公刊された小冊子であり 留置物件４９は官報号外であるの， ，

で，いずれも法２条２項１号により，法は適用されない。

仮に 異議申立人の主張するように 開示請求の対象が個別特定の文書であっ， ，

て法の適用があるとしても，前記のとおり，法５条６号に該当するものである。

ウ 文書２－１０（留置物件３３）



留置物件３３は 刑事裁判における冒頭陳述書の写しで 訴訟に関する書類で， ，

あり，刑事訴訟法５３条の２により，法は適用されない。

なお 異議申立人は 刑事訴訟法５３条の２の規定は 検察庁を開示請求先と， ， ，

する場合にのみ適用されるものであって 検察庁以外の行政機関が訴訟に関する，

書類と同一内容の情報が記載された行政文書を保有する場合において 当該行政，

機関を開示請求先とする場合には，法の適用を受ける旨主張する。

しかし 上記のとおり 刑事訴訟法第５３条の２は 訴訟に関する書類の情報， ， ，

公開を刑事司法手続の独自の制度に委ねるべきものとして法の適用を除外したの

であるから 訴訟に関する書類を検察庁において保管する場合に限定すれば明ら，

かにその趣旨を没却することになる。

したがって，異議申立人の主張は失当である。

（１４）異議申立人のその余の主張

異議申立人は 破防法関係文書について 破防法２条に 国民の基本的人権に重， ， 「

大な関係を有するものである と規定しており その適用にあたっては手続につい」 ，

て特段の透明性が要求されるから 法７条により 公益上の理由による裁量的開示， ，

をすべきであり，同条を適用しなかったことは裁量権の逸脱濫用である旨主張する。

しかしながら 破防法は 国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるか， ，

ら規制処分を公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべき

破防法２条 ものとしており 本件対象文書の開示は 同法の趣旨を尊重しつつ（ ） ， ，

保護すべき利益と公にすることの公益上の必要性との利益衡量を行い判断すべきも

のであって 単に国民の基本的人権に重大な関係を有するから手続の透明性の確保，

が要求されることのみをもって ただちに公益上特に開示の必要性があると認める，

べき事情はないから 法７条を適用しなかったことに裁量権の逸脱濫用はなく 異， ，

議申立人の主張は理由がない。

５ 団体規制法関係文書についての個別検討

（１）審査会議録

審査会議は 公安審査委員会が公安調査庁長官の規制処分請求の当否を審査する，

会議で 委員長 各委員及び委員補佐が出席し 決定に至るために必要なあらゆる， ， ，

事項について議論を尽くす場であり 裁判所の合議に相当するものである 審査会， 。

議録は 公安審査委員会が 会議を開いたときに作成し 会議の日時 出席者の氏， ， ， ，

名，会議において取り調べた項目及び評議に付した項目等を記録するものである

（公安審査委員会審査規則８条，公安審査委員会審査会議規程１３条 。）

審査会議録には 上記規則で定める内容を基本として 規制処分を行うべきか否， ，

かを判断するために事案の個々の争点について委員等が見解を表明し意見を交換し

た内容 検討課題の設定とその解決のための手法についての議論 決定の原案の作， ，

成から最終稿を確定させるまでの討議討論 意見聴取期日の手続の進行方法につい，



ての検討などの審査会議の内容等が，詳細かつ具体的に記載されている。

審査会議録を開示すれば 上記３ ２ のとおり 委員等のうちに本件団体に不， （ ） ，

利益な発言をした者がいることを聞知した本件団体構成員及びその関係者が委員等

の生命・身体・財産等に対して危害を加える危険性があるもので 公にすることに，

より 犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認，

めることにつき相当の理由があり，法５条４号に該当する。

また 審査会議録を開示すれば 上記３ ３ のとおり 今後の公安審査委員会， ， （ ） ，

の審査にあたり 委員等において 被請求団体に不利益な発言をすれば被請求団体， ，

からその生命・身体・財産等に危害を加えられる危険性を認識しながら審査を行わ

ざるをえなくなるもので 公にすることにより率直な意見の交換及び意思決定の中，

立性が不当に損なわれるおそれがあり，法５条５号に該当する。

さらに 審査会議録を開示すれば 上記４ １ で述べた破防法関係文書の審査， ， （ ）

会議録と同様に 委員会の事務の適正な遂行に支障を来すおそれがあり 法５条６， ，

号に該当する。

なお 異議申立人は 部分開示を規定する法６条を適用せず全部不開示としたこ， ，

とは裁量権の逸脱濫用である旨主張する。

しかし 審査会議録は 規制処分の請求について公安審査委員会の委員等が討議， ，

検討を行った審査会議の記録で 会議における一連の議論の流れが記載されている，

ものであるから 全体として法５条４号及び５号に該当するもので 開示すべき部， ，

分はない。したがって，法６条を適用しなかったことに裁量権の逸脱濫用はなく，

申立人の主張は理由がない。

（２）文書３－１（意見聴取期日調書）

公安審査委員会は 規制処分の請求があったときは 意見聴取を行わなければな， ，

らなず（団体規制法１６条 ，意見聴取終結後，意見聴取期日調書を作成するもの）

とされている 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づ（

く規制措置の手続等に関する規則１６条１項 。同調書は，期日に出頭した当該団）

体の役職員及び代理人等並びに期日に出席した公安調査庁の職員を特定する事項の

ほか 意見聴取の経過 期日に出頭した当該団体の役職員及び代理人等の意見の陳， ，

述の要旨並びに提出した証拠書類等の標目 出席した公安調査庁の職員の発言の要，

旨その他重要な事項等を記載するものとされ（同規則１６条１項各号 ，指名委員）

等が適当と認める書面等を添付して調書の一部とすることができるものとされてい

る（同規則１６条３項 。）

文書３－１には 上記規則１６条１項各号で定める事項が記載されており その， ，

他重要な事項 同条１０項 の添付書類として 意見聴取期日に先立ち 本件団体（ ） ， ，

から提出を受けた当該処分を行うことについての意見を陳述した書面及び公安調査

庁の職員に対し質問しようとする事項を記載した書面（同規則７条１項 ，意見聴）



取期日に先立ち 公安調査庁から提出を受けた上記質問書に対する回答を内容とす，

る書面 意見聴取期日に本件団体及び公安調査庁から提出を受けた意見書 意見聴， ，

取期日後に本件団体及び公安調査庁から提出を受けた意見書等が添付されている。

このうち 公安調査庁作成に係る書面は同庁に移送し その余の部分について 期， ， ，

日の経過及び内容に関する部分 本件団体の期日の出頭者の住所及び同庁の期日出，

頭者のうち慣行として公にされていない職員氏名部分を不開示としたものである。

本件期日の経過及び内容に関する部分を開示すれば 上記３ １ のとおり 本， （ ） ，

件団体の活動拠点とその活動状況及び構成員の生活状況等が公になり その周辺住，

民が被請求団体をその地域から排除しあるいは本件団体構成員が転入するのを阻止

すべく反対運動を展開し地方自治体に働きかけるなどして 本件団体の自由な活動，

等が困難となるおそれがあるもので 本件団体に関する情報であって 公にするこ， ，

とにより本件団体の正当な利益を害するおそれがあり，法５条２号イに該当する。

また 本件期日の経過及び内容に関する部分を開示すれば 上記３ ２ のとお， ， （ ）

り 委員等のうちに本件団体に不利益な発言をした者がいることを聞知した本件団，

体構成員及びその関係者が委員等の生命・身体・財産等に対して危害を加える危険

性があるもので 公にすることにより 犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持， ，

に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理由があり 法５条４号に，

該当する。

さらに 本件期日の経過及び内容に関する部分を開示すれば 上記３ ４ のと， ， （ ）

おり，今後の公安審査委員会の審査にあたり，公安調査庁及び被請求団体において，

調査の手法や被請求団体の活動状況などで一般に知られることを望まない事項が公

になることを避けるために 証拠提出を差し控えざるをえなくなり その結果 公， ， ，

安審査委員会が十分に審査を尽くして厳正かつ的確な判断に至ることができなくな

るおそれがあるもので 公にすることにより 事務の性質上 事務の適正な遂行に， ， ，

支障を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

また 本件団体の期日の出頭者の住所及び公安調査庁の期日出頭者のうち慣行と，

して公にされていない職員氏名部分は 個人に関する情報であって 特定の個人を， ，

識別することができるものであるから，法５条１号に該当する。

（３）文書３－３及び３－４（委任状）

文書３－３及び３－４は 本件団体が意見聴取期日の代理人を定めるものであり，

（団体規制法１８条１項 ，文書３－３については，委任者及び受任者の各住所部）

分を 文書３－４については 委任者の住所 受任者の事務所所在地及び電話番号， ， ，

部分を部分不開示としたものである。

上記各不開示部分は 個人に関する情報であって 特定の個人を識別することが， ，

できるものであるから，法５条１号に該当する。

仮に 異議申立人の主張するように 事業を営む個人の当該営業に関する情報で， ，



あるとしても 本件団体の代理人等の連絡先等が明らかになれば その業務の遂行， ，

に悪影響を与える可能性があり 公にすることにより個人の正当な利益を害するお，

それがあるもので，法５条２号イに該当する。

なお 異議申立人は 委任者の住所並びに受任者の事務所所在地及び電話番号部， ，

分は いずれも官報に掲載されているから 法５条１号ただし書イの法令の規定に， ，

より公にされている情報であって同号の適用が除外される旨主張する。

しかし 官報に登載されている情報は 当該委任状自体が掲載されているのでは， ，

なく，本件団体提出の意見書が決定書の添付書類として掲載されているにとどまり，

その内容の真偽も不明なものであるから 法令の規定により公にされている情報に，

は該当せず，異議申立人の主張は失当である。

（４）文書４－１ないし４－８６

文書４－１ないし４－８６は いずれも本件団体が証拠として意見聴取期日に提，

出した証拠である。

文書４－１ないし４－８６の概要は 以下に個別に記載したとおりであるが こ， ，

れらを開示すれば，上記３（４）のとおり，今後の公安審査委員会の審査にあたり，

被請求団体において 調査の手法や被請求団体等の活動状況などで一般に知られる，

ことを望まない事項が公になることを避けるために 証拠提出を差し控えざるをえ，

なくなり その結果 公安審査委員会が十分に審査を尽くして厳正かつ的確な判断， ，

に至ることができなくなるおそれがあるもので 公にすることにより 事務の適正， ，

な遂行に支障を及ぼすおそれがあり いずれも法５条６号に該当する さらに そ， 。 ，

の他の法第５条各号の該当の理由は，以下のとおりである。

ア 文書４－１（特定宗教法人作成にかかる「教団運営要綱 ）は，本件団体の組」

織の運営要綱で 教団組織 として 運営組織・各部署とその機能等 重要運，「 」 ， ，「

営方針 として 出家制度等の項目を設け 被請求団体の組織運営の基本を定め」 ， ，

たもの 文書４－２ １９９５年７月２９日付通達 は 本件団体の通達で 本， （ ） ， ，

件団体の教材の扱いについて定めたもの 文書４－３ １９９６年６月１９日付， （

通達 は 本件団体の通達で 本件団体の教祖の変更について定めたもの 文書） ， ， ，

４－１８の特定個人作成にかかる平成１１年１２月１日付 教団正式見解 と題「 」

された書面は 一連のオウム事件に対する被請求団体の意向を表明するもの 文， ，

書４－７９ 特定宗教団体入会申込書の雛形 は 本件団体が作成した特定宗教（ ） ，

団体入会申込書の書式文書 文書４－８４ 特定個人作成にかかる特定宗教団体， （

の規約案 は 本件団体の名称・事務所その他について定めた規約の案 文書４） ， ，

－８５の特定個人作成にかかる特定宗教団体の綱領案は 本件団体の結成経緯や，

， ， （ ）今後の活動の指針などについて定めた綱領の案であり いずれも 上記３ １

のとおり 本件団体の自由な活動等が困難となるおそれがあるので 本件団体に， ，

関する情報であって 公にすることにより本件団体の正当な利益を害するおそれ，



があり，法５条２号イに該当する。

イ 文書４－４ 破防法第四回弁明期日調書よりの抜粋 は 破防法に基づく弁明（ ） ，

手続における弁明期日調書の抜粋で 本件団体の代表者及び代理人が弁明者とし，

て本件団体で使用する用語の意味を説明した部分であり 文書４－７８ 破防法， （

団体規制処分請求事件の第４回弁明期日調書抜粋 は 破防法に基づく弁明手続） ，

における弁明期日調書の抜粋で 本件団体の代表者及び代理人が弁明者として破，

防法の適用 本件団体の今後の活動及び本件団体における代表者の地位などにつ，

， ， （ ）いて代表者の認識及び意向などを表明した部分であり いずれも 上記３ １

のとおり 本件団体の自由な活動等が困難となるおそれがあるので 本件団体に， ，

関する情報であって 公にすることにより本件団体の正当な利益を害するおそれ，

があり，法５条２号イに該当する。

ウ 文書４－５（ 進化 私達の五大政策」と題された小冊子）は，特定政党の政「

策等を内容とするものである。

エ 文書４－６ 特定政党の党首である特定個人及びその党員らの政見放送のテー（

プ起こし は 本件団体代表者及び構成員が特定政党として政見放送を行ったと） ，

きの放送テープを起こしたもので 個人に関する情報であって 特定の個人を識， ，

別することができるものであるから，法５条１号に該当する。

オ 文書４－７ないし４－１２は，本件団体関係者に対する刑事事件の判決であり，

刑事訴訟法５３条の２の訴訟に関する書類であるから，法は適用されない。

異議申立人は 刑事訴訟法５３条の２の規定は 検察庁を開示請求先とする場， ，

合にのみ適用されるものであって 検察庁以外の行政機関が訴訟に関する書類と，

同一内容の情報が記載された行政文書を保有する場合において 当該行政機関を，

開示請求先とする場合には，法の適用を受ける旨主張する。

しかし 上記のとおり 刑事訴訟法５３条の２は 訴訟に関する書類の情報公， ， ，

開を刑事司法手続の独自の制度に委ねるべきものとして法の適用を除外したので

あるから 訴訟に関する書類を検察庁において保管する場合に限定すれば明らか，

にその趣旨を没却することになる。従って，異議申立人の主張は失当である。

なお 文書４－１１及び４－１２は 判決書そのものの写しではない可能性が， ，

あるが 仮に刑事訴訟法５３条の２の訴訟に関する書類ではないとしても 上記， ，

のとおり，法５条６号に該当するものである。

カ 文書４－１３ 特定宗教団体作成にかかる誓約書 及び文書４－８０ 特定個（ ） （

人外１２３名作成にかかる誓約書 は いずれも本件団体構成員が署名押印した） ，

誓約書で 団体規約に賛同し誓約事項を遵守することを内容とするもので 個人， ，

に関する情報であって 特定の個人を識別することができるものであるから 法， ，

５条１号に該当し また これらを開示すれば 上記３ １ のとおり 本件団， ， ， （ ） ，

体の自由な活動等が困難となるおそれがあるので 本件団体に関する情報であっ，



て 公にすることにより本件団体の正当な利益を害するおそれがあり 法５条２， ，

号イに該当する。

キ 文書４－１４ 弁護士作成にかかる陳述書 及び文書４－１５ 弁護士作成に（ ） （

かかる報告書 は 本件団体代表者の弁護人作成の陳述書及び報告書で 本件団） ， ，

体代表者との接見の状況に関するものであり 個人に関する情報であって 特定， ，

の個人を識別することができるものであるから，法５条１号に該当する。

ク 文書４－１６（平成１２年１月７日付讀賣新聞 ，文書４－１９（平成１１年）

１２月２日付毎日新聞・同日付讀賣新聞 ，文書４－２０（平成１１年１２月２）

７日付東京新聞・同日付朝日新聞 ，文書４－２１（平成１１年１２月２２日付）

朝日新聞・その他同日付新聞 ，文書４－２２（平成１１年１２月３日付讀賣新）

聞 ，文書４－２９（平成１１年７月２２日付日刊スポーツ新聞・同日付スポー）

ツニッポン・同日付報知新聞 ，文書４－３０（平成１１年７月２２日付下野新）

聞 ，文書４－３１（平成１１年３月３日付日経新聞・同日付産経新聞・同日付）

報知新聞・同日付日刊スポーツ新聞 ，文書４－３２（平成１１年１０月２５日）

付東京新聞 ，文書４－３６（平成１１年４月２７日付讀賣新聞・同日付日経新）

聞・同日付毎日新聞 文書４－３８ 平成１１年５月２５日付日経新聞 文書）， （ ），

４－４３（平成１１年７月１３日付産経新聞 ，文書４－４９（平成１１年２月）

２３日付日経新聞・同日付朝日新聞・同日付毎日新聞 ，文書４－６２（平成１）

１年１１月１６日付東京新聞 ，文書４－６３（平成１１年１１月１０日付朝日）

新聞夕刊 ，文書４－６４（平成１１年１１月１日付朝日新聞 ，文書４－７４） ）

２０００年１月１９日付朝日新聞 は いずれも新聞の抜粋で 本件団体の活（ ） ， ，

動状況等を内容とするものである。

ケ 文書４－１７（平成８年１月１日発行の雑誌「月刊現代」１月号 ，文書４－）

４５ １９９９年１１月１２日発行の雑誌 週間金曜日 文書４－５１ １９（ 「 」）， （

９９年１０月１日発行の雑誌 月刊むすぶ 文書４－５３ １９９９年７月１「 」）， （

９日発行の雑誌 アエラ 文書４－５４ １９９９年８月発行の雑誌 噂の眞「 」）， （ 「

相 ，文書４－６５（国際人権（自由権）規約委員会による「最終見解 （雑誌」） 」

「自由と正義」vol.50 ）は，いずれも雑誌の記事の抜粋で，本件団体の活動状）

況等を内容とするものである。

コ 文書４－２３ ４－２５及び４－２７は 本件団体関係者の刑事事件の不起訴， ，

処分告知書であり 文書４－２４ ４－２６及び４－２８は 本件団体関係者の， ， ，

刑事事件に関して検察庁ないし裁判所宛てに弁護人が作成した書面であり 刑事，

訴訟法５３条の２の訴訟に関する書類であるから，法は適用されない。

異議申立人の主張及びそれが理由のないものであることは 上記文書４－７な，

いし４－１２に同じである。

サ 文書４－３３（特定宗教地域問題緊急対策室作成にかかる「申入書ご送付の



件 と題された書面及び申入書 は 本件団体構成員が特定宗教対策関係市町村」 ） ，

連絡会に申し入れをなした内容であって 複数の本件団体関連施設について個別，

に使用状況などを記載したもの 文書４－３４ １９９９年３月２日付特定宗教， （

地域問題緊急対策室作成にかかる申入書 は 本件団体構成員が国及び関係省庁） ，

に申し入れをなした内容であって 本件団体構成員の生活状況等が記載されたも，

の 文書４－３５ １９９９年４月２７日付特定宗教地域問題緊急対策室作成に， （

かかる申入書 は 本件団体構成員が国に申し入れをなした内容であって 本件） ， ，

団体構成員の生活状況等が 本件団体関連施設における周辺住民との関係につい，

ての具体的事例とともに記載されたものであり いずれも 個人に関する情報で， ，

あって 特定の個人を識別することができるものであるから 法５条１号に該当， ，

し また これらを開示すれば 上記３ １ のとおり 本件団体の自由な活動， ， ， （ ） ，

等が困難となるおそれがあるので 本件団体に関する情報であって 公にするこ， ，

とにより本件団体の正当な利益を害するおそれがあり，法５条２号イに該当する。

シ 文書４－３７ 特定宗教地域問題緊急対策室作成にかかる申入書 は 本件団（ ） ，

体構成員が国に申し入れをした内容 文書４－３９ 特定宗教地域問題緊急対策， （

室作成にかかる申入書 は 本件団体構成員が衆議院自民党に申し入れをした内） ，

容，文書４－４６（特定宗教地域問題緊急対策室から三和町長に宛てられた手

紙 は 同対策室が三和町長に申し入れをした内容が記載されたもので これら） ， ，

を開示すれば 上記３ １ のとおり 本件団体の自由な活動等が困難となるお， （ ） ，

それがあるので 本件団体に関する情報であって 公にすることにより本件団体， ，

の正当な利益を害するおそれがあり，法５条２号イに該当する。

ス 文書４－４０ 特定宗教地域問題緊急対策室作成にかかる 特定宗教の現状と（ 「

教団を取り巻く諸問題 と題された小冊子 は 周辺住民との関係の現状 法規」 ） ， ，

制についての意見 本件団体の教義や宗教性について記載されたものであり こ， ，

れらを開示すれば 上記３ １ のとおり 本件団体の自由な活動等が困難とな， （ ） ，

るおそれがあるので 本件団体に関する情報であって 公にすることにより本件， ，

団体の正当な利益を害するおそれがあり，法５条２号イに該当する。

セ 文書４－４１（特定個人ら作成にかかる「地域住民の皆様へ」と題された書

面 は 本件団体構成員が居住場所周辺住民にあてて今後の生活についての意向） ，

， （ ）を明らかにした書面 文書４－４８ 特定個人から三和町民に宛てられた手紙

は 特定個人が居住場所周辺住民に宛てて今後の生活についての意向を明らかに，

した書面 文書４－５０ 特定個人作成にかかる申入書 は 特定個人が地方自， （ ） ，

治体関係者に宛てて今後の生活についての意向を明らかにした書面で，いずれも，

個人に関する情報であって，特定の個人を識別することができるものであるから，

法５条１号に該当し また これらを開示すれば 上記３ １ のとおり 本件， ， ， （ ） ，

団体の自由な活動等が困難となるおそれがあるので 本件団体に関する情報であ，



って 公にすることにより本件団体の正当な利益を害するおそれがあり 法５条， ，

２号イに該当する。

ソ 文書４－４２ 栃木県大田原市議会本件団体対策特別委員会委員長作成にかか（

る 現地視察の要請について と題された書面 は 同委員長が本件団体あてに「 」 ） ，

本件団体関連施設の視察を要請するもの 文書４－４７ 三和町長から特定宗教， （

地域問題緊急対策室にあてられた回答書面 は 特定宗教地域問題緊急対策室か） ，

らの申し入れに対する回答であり，これらを開示すれば，上記３（１）のとおり，

本件団体の自由な活動等が困難となるおそれがあるので 本件団体に関する情報，

であって 公にすることにより本件団体の正当な利益を害するおそれがあり 法， ，

５条２号イに該当する。

タ 文書４－４４（共同通信２４時間ニュース（ニフティ ）は，ニュース情報の）

抜粋である。

チ 文書４－５２ 本件団体作成にかかる公安調査庁宛ての請願書 は 本件団体（ ） ，

構成員が行政機関に対して団体規制法の適用について請願を述べた書面で 本件，

団体関連施設等への捜索差押え状況についての詳細な別表が添付されており 個，

人に関する情報であって 特定の個人を識別できるものであるから 法５条１号， ，

に該当し また これを開示すれば 上記３ １ のとおり 本件団体の自由な， ， ， （ ） ，

活動等が困難となるおそれがあるので 本件団体に関する情報であって 公にす， ，

ることにより本件団体の正当な利益を害するおそれがあり 法５条２号イに該当，

し 捜索差押えの詳細な状況についての記載があるので 犯罪の捜査その他公共， ，

の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理由

があるので，法５条４号に該当する。

ツ 文書４－５５ないし４－６１は，衆議院及び参議院の法務委員会議録の抜粋で，

団体規制法等の制定に関する議論の内容が記載されている。

テ 文書４－６６（特定個人作成にかかる「教義に関する説明書」と題された書

面 は 本件団体構成員による本件団体の教義についての説明を内容とするもの） ，

で 個人に関する情報であって 特定の個人を識別できるものであるから 法５， ， ，

条１号に該当し また これを開示すれば 上記３ １ のとおり 本件団体の， ， ， （ ） ，

，自由な活動等が困難となるおそれがあるので，本件団体に関する情報であって

公にすることにより本件団体の正当な利益を害するおそれがあり 法５条２号イ，

に該当する。

ト 文書４－６７ないし４－７３及び４－８６は いずれも特定個人の陳述書であ，

り 一連の事件についての見解及び現在の心境を述べたもので 個人に関する情， ，

。報であって，特定の個人を識別できるものであるから，法５条１号に該当する

ナ 文書４－７５ ２０００年１月１９日発行の 許すな！団体規制法 第二破防（ 「 （

法 思想・言論・結社の自由の侵害に反対する と題された小冊子 は 団体規） 」 ） ，



制法に反対する内容のものである。

ニ 文書４－７６ ４－７７ ４－８２ ４－８３は いずれも特定個人の陳述書， ， ， ，

であり 公安調査庁作成の資料に記載された当該特定個人らの言動について意見，

を述べるもので 個人に関する情報であって 特定の個人を識別できるものであ， ，

るから，法５条１号に該当する。

ヌ 文書４－８１ 特定宗教団体破産管財人作成にかかる司法記者クラブ報道各社（

あてのＦＡＸ送信紙及び本件団体作成にかかる 教団財産の処理について と題「 」

された書面 は 破産管財人が司法記者クラブ報道各社に対して書面をファック） ，

ス送信する旨の書面及び本件団体がその財産について表明した見解を内容とする

もので これを開示すれば 上記３ １ のとおり 本件団体の自由な活動等が， ， （ ） ，

困難となるおそれがあるので 本件団体に関する情報であって 公にすることに， ，

より本件団体の正当な利益を害するおそれがあり，法５条２号イに該当する。

ネ なお 申立人は 文書４－１６ ４－１７ ４－１９ないし４－２２ ４－２， ， ， ， ，

，９ないし４－３２，４－３６，４－３８，４－４３ないし４－４５，４－４９

４－５１ ４－５３ ４－５４ ４－６２ないし４－６５ ４－７４は 新聞・， ， ， ， ，

雑誌の抜粋記事及び通信社の配信ニュースであり 文書４－５５ないし４－６１，

も国会の議事録であるから いずれも不開示とすることに正当な理由がない旨を，

主張するが これらを開示すれば 公安審査委員会の審査事務の適正な遂行に支， ，

障を及ぼすおそれがあることについては上記のとおりであり 申立人の主張は理，

由がない。

５ 文書４－８７ 接見等禁止決定一部解除申立書 及び８８ 接見等禁止一部解除（ ） （ ） （

決定）

文書４－８７は 公安審査委員会が 意見聴取期日通知の手続 団体規制法１７， ， （

条３項 等として本件団体の代表者に書面を送付するにあたり 同人が刑事被告人） ，

であって接見禁止の裁判 刑事訴訟法８１条 がなされていたので 裁判所に対し（ ） ，

て 接見等禁止決定の一部解除の職権発動を求めた文書の写しであり 文書４－８， ，

８は，この申立てを受けた裁判所が判断を示した決定書謄本である。

したがって，上記各文書は，刑事訴訟法５３条の２の訴訟に関する書類であり，

法は適用されない。

異議申立人は 刑事訴訟法５３条の２の規定は 検察庁を開示請求先とする場合， ，

にのみ適用されるものであって 検察庁以外の行政機関が訴訟に関する書類と同一，

内容の情報が記載された行政文書を保有する場合において 当該行政機関を開示請，

求先とする場合には，法の適用を受ける旨主張する。

しかし 上記のとおり 刑事訴訟法５３条の２は 訴訟に関する書類の情報公開， ， ，

を刑事司法手続の独自の制度に委ねるべきものとして法の適用を除外したのである

から 訴訟に関する書類を検察庁において保管する場合に限定すれば明らかにその，



趣旨を没却することになる。

したがって，異議申立人の主張は失当である。

第４ 調査審議の経過

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。

① 平成１５年３月２８日 諮問の受理

② 同日 諮問庁から理由説明書を収受

③ 同年５月６日 異議申立人から意見書を収受

④ 同年５月２１日 本件対象文書 各審査会議録及び小委員会結果報告を（

除く ）の見分及び審議。

（ ）⑤ 同月２８日 本件対象文書 各審査会議録及び小委員会結果報告

の見分及び審議

⑥ 同年６月４日 審議

⑦ 同月１８日 審議

⑧ 同年１０月２１日 諮問庁の職員 公安審査委員会事務局付検事ほか か（ ）

らの口頭説明の聴取

⑨ 平成１６年１月３０日 諮問庁から補充理由説明書を収受

⑩ 同年２月４日 審議

⑪ 同年３月３日 審議

⑫ 同月１０日 審議

第５ 審査会の判断の理由

１ 公安審査委員会における審査手続について

公安審査委員会は 公安調査庁長官の請求があった場合に 破防法の規定に基づく， ，

解散指定処分や団体規制法の規定に基づく同庁長官の観察に付する処分 以下 観察（ 「

処分」という ）を行うことができるとされており（破防法７条，１１条，団体規制。

法５条，１２条 ，同委員会においては，同庁長官の請求を受けて，破防法又は団体）

規制法の規定する処分要件の有無について審査を行い 請求に理由があるとして当該，

処分を行う決定をするか 請求に理由がないとしてこれを棄却する決定をするか あ， ，

るいは請求を不適法であるとして却下する決定を行うかの判断をすることとなる 破（

防法２２条５項，団体規制法２２条１項 。これらの公安審査委員会による決定は，）

（ ， ）同庁長官及び被請求団体に通知される 破防法２４条１項 団体規制法２４条１項

ほか，官報で公示される（破防法２４条３項，団体規制法２４条３項 。）

上記のような審査を行う公安審査委員会の組織は 諮問庁が上記第３の１で述べる，

とおりであり 破防法及び団体規制法に基づく処分の内容及び同委員会における審査，

手続の概要は，諮問庁が上記第３の２で述べるとおりである。

公安審査委員会においては 本件団体について ①平成８年７月１１日 公安調査， ， ，

庁長官から解散指定処分の請求を受け 平成９年１月３１日 この請求を棄却する決， ，



定を行い ②平成１１年１２月２７日 同庁長官から観察処分の請求を受け 平成１， ， ，

２年１月２８日 本件団体を ３年間 同庁長官の観察に付する処分を行う決定をし， ， ，

ており 各決定の内容は それぞれ平成９年２月４日付け官報号外特第２号及び平成， ，

１２年２月１日官報号外特第２号において公示されている（以下，上記①の決定を

「本件棄却決定 ，上記②の決定を「本件観察処分決定」という 。」 。）

，さらに，公安審査委員会においては，本件団体について，平成１４年１２月２日

公安調査庁長官から観察処分の期間を更新する処分の請求を受け 平成１５年１月２，

３日 観察処分の期間を更新する決定をしており その内容は 平成１５年１月２９， ， ，

日付け官報号外第１７号において公示されている。

２ 本件対象文書について

本件対象文書は 公安審査委員会が本件棄却決定及び本件観察処分を行うに至った，

同委員会における各審査手続の中で 同委員会において作成された文書及び同委員会，

において提出を受けた文書のうち 同委員会委員長が 不開示又は一部開示としたも， ，

のである 具体的には 破防法関係文書としては 別表１の審査会議録並びに別表２。 ， ，

及び３に記載した各文書 団体規制法関係文書としては 別表１の審査会議録及び別， ，

表４及び５に記載した各文書である。

なお 上記各審査手続の中で公安調査庁が同委員会に提出した文書については す， ，

べて同庁長官に移送され 同庁長官によって開示決定等が行われた 同庁長官が行っ， 。

た不開示決定及び一部開示決定に対しては 開示請求者から異議申立てがなされ 同， ，

庁長官から当審査会に諮問がなされた 団体規制法関係文書につき 平成１４年諮問（ ，

第１５３号 １５４号 ３５０号 ３５１号 破防法関係文書につき 平成１４年諮， ， ， ， ，

問第３５２号 。）

当審査会においては 上記各諮問事件について調査審議を行い いずれも既に答申， ，

済みである 団体規制法関係文書につき 平成１４年１２月２０日答申 平成１４年（ ， （

度答申第３９２号 ３９３号 及び平成１５年１０月２０日答申 平成１５年度 行， ） （ （

情）答申第３５３号，３５４号 ，破防法関係文書につき，平成１６年１月１６日答）

申（平成１５年度（行情）答申第４９３号 。）

３ 本件対象文書の不開示情報該当性の判断について

本件対象文書の不開示部分及び諮問庁の説明する不開示理由は 別表１ないし５の，

３欄及び上記第３の３ないし５のとおりであり これに対して 異議申立人は 上記， ， ，

第２の２のとおり主張して，不開示部分の開示を求めている。

本件対象文書には 本件団体の活動状況等に関する情報が記載されているものや公，

，安審査委員会における審査手続の内容等に関する情報が記載されているものがあり

後記４及び５において 各文書ごとに その記載内容に応じて個別に不開示情報該当， ，

性を検討する。

そこで まず 上記のような情報の不開示情報該当性に関して 当審査会の基本的， ， ，



考え方を整理しておくこととする。

（１）本件団体の団体に関する情報の法５条２号イ該当性について

ア 団体の正当な権利利益の有無について

本件団体は その構成員たる個々の信者が信教の自由の保障の下に結社し 団， ，

体として 宗教的行為その他の自律的な活動を行っているものと認められ 個々， ，

の信者には 本件団体における宗教的行為を他からの観察・監視を受けないで行，

う自由が憲法上保障されている 本件団体は 上記１のとおり 公安調査庁長官。 ， ，

による解散指定の請求の対象とされ本件棄却決定を受けた後 本件観察処分決定，

を受け さらにその期間を更新する決定を受けて 現在もなお同庁の観察に付さ， ，

れているものであるが 個々の信者の上記のような憲法上の自由の享受を確保す，

ることにつき 宗教団体としての正当な目的・利益を有するものであり その観， ，

点からは 本件団体が団体として その人的・物的構成要素や資産・負債の内容， ，

及びその活動状況について他者から観察・監視を受けないことが法５条２号イに

おいて保護されるべき法人等の正当な権利利益に該当するものと言うべきである。

イ 正当な権利利益の侵害のおそれについて

ア 本件対象文書に記載されている情報には 後記のとおり 本件団体の具体的（ ） ， ，

活動状況等に関するものが含まれており このような活動状況等に関する情報，

が いつ どのような方法で どの程度公表されるかは 本件団体の活動上重， ， ， ，

大な意義を有する事柄であると言うことができるのであって 公安審査委員会，

が本件棄却決定及び本件観察処分決定をした時点までの過去の時点における本

件団体の組織実態及び活動状況等に関する情報であっても それが一般に公に，

された場合には そのことによって 本件団体の自律的な意思形成や活動に支， ，

障が生じるおそれがあることは否定できない。

イ 本件対象文書に記載されている本件団体に関する情報は 公安審査委員会が（ ） ，

破防法の規定する審査手続及び団体規制法の規定する審査手続の過程において，

。本件団体から提出を受けるなどしてその権限に基づいて収集したものである

公安審査委員会が行う審査手続は それが実施されれば 対象となる団体の観， ，

察・監視を受けないという利益を害するものであるが 破防法及び団体規制法，

は これら審査手続の対象となることによって受ける信教の自由等に対する重，

大な制約を 公共の安全の確保のために必要最小限度において厳格な要件の下，

にのみ許容しているものと解され 審査手続によって得られた情報の利用もそ，

の目的のために必要最小限度でのみ行うべきものと解される 破防法２条及び（

団体規制法２条 。）

また 本件棄却決定及び本件観察処分決定は 上記１のとおり 官報に公示， ， ，

されており 官報公示された本件棄却決定及び本件観察処分決定を見ると 本， ，

件団体の主たる事務所の所在地 代表者の氏名等を始めとして 公安調査庁長， ，



官の処分請求の内容及びその提出に係る証拠書類等の標目 本件団体の意見の，

内容とその提出に係る証拠書類等の標目 同委員会認定に係る各事実関係の内，

容及び認定の根拠，本件団体の意見に対する判断等が明らかにされている。

これらの官報公示は 破防法２４条３項及び団体規制法２４条３項の各規定，

に基づいて行われたものであるが 各項が公安審査委員会の決定を官報公示す，

ることとした趣旨は 決定の性質及び目的にかんがみ 決定の内容及び理由を， ，

官報公示によって広く一般国民に知らせることで 規制手続の公正とこれに対，

する国民の信頼を確保しようとしたことにあるものと解される。

このような官報公示の目的やその性質からすれば，破防法及び団体規制法は，

官報公示される内容の限りにおいて解散指定処分及び公安調査庁長官の観察に

付する処分の請求対象となった団体に関する情報が公にされることについては，

各法の目的のために必要最小限度のものとして予定しているものと言うことが

できる。

そうすると 官報公示された内容を超えて 更に本件団体に関する情報を公， ，

にすることは 本件団体における宗教的活動等を不当に他からの観察・監視に，

さらすだけではなく その具体的内容によっては 他からの誹謗・中傷や暴力， ，

的干渉等を引き起こす可能性があり得るものと認められる。

（２）公安審査委員会の審査事務に関する情報の法５条６号柱書き該当性について

ア 本件対象文書に記載されている情報には 後記のとおり 公安審査委員会の審， ，

査手続において収集，分析，検討されたものが含まれており，このような情報は，

同委員会の審査事務に関する情報に該当する。

，公安審査委員会がどのような観点からどのような審査を行ったかについては

官報公示されている本件棄却決定及び本件観察処分決定に記載されている同委員

会における審査の経過や認定の部分によりある程度明らかにされている上 本件，

団体に対しては，同委員会によって関係書類の一部が提供されている。

しかし 官報公示された各決定において明らかにされている範囲を超えて 公， ，

安審査委員会における個別の審査の内容やその手法等が分かる情報を一般に公す

れば 公安審査委員会がどのような資料を収集分析し どのような事実を認定し， ，

又は認定しなかったかなど 同委員会における審査の手法や観点等がすべて明ら，

かになり 今後審査の対象となるべき団体等に関し その実態を適正に認定する， ，

ことを困難にするおそれがあると言うことができるので このような情報は 法， ，

５条６号柱書きに該当するものと認められる。

イ また 諮問庁は 上記第３の３ ４ のとおり 団体規制法上の意見聴取期日， ， （ ） ，

を公開で行う場合を除き 原則として非公開で行われている公安審査委員会の審，

査手続においては 委員等を含む関係当事者は いずれも手続が非公開であるこ， ，

とを前提として，それぞれ審査手続に関与したものであって，本件対象文書には，



本件団体の活動拠点 資金関係及び同団体構成員の生活状況など いまだ国民一， ，

般に知られておらず また関係当事者において国民一般に知られることを望まな，

い事項が含まれている場合があり これらが公になれば 今後の公安審査員会の， ，

審査にあたり 被請求団体において その活動状況等が公になることを避けるた， ，

め証拠提出を差し控えざるをえなくなり その結果 公安審査委員会が十分に審， ，

査を尽くして厳正かつ的確な判断に至ることができなくなるおそれがあるとして，

このような情報は 公にすることにより 事務の性質上 公安審査委員会の審査， ， ，

事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり 法５条６号に該当する旨説明す，

る。

公安審査委員会の審査手続において収集された被請求団体の活動状況等に関す

る情報は それが当該被請求団体について法５条２号イの不開示情報に該当する，

場合はもちろん 当該被請求団体との関係では同号イの不開示情報に該当すると，

までは言えない場合であっても 当該団体の具体的な活動状況等を示す情報が官，

報公示された内容を超えて一般に公にされる場合があることとなれば 今後の審，

査手続において 被請求団体がその活動状況等に関する情報を示す証拠等を公安，

。審査委員会に提出するのをちゅうちょすることとなる場合がないとは言えない

そうなれば 公安審査委員会においては 十分な資料を収集した上で 破防法及， ， ，

び団体規制法に基づく団体規制の処分を行うか否かを適正に判断することに支障

が及ぶことになると言うことができる。

したがって 上記のように言うことができる被請求団体の活動状況等に関する，

情報についても，法５条６号柱書きに該当するものと認められる。

後記４及び５においては 上記 １ 及び ２ で述べた観点から 本件対象文書， （ ） （ ） ，

の性質及びその具体的記載内容に即して 不開示部分の不開示情報該当性を検討する，

こととする。

４ 破防法関係文書の不開示情報該当性について

（１）審査会議録及び文書２－１（小委員会結果報告）について

ア 審査会議録及び文書２－１は全部不開示とされており 当審査会において各文，

書を見分した結果によれば ①審査会議録は 公安審査委員会において 公安調， ， ，

査庁長官による解散指定処分の請求に理由があるか否かを審査する審査会議を開

催した日時 場所 出席者 会議の項目及び会議の状況等を各審査会議ごとに記， ， ，

載するとともに，当該審査会議における資料を添付するなどしているものであり，

②文書２－１の小委員会結果報告は 上記審査のために同委員会の委員の一部に，

よって行われた小委員会の結果を審査会議において報告するため 小委員会を開，

，催した日時，出席者及びその結果等を各小委員会開催ごとに記載するとともに

当該小委員会における資料を添付するなどしているものである。

イ 上記各文書のうち 審査会議の項目及びその具体的状況並びに小委員会の結果，



等の記載部分と各資料等には 当該審査会議又は小委員会において検討された内，

容が詳細に記載されている 具体的には 審査の経過 処分の各要件に関する審。 ， ，

査の在り方 委員の間で問題とされた事項及び当該事項に関する各種の考え方等，

が記載されており 文書２－１の各記載は その性質上 審査会議録の各記載よ， ， ，

りも具体的かつ詳細なものと言うことができるが いずれについても 上記の各， ，

記載部分又は資料を見れば 同委員会における審査の過程を知ることができるの，

みならず，各委員の立場やその考え方を推測することができるものと認められる。

団体規制法は 処分の請求があったときは 公安審査委員会が公開による意見， ，

聴取を行わなければならないと規定するが これを除き 破防法及び団体規制法， ，

は 同委員会における審議の内容の公開について規定していない このことから， 。

すると 両法とも 同委員会における審査手続は 上記意見聴取を除き非公開と， ， ，

する趣旨と解することができる 上記各文書に記載されている審査会議及び小委。

員会についても いずれも非公開で行われ その具体的内容は官報公示した各決， ，

定においても明らかにされていない このように 同委員会における審査が上記。 ，

意見聴取を除いて非公開とされているのは 同委員会における審査の結果行われ，

る処分が 対象となる団体の利害に重大な影響を及ぼすこととなるものであるこ，

とから，その審査に当たっては，部外の評価等による不当な影響を極力排除して，

各委員が公安調査庁長官や被請求団体から提出された意見書及び資料等を十分に

精査検討し これらに対して忌憚のない意見を相互に自由に述べることで審査を，

尽くすべきことを求めたものと解される。

そうすると 審査会議及び小委員会における審査の具体的内容を 決定後であ， ，

っても公にすることとなれば，上記のような破防法及び団体規制法の趣旨に反し，

官報公示された決定の内容を越えて公安審査委員会における審査の内容のみなら

ず各委員の立場や考え方までもが明らかになり それらが部外での評価 検討の， ，

対象とされることとなる そうなれば 同委員会における審査の対象は 破防法。 ， ，

及び団体規制法に基づいて破壊的団体等に対して団体規制処分を行うか否かとい

う社会的にも重大な関心を集める事柄であって 当該被請求団体の構成員や活動，

状況等に関する個別具体的な資料を含む種々の要素を勘案し 公安調査庁及び被，

請求団体の主張の当否を判断することを要するものであることを考慮すると 今，

後の同委員会における審査において 各委員に 双方の主張や各種の資料等につ， ，

いて忌憚のない意見を自由に述べることを求めるのが困難となるおそれがあるも

のと言うことができる。

また 上記のような審査内容は 上記３ ２ アで述べた理由からも 法５条， ， （ ） ，

６号柱書きの不開示情報に該当するものと認められる。

，したがって，上記各文書のうち，審査の具体的内容が記載されている部分は

全体として これを公にすれば 今後公安審査委員会において適正な審査を行う， ，



ことに支障が及ぶおそれがあり 法５条６号柱書きの不開示情報に該当すると認，

められるので，不開示とするのが妥当である。

ウ 次に 上記各文書から審査の具体的内容が記載された部分を除いたその余の部，

分は 会議の開催日時及び出席者等の審査会議及び小委員会の形式的開催状況を，

示す部分である。

これらの部分は 各審査会議や小委員会における個別の記載のみでは公安審査，

委員会における審査の内容や進行状況を示すものとは言えない しかし 各審査。 ，

会議等についてこれらの記載を開示するとともにその余の記載部分を不開示とし

，た場合には，開示された情報や不開示とされた部分の分量等を総合することで

これまでに一般に公にされていない各審査会議等の開催状況や各審査会議におけ

る審査の在り方等が明らかになり これらの情報と官報公示された内容や同委員，

会においてマスコミにコメントした一定の内容とを照合分析等することで 同委，

員会における審査の個別具体的内容を推測したり これに対する評価検討を行う，

ことが可能となるものと言うことができる 決定後であってもこのような事項を。

公にすることとなれば 今後の同委員会における審査において 各委員において， ，

意見を述べたり 同委員会として審査を進めるに当たっては 事後的に一定の評， ，

価を受ける場合があることを念頭に置かざるを得ないこととなる このような事。

態となれば 上記のような審査対象の性質を考慮すると 同委員会が適正な審査， ，

を行うことに支障が及ぶおそれがあると言うことができる。

したがって 上記各文書は その記載の全体が法５条６号柱書きに該当すると， ，

言うことができ，部分開示すべき部分を認めることはできない。

エ 以上のとおり 審査会議録及び文書２－１の小委員会結果報告についてはその，

，全体が法５条６号柱書きの不開示情報に該当すると認められるので，同条１号

２号イ ４号及び５号該当性について個別に検討するまでもなく 不開示とする， ，

のが妥当である。

（２）文書１－１（委任状）について

文書１－１は 一部開示されており 本件団体の代表者の指印及び代理人４名の， ，

住所が不開示とされている。

まず 本件代表者の指印については 当審査会において上記文書を見分した結果， ，

によれば 同人の指紋の形状を示すものと認められるので 個人に関する情報であ， ，

って特定の個人を識別することができる記述の部分に当たるものと認められる そ。

して 当該指印は 法５条１号ただし書イの法令の規定により又は慣行として公に， ，

され 又は公にすることが予定されている情報とは認められず 同号の不開示情報， ，

に該当すると認められるので，不開示としたのは妥当である。

次に 代理人４名の住所については 当審査会において上記文書を見分した結果， ，

によれば 弁護士である各代理人の事務所所在地 事務所名及びその電話番号が記， ，



載されている 当該所在地等は 当該代理人の職業からすれば 法５条１号の個人。 ， ，

に関する情報には該当せず 同条２号の事業を営む個人の当該事業に関する情報と，

認められ 本件団体に対して破防法に基づく解散指定処分の請求が認められるか否，

かを審査する公安審査委員会の審査手続において 本件団体の代理人として選任さ，

れた弁護士の連絡先を示すものとして記載されているものである。

このような手続における代理人であること及び官報公示された本件棄却決定にも

記載されていないことを考慮すると 弁護士の事務所所在地等について通常行われ，

ている取扱いをしんしゃくしても なお当該所在地等を法に基づき一般に公にすれ，

ば 当該代理人の事業に関しその正当な利益を害するおそれがあることは否定し難，

いものと考えられる したがって 当該所在地等の記載は いずれも同号イの不開。 ， ，

示情報に該当するものと認められ，不開示としたのは妥当である。

（３）文書１－２（意見陳述期日開催決定書）について

ア 文書１－２は 公安調査庁長官の本件団体に対する解散指定処分の請求を受け，

て 公安審査委員会が行った処分の結果について 公安調査庁及び本件団体に対， ，

し意見を述べる機会を与えることを決定した際の決定書であり 同庁に意見を述，

べる機会を与える処分が記載された別紙１及び本件団体に意見を述べる機会を与

える処分が記載された別紙２が，いずれも不開示とされている。

当審査会において上記別紙１及び２を見分した結果によれば 別紙１には ①， ，

破防法２２条２項１号の規定に基づいて公安審査委員会が本件団体 本件団体構，

成員及びその他の第三者から徴した報告書及び意見書についての処分年月日 処，

分結果及び調書番号並びに②同項２号の規定に基づいて本件団体の代理人弁護士

から同委員会に提出された物件の留置年月日 符号番号 品名 数量 提出者及， ， ， ，

び調書番号がそれぞれ記載されている また 別紙２には ③同項１号の規定に。 ， ，

基づいて同委員会が公安調査庁調査官及びその他の第三者から徴した報告書につ

いての処分年月日 処分結果及び調書番号並びに④同項４号の規定に基づいて同，

委員会が公務所から提出を受けた資料についての処分年月日 処分結果及び調書，

番号がそれぞれ記載されている。

イ 上記①から④までに記載されている各報告書等は 公安審査委員会における審，

査の対象とされたものであり その一部については その名称等が官報公示され， ，

た本件棄却決定に記載されており 当該報告書等は 本件棄却決定において同委， ，

員会がした認定の根拠とされたものと認められる これに対して 本件棄却決定。 ，

に記載されていない報告書等は 同委員会における認定の根拠とされなかったも，

のと言うことができる。

そうすると 本件棄却決定に記載されていない報告書等について 上記①の処， ，

分結果の欄 ②の品名の欄 ③の処分結果の欄及び④の処分結果の欄にそれぞれ， ，

記載されている名称等を公にすれば 上記３ ２ アのとおり 明らかにされて， （ ） ，



いない同委員会における審査の手法や観点等が推測されるおそれがあると言うこ

とができる上，②の本件団体提出に係る品名の欄の記載については，上記３

１ のとおり これを公にすれば 本件団体の正当な利益を害するおそれがあ（ ） ， ，

ると言うことができ ひいては上記３ ２ イのとおり 同委員会における適正， （ ） ，

な審査に支障を及ぼすおそれも認められるので これらの名称等は 法５条６号， ，

柱書き及び同条２号イの不開示情報にそれぞれ該当するものと認められる。

これに対して 本件棄却決定に記載された報告書等の名称については 既に官， ，

報によって公にされており 公安審査委員会が当該報告書等について公安調査庁，

，及び本件団体に意見陳述の機会を与えたことは明らかであると認められるので

法５条２号イ及び法５条６号柱書きのいずれの不開示情報にも該当しない。

また 別紙１及び２の報告書等の名称に含まれる個人の氏名については それ， ，

ぞれ法５条１号の個人に関する情報であって特定個人を識別することのできるも

のに当たる このうち 報告書等の名称に含まれる作成者たる本件団体構成員の。 ，

氏名であって本件棄却決定に記載されて官報公示されたものについては 既に公，

にされており 上記①の調書番号１の欄に記載されている第三者の氏名について，

は 文書１－７で既に開示されており 上記④の各公務所の長４名の各氏名につ， ，

いては 慣行として公にされているものと認められるので いずれも同号ただし， ，

書イに該当し 同号の不開示情報には該当しないものと認められる 別紙１及び， 。

２の各報告書等の作成者として記載されている公安調査官の氏名については 本，

件棄却決定に記載されておらず 当審査会において文書１－２を見分した結果に，

よっても，公安調査庁において慣行として公にされてないものと認められるので，

法５条１号の不開示情報に該当すると認められる。

ウ その他 各別紙の表題及び各表の欄の名称 上記①に記載されている処分年月， ，

日及び調書番号 ②に記載されている留置年月日 符号番号 数量 提出者及び， ， ， ，

調書番号 ③に記載されている処分年月日及び調書番号 並びに④に記載されて， ，

いる処分年月日及び調書番号については いずれもこれを公にしても 本件団体， ，

の正当な利益を害するおそれがあるとも 公安審査委員会の審査事務の適正な遂，

行に支障を及ぼすおそれがあるとも言えず 法５条２号イ及び６号柱書きのいず，

れにも該当しない上 各作成者たる個人に関する情報としてみても その作成者， ，

の氏名を除けばその権利利益を害するおそれはなく 法６条２項による部分開示，

すべき部分に当たるので，いずれも開示すべきである。

エ 以上のことから，不開示とされている別紙１及び２のうち，上記①については，

調書番号３ないし１９，５５及び５６の各処分結果欄の記載，上記②については，

符号番号１ないし３２ ３４ないし４２ ４５ないし４７の各品名欄の記載 上， ， ，

記③については 調書番号３４ ３５ ３８及び４４の処分結果欄の記載並びに， ， ，

公安調査官の氏名は，いずれも不開示としたのは妥当であるが，その余の記載は，



いずれも開示すべきである。

（４）文書１－３（意見陳述期日変更等決定書）について

文書１－３は 文書１－２で決定した意見陳述期日を変更するとともに その別， ，

紙１に加えて 公安審査委員会による処分の結果について公安調査庁に意見を述べ，

る機会を与える旨を決定した際の決定書であり 処分の結果を記載している別紙が，

不開示とされている。

当審査会において文書１－３の別紙を見分したところ そこに記載されているの，

は破防法２２条２項２号の規定に基づいて公安審査委員会に提出された物件の留置

年月日 符号番号 品名 数量 提出者及び調書番号であり 当該物件は 本件棄， ， ， ， ， ，

却決定に記載されて官報公示されているので 上記各記載は 上記 ３ 官報公示， ， （ ）

された報告書等について述べたのと同様に 法５条２号イ及び同条６号柱書きのい，

ずれにも該当しないものと認められる。

したがって，文書１－３の別紙は，開示すべきである。

（５）文書１－４（意見陳述期日通知書）について

文書１－４は 文書１－２及び１－３で決定した内容を公安調査庁長官 本件団， ，

体代理人及び本件団体代表者に通知した際の通知書であり いずれも 意見陳述期， ，

日の日時及び場所を記載した本文が開示され 意見を述べる機会を与える公安審査，

委員会の処分の結果を記載した別紙が不開示とされている。

当審査会において上記各別紙を見分した結果によれば そこに記載されている処，

分結果は それぞれ文書１－２及び１－３の別紙に記載された内容と同一のものと，

認められ 上記 ３ で述べたのと同様の記載部分が法５条１号 ２号イ及び６号， （ ） ，

柱書きの不開示情報に該当すると認められる。

したがって 不開示とされている各別紙のうち 上記 ３ 及び ４ で開示す， ， （ ） （ ）

べきであるとした部分と同様の記載部分を，開示すべきである。

（６）文書１－５（意見陳述期日調書）について

ア 文書１－５は 平成８年１２月１６日に行われた意見陳述期日の状況を記載し，

た文書であり，当審査会において見分した結果によれば，１枚目に事件名，日時，

場所 出頭者 公安審査委員会において関与した者 期日の経過の要領 調書作， ， ， ，

，成日及び作成者が記載されており，２枚目以降が期日の概要の記載された別紙

速記録及び資料となっている。

。このうち，１枚目の出頭者の住所と２枚目以降の全部が不開示とされている

イ １枚目に記載された出頭者の住所のうち 本件団体代表代行である個人の住所，

については 個人に関する情報であって特定個人を識別することできる記述の部，

分に当たり 官報公示された本件棄却決定にも記載されておらず 法５条１号た， ，

だし書イに該当すると認めることはできず 同号の不開示情報に該当するものと，

認められる。



また 本件団体代理人である弁護士の住所については 上記 ２ で述べたと， ， （ ）

おり，法５条２号イの不開示情報に該当すると認められる。

したがって，上記住所については，いずれも不開示としたのは妥当である。

ウ 別紙 速記録及び資料については 官報公示された本件棄却決定を見ると 意， ， ，

見陳述期日開催の事実が記載されているが 当審査会において文書１－５を見分，

した結果によれば 上記別紙に記載された期日の概要のうち 第１項には 手続， ， ，

の時間的経過が記載されているのみである。

これに対して 第２項には 官報に公示されていない意見陳述期日における公， ，

安調査庁及び本件団体の具体的対応が記載されており 速記録及び資料において，

は 出頭した公安調査庁職員及び本件団体の代理人らの具体的な発言内容や行動，

等が記載されている。

したがって 別紙の第２項以下と速記録及び資料については これを公にした， ，

場合には 官報公示された内容を超えて具体的かつ詳細な意見陳述期日の経過が，

明らかとなるものであり 全体として官報公示されていない本件団体の具体的活，

動状況や弁明手続における行動及び公安調査庁による調査の具体的内容等を含む

ものと言うことができ 上記３ １ 及び ２ で述べた理由により 法５条２， （ ） （ ） ，

号イ及び６号柱書きに該当するものと認められるので 不開示としたのは妥当で，

ある。

これに対して 別紙のうち冒頭から第１項までの記載部分については 意見陳， ，

述期日の手続の経過の概略を時系列に従って記載したものであり 法５条２号イ，

及び同条６号柱書きのいずれの不開示情報にも該当しないと認められ そこに記，

載されている本件団体の代表代行及び代理人の氏名並びに公安調査庁職員の氏名

，も，既に上記１枚目で開示されていることから法５条１号ただし書イに該当し

同号の不開示情報には該当しないと認められる。

したがって，別紙の冒頭から第１項までの記載部分は，開示すべきである。

（７）文書１－６（意見陳述期日の出席者についての通知）について

文書１－６は 本件団体代理人が 公安審査委員会に対し 意見陳述期日への出， ， ，

席予定者等を通知した際の文書であり 代理人弁護士の連絡先が不開示とされてい，

る。

代理人弁護士の連絡先については 上記 ２ で述べたとおり 法５条２号イの， （ ） ，

不開示情報に該当すると認められるので，不開示としたのは妥当である。

（８）文書１－７（調書１の報告書入手調書）について

文書１－７は 特定宗教団体破産管財人たる弁護士から入手した報告書に係る調，

書であり，１枚目の事務所所在地及び２枚目以降が不開示とされている。

１枚目の事務所所在地については 官報公示された本件棄却決定に記載されてお，

らず 上記 ２ で述べたとおり 法５条２号イの不開示情報に該当すると認めら， （ ） ，



れるので，不開示としたのは妥当である。

２枚目は調書本文の処分の要領欄に記載されている別紙であり 当審査会におい，

て見分した結果によれば 公安審査委員会が上記破産管財人から参考人として報告，

書の提出を受けた経過が記載されているのみであって 同委員会における審査の観，

点や手法等が記載されているものではなく 本件団体の活動状況等が記載されてい，

るものとも言えない また 破産管財人に関する情報としても 弁護士という職業。 ， ，

からして 個人に関する情報には該当せず 事業を営む個人の当該事業に関する情， ，

報と言うことができるが 既に当該破産管財人が同委員会に報告書を提出したこと，

は開示されており，その正当な利益を害するおそれはない。したがって，２枚目は，

法５条１号 ２号イ ６号柱書きのいずれの不開示情報にも該当せず 開示すべき， ， ，

である。

３枚目については 公安審査委員会が上記破産管財人に報告書の提出を求めた際，

の依頼文書である このうち 記までの記載部分は 公安審査委員会から上記破産。 ， ，

管財人に対して報告書の提出を求めることが記載されているのみであり 同委員会，

委員長の氏名及び同破産管財人の氏名も既に公にされているものと認められるので，

法５条６号柱書き 同条１号及び同条２号のいずれの不開示情報にも該当せず 開， ，

示すべきである。

これに対して ３枚目の記に続く記載部分には どのような観点から報告書を求， ，

めたかが明らかになる記載がされており 官報公示された本件棄却決定に記載され，

ていないことからすると 上記３ ２ で述べたとおり 法５条６号柱書きの不開， （ ） ，

示情報に該当するものと認められ，不開示とするのが妥当である。

４枚目以降は 上記破産管財人からの報告書であり その内容は本件団体の活動， ，

状況等を具体的に示すものであって 官報公示された本件棄却決定に記載されてお，

らず 上記３ １ 及び ２ で述べたとおり 法５条２号イ及び同条６号柱書き， （ ） （ ） ，

の不開示情報に該当すると認められるので，不開示としたのは妥当である。

（９）文書１－８（調書２の報告書入手調書）について

，文書１－８は，本件団体が職権発動による取調べをするよう求めたのを受けて

公安審査委員会が本件団体構成員たる特定個人作成に係る陳述書を徴したことに係

る調書であり，１枚目の生年月日及び住居と２枚目以降が不開示とされている。

上記生年月日及び住居については 個人に関する情報であって特定の個人を識別，

することができる記述の部分に当たり 官報公示された本件棄却決定に記載されて，

おらず 法５条１号ただし書イに該当しないので 同号の不開示情報に該当し 不， ， ，

開示としたのは妥当である。

２枚目以降は 特定個人の陳述書であり 当審査会において見分した結果によれ， ，

ば 本件団体の活動状況等が具体的かつ詳細に記載されており 上記３ １ で述， ， （ ）

べたとおり 全体として法５条２号イの不開示情報に該当すると認められ 上記３， ，



２ で述べたとおり 同条６号柱書きの不開示情報にも該当すると認められるの（ ） ，

で，同条１号該当性を判断するまでもなく，不開示としたのは妥当である。

（１０）文書１－９（調書２１の資料入手調書）について

文書１－９は 公安審査委員会が 内閣内政審議室に対し資料の提出を求めて同， ，

審議室から受理した資料に係る調書である。

１枚目は開示されており 当審査会において見分した結果によれば ２枚目の公， ，

安審査委員会委員長が内閣内政審議室長にあてた依頼文書 ３枚目の同室長が同委，

員長にあてた回答文書 ４枚目以降の提出に係る資料が いずれも不開示とされて， ，

いる。

２枚目及び３枚目のうち 記までの各記載部分は 公安審査委員会委員長と内閣， ，

内政審議室長との間の依頼及び回答の状況が記載されているのみであり 同委員長，

の氏名及び同室長の氏名は慣行として公にされているものと認められるので 法５，

条６号柱書き 同条１号及び同条２号のいずれの不開示情報にも該当せず 開示す， ，

べきである。

これに対して ２枚目及び３枚目の記に続く各記載部分には どのような観点か， ，

ら報告書を求めたかが明らかになる記載がされており 官報公示された本件棄却決，

定に記載されていないことからすると 上記３ ２ で述べたとおり 法５条６号， （ ） ，

柱書きの不開示情報に該当するものと認められ，不開示とするのが妥当である。

４枚目以降は 内閣内政審議室から提出された資料であり 本件団体の活動に対， ，

する各種の対応状況等が記載されており その内容は官報公示された本件棄却決定，

に記載されておらず 上記３ １ 及び ２ で述べたとおり 法５条２号イ及び， （ ） （ ） ，

同条６号柱書きの不開示情報に該当すると認められるので 不開示としたのは妥当，

である。

（１１）文書１－１０（調書２２及び２４の資料入手調書）について

文書１－１０は 公安審査委員会が法務省刑事局及び東京拘置所に対して提出を，

求めた資料に係る調書２通からなるものであり 当審査会において見分した結果に，

よれば それぞれ１枚目が開示され ２枚目以降の依頼文書 回答文書及び提出に， ， ，

係る資料がいずれも不開示とされている。

上記 １０ で述べたのと同様の理由により 各依頼文書の記までの部分及び回（ ） ，

答文書は開示すべきであるが 各依頼文書の記に続く記載部分及び各回答文書に別，

紙として添付されて提出された資料を不開示としたのは妥当である。

（１２）文書１－１１（調書２３の資料入手調書）について

文書１１は 公安審査委員会が警察庁に対して提出を求めた平成８年版警察白書，

に係る調書であり １枚目の調書本文 ２枚目の依頼文書 ３枚目の回答文書は開， ， ，

示されており，上記警察白書が，行政文書に該当しないとして不開示とされている。

警察白書は 異議申立人が主張するように現時点において容易に入手することが，



できないとしても，法２条２項１号の白書に該当し，行政文書に該当しないので，

不開示としたことは妥当である。

１３ 文書１－１２及び１－１３ 調書２５ないし２７の報告書入手調書 について（ ） （ ）

文書１－１２及び１－１３は 本件団体構成員３名からの報告書の入手調書３通，

であり それぞれ 調書本文の本件団体構成員の住居 依頼書及び回答書 添付資， ， ， （

料がある場合は，当該添付資料を含む。以下，本項において同じ ）が不開示とさ。

れている。

本件団体構成員３名の住居は いずれも個人に関する情報であって特定個人を識，

別することのできる記述の部分に当たり 慣行として公にされているとは言えず法，

，５条１号ただし書イに該当しないので，同号の不開示情報に該当すると認められ

不開示としたのは妥当である。

各依頼書については 上記 １０ で述べたのと同様の理由により 記までの記， （ ） ，

載部分はいずれも開示すべきであるが 記に続く記載部分はいずれも不開示とした，

のは妥当である。

各回答書については 当審査会において見分した結果によれば いずれにも当該， ，

回答書を作成した本件団体構成員の連絡先や経歴等が記載されており 当該記載は，

法５条１号の個人に関する情報に該当し 同号ただし書イに該当しないものと認め，

られ 当該個人の氏名が既に開示されているので法６条２項による部分開示もでき，

ず 当該氏名のみを開示しても有意とは言えない また 本件団体の活動状況等が， 。 ，

具体的かつ詳細に記載されており 上記３ １ で述べたとおり 全体として法５， （ ） ，

条２号イの不開示情報に該当し 上記３ ２ で述べたとおり 同条６号柱書きに， （ ） ，

も該当すると認められる したがって 同条４号該当性を判断するまでもなく 不。 ， ，

開示としたのは妥当である。

なお 文書１－１３の調書２６の回答書には 押収品目録交付書の写しが添付さ， ，

れており 当該文書は捜査の過程で作成された文書であって 刑事訴訟法５３条の， ，

２が訴訟に関する書類を法の適用の対象から除外した趣旨からすれば それが写し，

であっても検察官以外のものが保有する場合であっても 同様に同条により法の適，

用の対象から除外されるものと解されるので 同交付書写しは法の適用対象となら，

ないものと認められ，不開示としたのは妥当である。

１４ 文書１－１４ 調書２８ないし３３ ３６ ３７ ３９ないし４３ ４５ない（ ） （ ， ， ， ，

し４８の報告書入手調書）について

ア 文書１－１４は 公安調査庁長官から 職権を発動して同庁調査官作成の調査， ，

書の取調べをするよう求められ 公安審査委員会が同調査書を徴した決定をした，

際の調書であり 別添の調査書についてはすべて同庁長官に移送されており ６， ，

６号決定においては 合計１７通の調書本文のみについて一部開示とされ 公安， ，

調査官の氏名が不開示とされた。



当審査会において上記各調書本文を見分した結果によれば 不開示とされてい，

る公安調査官の氏名は 個人に関する情報であって特定の個人を識別することが，

できることとなる記述の部分に当たり いずれも当時の大蔵省印刷局発行の職員，

録に記載されておらず 同庁において慣行として公にされているものとは認めら，

れないので 法５条１号ただし書イには該当せず 同号の不開示情報に該当する， ，

ものと認められることから，不開示としたのは妥当である。

イ この点について 異議申立人は 破防法３４条の規定がある以上 公安調査官， ， ，

は その職務上のことについては氏名等についてのプライバシーの保護は及ばな，

いと解釈されるべきであり その氏名は 法５条１号ただし書イの法令の規定に， ，

より公にされ 又は公にすることが予定されている情報に該当すると解釈される，

べきであり，不開示情報には該当しない旨主張する。

しかし 破防法３４条の規定する公安調査官の証票の呈示義務は いずれも公， ，

安調査官の調査に関し規定されており 特定の調査書を作成した公安調査官の氏，

名につき 法令の規定により公にすることが予定されているということはできな，

い上 実際に 調査に際して同条に基づいて証票の呈示が行われたとしても そ， ， ，

のことをもって，その氏名が一般に公にされたと言うこともできない。

そして 公安調査官が 破防法及び団体規制法の規定に基づく任意調査を行う， ，

立場にあり 任意調査は その性質上 原則として調査対象の団体に対して調査， ， ，

の実施の有無や対象及び方法等を秘匿しつつ行わざるを得ないと解されることか

らすると 上記のとおり 当時の職員録に掲載されていない上記公安調査官の氏， ，

名については これを慣行として公にすることが予定されているものと言うこと，

はできない。

よって，異議申立人の上記主張を認めることはできない。

１５ 文書１－１５ １－１６及び１－１７ 調書５０ ５２ ５４ ５１及び５３（ ） ， （ ， ， ，

の報告書入手調書）について

文書１－１５ １－１６及び１－１７は いずれも被請求団体の提出した報告書， ，

を徴することを決定した際の調書であり 調書本文は開示されているが 提出され， ，

た報告書は，いずれも不開示とされている。

不開示とされている各報告書については 当審査会において見分した結果によれ，

ば いずれも官報公示された本件棄却決定に記載されていない本件団体の活動状況，

等が詳細に記載されているものであり 上記３ １ で述べたとおり 法５条２号， （ ） ，

イの不開示情報に該当するものと認めら 上記３ ２ で述べたとおり 同条６号， （ ） ，

柱書きの不開示情報にも該当すると認められるれるので 不開示としたのは妥当で，

ある。

なお 文書１－１７の調書５３の回答書には 押収品目録交付書の写しが添付さ， ，

れており 同交付書の写しは 上記 １３ で述べたとおり 刑事訴訟法５３条の， ， （ ） ，



２の訴訟に関する書類に該当すると認められるので 法の適用対象とならず 不開， ，

示としたのは妥当である。

（１６）文書１－１８（調書５９の報告書入手調書）について

文書１８は 公安審査委員会が警察庁に対し報告を求めることを決定して同庁か，

ら報告書を受理した際の調書であり 調書本文は開示されているが 依頼文書 回， ， ，

答文書の本文及び別紙がいずれも不開示とされている。

上記 １０ で述べたのと同様の理由により 依頼文書の記までの部分及び回答（ ） ，

文書の本文は開示すべきであるが 依頼文書の記に続く記載部分及び回答文書の別，

紙として添付されて提出された資料は不開示としたのは妥当である。

（１７）文書１－１９（申入書）及び２０（意見書）について

文書１－１９は 本件団体の申入書４通であり 文書１－２０は 本件団体の公， ， ，

安審査委員会に対する意見の記載された文書であり いずれも代理人弁護士の連絡，

先の記載部分が不開示とされている。

当審査会において上記各文書を見分した結果によれば，不開示とされた部分には，

代理人弁護士の事務所の所在地や電話番号等が記載されており 当該記載は 上記， ，

，（２）で述べたとおり，法５条２号イの不開示情報に該当すると認められるので

不開示としたのは妥当である。

（１８）文書２－２（意見書）について

ア 文書２－２は 本件団体から提出された意見書であり その全部が不開示とさ， ，

れている。

当審査会において見分した結果によれば 上記意見書には 公安調査庁長官に， ，

よる解散指定処分の請求に対する本件団体の意見が詳細に記載されており 本件，

団体提出に係る証拠についても その内容や証明すべき事項を個別に記載してお，

り 全体として 上記請求に対する本件団体の考え方を詳細に示すものであると， ，

同時に 本件団体の活動状況等を具体的かつ詳細に示すものであると認めること，

ができる。

官報公示された本件棄却決定においては 公安調査庁長官の請求に対する本件，

団体の意見の一部の概要が記載されているが 上記意見書に記載されているよう，

な詳細かつ具体的な意見は明らかにされていない。

そうすると 上記３ １ で述べたとおり 上記意見書の記載は 法５条２号， （ ） ， ，

イの不開示情報に該当するものと認められると同時に その詳細かつ具体的内容，

に照らすと，これを一般に公にすることとすれば，上記３（２）で述べたとおり，

。今後の公安審査委員会における適正な審査に支障が及ぶおそれも否定できない

イ この点について 異議申立人は 後記５の団体規制法関係文書については 官， ， ，

報公示された本件観察処分決定において 本件団体の意見書が掲載されているこ，

。とから，文書２－２についても，法５条６号該当性は認められない旨主張する



本件観察処分決定には 異議申立人の指摘するとおり 本件団体の意見書が掲， ，

載されていることが認められる しかし 公安審査委員会においては 破防法が。 ， ，

決定の官報公示を求めた趣旨にかんがみて 同法の解散指定処分の請求について，

審査した上で本件棄却決定を行い その内容を官報に公示したものであり 当該， ，

内容を越えてさらに本件団体の主張等を明らかにすることとなれば，上記３

２ で述べたような審査に支障が及ぶおそれは否定できないものと言わざるを（ ）

得ず このことは 別個の手続において別個の観点から作成された観察処分決定， ，

の内容によって左右されるものとは言えない。

ウ また 上記意見書には 表題 その作成者たる本件団体の表示 本件団体の代， ， ， ，

表者の表示 代理人の表示及び提出先の公安審査委員会委員長の表示があり こ， ，

れらの記載については 法５条２号イ及び同条６号柱書きのいずれの不開示情報，

にも該当せず 個人に関する情報としても 代表者の署名及び指印並びに代理人， ，

の印影を除き 法５条１号及び同条２号イのいずれの不開示情報にも該当しない，

ものと認められるが 上記意見書が本件団体から同委員会に提出されたことは既，

に明らかである以上，上記各記載のみでは有意とは言えない。

オ したがって，文書２－２の意見書を不開示としたのは妥当である。

（１９）文書２－３及び２－４（接見禁止決定解除申立及び解除決定）について

文書２－３及び２－４は 公安審査委員会委員長の東京地裁に対する本件団体代，

表者の接見等禁止決定の一部解除申立書及び同申立てに対する同地裁の接見等禁止

一部解除決定である。

，接見等禁止は，刑事訴訟法８１条の規定する裁判所の決定に基づくものであり

これを解除する決定も 同条の規定する裁判所の権限に基づいて行われるものと解，

されることからすれば 当該裁判所の権限の発動を求める上記申立書及び上記接見，

等禁止の一部解除の決定書は いずれも刑事訴訟法５３条の２の規定する訴訟に関，

する書類に該当するものと認められ 上記 １３ で述べたとおり それを検察官， （ ） ，

以外のものが保有する場合であっても 同様に同条により法の適用の対象から除外，

されるものと解される。

したがって 文書２－３及び２－４については いずれも法が適用されず 不開， ， ，

示としたのは妥当である。

（２０）文書２－５（証拠申出書）について

文書２－５は 本件団体が公安審査委員会に提出した証拠申出書２通であり い， ，

ずれもその全部が不開示とされている。

当審査会において上記各証拠申出書を見分した結果によれば 上記各証拠申出書，

には 本件審査における本件団体の考え方 証拠の具体的内容及びその立証趣旨等， ，

が詳細に記載されており その内容を見れば 本件団体の活動状況等を知ることが， ，

できるものであって その内容は 官報公示された本件棄却決定には記載されてい， ，



ないものと認められる。

したがって 上記 １８ の意見書と同様に その記載内容は 法５条２号イ及， （ ） ， ，

び同条６号柱書きに該当するものと認められ 作成者及びあて先のみでは有意とは，

言えないので，その全部を不開示としたことは妥当である。

（２１）文書２－６（取調決定書）について

ア 文書２－６は 公安審査委員会が破防法２２条２項に定める処分を決定した際，

の決定書であり，いずれも全部が不開示とされている。

当審査会において見分した結果によれば 文書２－６は ①特定宗教団体の破， ，

産管財人から報告書を徴することの決定書 ②特定個人作成の文書を徴すること，

の決定書 ③本件団体が任意に提出した物件を留置することの決定書３通 ④内， ，

閣内政審議室 法務省刑事局 警察庁及び東京拘置所から資料の提出を求めるこ， ，

との決定書４通 ⑤本件団体構成員３名から報告書を求めることの決定書 ⑥公， ，

安調査庁公安調査官作成の調査書を徴することの決定書 ⑦本件団体作成の報告，

書４通を徴することの決定書，⑧本件団体作成の書面を徴することの決定書２通，

⑨特定個人が任意に提出した物件を留置することの決定書 ⑩行政機関に対し報，

告又は資料の提出を求めることの決定書からなるものである。

イ 上記①の決定書の本文には 各委員の職名並びに署名及び印影が記載されてお，

り これらの記載は 個人に関する情報であって特定の個人を識別することがで， ，

きる記述の部分に該当するが いずれも公安審査委員会委員としての職務遂行上，

記載又は押なつされたものであることからすると その職名は法５条１号ただし，

書ハに該当し その署名及び印影についても その氏名が慣行として公にされて， ，

いるものである以上 法５条１号ただし書イに該当すると認められるので いず， ，

れも同号の不開示情報には該当しない。

また 上記本文の前文 決定内容及びその他の記載事項は いずれも文書１－， ， ，

，７の報告書入手調書で既に開示されて明らかにされているものと認められる上

当該報告書については官報公示された本件棄却決定にもその存在が記載されてい

。ることから，法５条６号柱書きの不開示情報には該当しないものと認められる

したがって，決定書本文は，開示すべきである。

しかし 別紙には 公安審査委員会が当該破産管財人に報告を求めた事項が記， ，

載されており 上記 ８ で述べた文書１－７の３枚目の記に続く記載部分と同， （ ）

様に，不開示としたのは妥当である。

ウ 上記②の決定書の本文については 各委員の署名押印は上記イと同様の理由に，

より不開示情報に該当せず 前文 決定内容及びその他の記載は 取調べを決定， ， ，

した資料の種類等が記載されているのみであり 本件団体の具体的活動状況を示，

すものとも，公安審査委員会における審査の手法や観点等を示すものとも言えず，

法５条２号イ及び同条６号柱書きのいずれにも該当しないので 決定書本文は開，



示すべきである。

別紙には 特定個人作成の文書の作成年月日 標目等 作成者及び備考の各欄， ， ，

にそれぞれ記載がされており 冒頭の文書の存在及びその作成者は官報公示され，

た本件棄却決定に記載されており 上記 ９ で述べた一部開示されている文書， （ ）

１－８が当該文書に係る入手調書であるが その他の文書については本件棄却決，

定に記載されていないものと認められる。

，したがって，上記（３）で文書１－２について述べたのと同様の理由により

冒頭の文書を除くその他の文書の文書標目等及び作成者の各欄の記載は いずれ，

。も不開示としたのは妥当であるが，その余の部分はいずれも開示すべきである

エ 上記③の各決定書本文については 上記ウと同様の理由により いずれも開示， ，

すべきである。

各別紙には 本件団体の提出した物件について 番号 品名 数量 提出者及， ， ， ， ，

び備考 本件団体の付した証拠番号 の各欄にそれぞれ記載がされており これ（ ） ，

らの物件は 官報公示された本件棄却決定に記載されているものと記載されてい，

ないものとに分けることができる。

したがって 上記 ３ 及び ４ で文書１－２及び１－３について述べたの， （ ） （ ）

と同様の理由により 各別紙のうち 作成順で１通目の決定書別紙の番号１ない， ，

し３２ ３４ないし４２ ４５及び４６の各品名の記載 同２通目の決定書別紙， ， ，

の品名の記載は いずれも不開示としたのは妥当であるが これらの記載を除い， ，

たその余の部分は，いずれも開示すべきである。

オ 上記④の各決定書の本文には 公安審査委員会が上記各行政機関から資料の提，

出を受けた事実が記載されているが 当該事実は 官報公示された本件棄却決定， ，

に記載されており その余の記載も上記ウと同様の理由により不開示情報に該当，

しないので，決定書本文は，いずれも開示すべきである。

警察庁に対して資料の提出を求めた決定書には別紙が添付されていないが 内，

閣内政審議室 法務省刑事局及び東京拘置所に対するものには 別紙が添付され， ，

，ている。各別紙には，資料の提出を求めた事項が具体的に記載されているので

上記 １０ 及び １１ で文書１－９及び１－１０について述べたのと同様の（ ） （ ）

理由により，別紙を不開示としたのは妥当である。

カ 上記⑤の決定書の本文には 公安審査委員会が本件団体の構成員３名から報告，

書の提出を受けた事実が記載されているが 当該事実は 官報公示された本件棄， ，

却決定に記載されており その余の記載も上記ウと同様の理由により不開示情報，

に該当しないので，決定書本文は開示すべきである。

別紙には 各構成員に報告書の提出を求めた事項が具体的かつ詳細に記載され，

ているので 上記 １３ で文書１－１２および１－１３について述べたのと同， （ ）

様に，不開示としたのは妥当である。



キ 上記⑥の決定書本文については 上記ウと同様の理由により 開示すべきであ， ，

る。

別紙には 公安調査官作成の調査書の作成年月日 作成者及び備考の各欄があ， ，

，り，備考欄には一部の調査書について，その内容が記載されている。各記載は

上記 ３ で述べた文書１－２の別紙２の③部分に対応するものであるので そ（ ） ，

れと同様に 作成者たる公安調査官の氏名及び備考欄の記載のある部分を不開示，

としたのは妥当であるが，その余の部分は，いずれも開示すべきである。

。ク 上記⑦の決定書については，上記ウと同様の理由により，開示すべきである

別紙には 作成年月日及び報告書の表題の各欄がある 作成年月日及び報告書， 。

の表題の各記載は 上記 ３ で述べた文書１－２の別紙１の①部分に対応する， （ ）

記載があり いずれも官報公示された本件棄却決定に記載されているものである，

ので，別紙も開示すべきである。

ケ 上記⑧の各決定書のうち 本件団体作成の書面１通に係るものに記載されてい，

る公安審査委員会が当該書面の提出を受けた事実は 官報公示された本件棄却決，

定に記載されており その余の記載も上記ウと同様の理由により不開示情報に該，

当しないので，当該決定書は，開示すべきである。

これに対して 本件団体作成の書面２通に係るものに記載されている公安審査，

委員会が当該各書面の提出を受けた事実は 官報公示された本件棄却決定に記載，

されておらず 上記３ １ 及び ２ で述べたとおり 当該情報は法５条２号， （ ） （ ） ，

イ及び同条６号柱書きの不開示情報に該当し 当該記載を除くと その余の記載， ，

のみでは有意とは言えないので，不開示としたのは妥当である。

コ 上記⑨の決定書本文については 当該物件を提出した者の氏名が記載されてお，

り 当該記載は 個人に関する情報であって特定の個人を識別することができる， ，

ものに当たるが その職は法５条１号ただし書ハに該当し その氏名についても， ，

慣行として公にされているものであって同号ただし書イに該当するので 同号の，

不開示情報に該当せず その余の記載も上記ウと同様の理由により不開示情報に，

該当しないので，決定書本文は開示すべきである。

別紙には 物件の番号 品名 数量 提出者が記載されており 公安審査委員， ， ， ， ，

会が当該物件の提出を受けた事実は官報公示された本件棄却決定に記載されてい

るため 当該情報は法５条６号柱書きの不開示情報に該当せず 提出者の記載も， ，

上記本文と同様に法５条１号の不開示情報に該当しないので 別紙も開示すべき，

である。

サ 上記⑩の決定書の本文には 公安審査委員会が行政機関に報告又は資料の提出，

を求めることを決定した旨が記載されている その結果提出された報告書につい。

ては官報公示された本件棄却決定に記載されているので 当該記載は法５条６号，

柱書きの不開示情報に該当せず その余の記載も上記ウと同様の理由により不開，



示情報に該当しないので，決定書本文は開示すべきである。

別紙には 公安審査委員会が上記行政機関に報告又は資料の提出を求めること，

とした事項が具体的かつ詳細に記載されており 当該事項は官報公示された本件，

棄却決定に記載されていないことから 当該情報は 上記３ ２ で述べたとお， ， （ ）

り 法５条６号柱書きの不開示情報に該当すると認められるので 不開示とした， ，

のは妥当である。

（２２）文書２－７（報告書入手調書及び留置調書）について

ア 文書２－７は全部不開示とされており 当審査会において見分した結果によれ，

ば ①公安審査委員会が特定個人作成の文書を徴した際の入手調書 当該文書添， （

，付のもの）１７通，②本件団体が同委員会に物件を提出した際の留置調書３通

③本件団体が同委員会に文書を提出した際の入手調書 当該文書添付のもの ２（ ）

通 ④特定個人の任意提出書及び当該提出に係る物件の留置調書からなるもので，

ある。

イ 上記①の入手調書１７通 調書３ないし１９ は 上記 ２１ ウで述べた文（ ） ， （ ）

書２－８の決定書の別紙に記載された文書のうち 官報公示された本件棄却決定，

に記載されていないものに対応するものであるので 各入手調書に記載されてい，

る文書の作成者の氏名 職業及び住居は法５条１号ただし書イに該当せず 同号， ，

の不開示情報に該当するとともに 当該特定個人作成に係る文書の種類及び当該，

文書自体は 上記３ １ 及び ２ で述べたことから 法５条２号イ及び同条， （ ） （ ） ，

６号柱書きの不開示情報に該当するものと認められる。

上記各部分を除くと その余の部分は有意と言うことができず 上記①の各入， ，

手調書は，不開示としたのは妥当である。

ウ 上記②の留置調書３通 調書２０ ４９ ５７ は 上記 ２１ エで述べた（ ， ， ） ， （ ）

文書２－６の決定書に記載された物件に対応するものである。

各留置調書の本文の提出者欄に記載された本件団体代理人の氏名 職業及び住，

所は 上記 ２ で述べたとおり 事業を営む個人の当該事業に関する情報に該， （ ） ，

当し 氏名及び職業の記載は法５条２号イに該当せず 開示すべきであるが 事， ， ，

務所の記載は，同号イに該当し，不開示としたのは妥当である。

処分に関与した者の欄に記載された公安審査委員会委員の職及び氏名は 法５，

条１号ただし書ハ及びイに該当し 同号の不開示情報に該当しないので 開示す， ，

べきである。

調書作成者として署名及び印影が記載されている委員及び法務事務官について

は いずれもその氏名は慣行として公にされているものと認められるので 上記， ，

（２１）イで述べたのと同様の理由により，開示すべきである。

その他の調書番号 表題 事件名 処分の要領の記載及び作成日付は いずれ， ， ， ，

の不開示情報にも該当せず，開示すべきである。



各留置物件目録の記載については 上記 ２１ エで述べた文書２－６の各決， （ ）

定書の記載と同一であるので 各品名欄の記載のうち 上記 ２１ エで当審査， ， （ ）

会が不開示としたのは妥当と判断した部分に対応する記載については これらを，

。不開示としたのは妥当であるが，その余の部分は，いずれも開示すべきである

エ 上記③の各入手調書は 上記 ２１ ケで不開示としたのは妥当であると判断， （ ）

した文書２－６の決定書に対応するものであるので 同様の理由により 不開示， ，

としたのは妥当である。

オ 上記④の任意提出書及び留置調書は 上記 ２１ コで開示すべきと判断した， （ ）

文書２－６の決定書に対応するものである。

任意提出書の提出者欄には特定個人の住居 電話番号及び氏名が 留置調書本， ，

文の提出者欄のには特定個人の氏名 職業及び勤務地が 留置物件目録には提出， ，

者の住居・氏名が記載されているが 氏名及び職業については 法５条１号ただ， ，

し書イ及びハに該当し 住居には勤務地が記載されており 電話番号も勤務先の， ，

ものであることが明らかであって 勤務地及び電話番号についても同号ただし書，

イに該当すると認められるので，いずれも開示すべきである。

その他の記載についても 上記 ２１ コ及び上記ウで述べたのと同様の理由， （ ）

により，いずれも開示すべきである。

（２３）文書２－８（留置物件４３，４８）について

文書２－８の留置物件４３は 本件団体提出に係る書類であり 同４８は 同じ， ， ，

くビデオテープであって いずれも官報公示された本件棄却決定にその品名が記載，

されているものであるが いずれの留置物件についても その具体的内容までは本， ，

件棄却決定に記載されていない。

当審査会において見分した結果によれば いずれも本件団体の活動状況等を示す，

ものと言うことができるので 上記３ １ 及び ２ で述べたとおり 法５条２， （ ） （ ） ，

号イ及び同条６号柱書きの不開示情報に該当するものと認められ 不開示としたの，

は妥当である。

（２４）文書２－９（留置物件４４，４９）について

文書２－９の留置物件４４は 市販された書籍であり 同４９は官報号外であっ， ，

て，いずれも法の適用対象外であるとして，不開示とされている。

上記書籍及び官報号外は 法２条２項１号に該当するものと認められるので い， ，

。ずれも法の適用対象となる行政文書には該当せず，不開示としたのは妥当である

（２５）文書２－１０（留置物件３３）について

文書２－１０の留置物件３３は 冒頭陳述書の写しであり 法の適用対象外であ， ，

るとして，不開示とされている。

冒頭陳述書は刑事訴訟の公判手続において検察官が作成し 裁判所に提出される，

ものであって，刑事訴訟法５３条の２の訴訟に関する書類に該当する。上記（１



３）で述べたのと同様に，その写しを検察官以外のものが保有する場合であっても，

同様に同条により法の適用の対象から除外されるものと解されるので 冒頭陳述書，

写しは法の適用対象とならないものと認められ，不開示としたのは妥当である。

（２６）文書２－１１（その他の留置物件）について

文書２－１１の各留置物件は いずれも本件団体が公安審査委員会に提出したも，

のであって，全部不開示とされている。

上記各留置物件については その品名及び内容はいずれも官報公示された本件棄，

却決定に記載されていないが 本件棄却決定に記載された物件の符号番号からおお，

よその数量等は推測することができるものである。

また 本件対象文書の中で言えば 上記 ３ で述べた文書１－２の意見陳述期， ， （ ）

日通知書の別紙１ 上記 ４ で述べた文書１－３の意見陳述期日変更等決定書の， （ ）

， （ ） ， （ ）別紙 上記 ５ で述べた文書１－４の意見陳述期日通知書の別紙 上記 ２１

エで述べた文書２－６の③の各決定書及び上記 ２２ ウで述べた文書２－７の各（ ）

留置調書に，上記各留置物件の品名及び数量が記載されている。

これらの文書における上記各留置物件に対応する物件の記載については それぞ，

れ上記各項において その品名については不開示とすべきものであるが その数量， ，

や提出者等については開示すべきものとの当審査会の判断を示しているものである。

当審査会において上記各留置物件を見分したところによれば 本件団体がどのよ，

うな観点で証拠物件を選択して提出したかが明らかになるものであって その内容，

は本件団体の活動状況を直接かつ具体的に示すものと言うことができる。

したがって 上記各留置物件を公にすることとなれば これまで明らかにされて， ，

いない本件団体の活動状況等が明らかになるのみならず 同委員会が今後の審査手，

続において被請求団体から十分な資料の提出を受けて適正な審査を行うことに支障

を及ぼすおそれがあると言うことができ，上記３（１）及び（２）で述べたとおり，

，法５条２号イ及び同条６号柱書きの不開示情報に該当するものと認められるので

各物件の品名も含めて，その全部を不開示としたことは妥当である。

５ 団体規制法関係文書の不開示情報該当性について

（１）審査会議録について

審査会議録は全部不開示とされている。

当審査会において見分した結果によれば 審査会議録は 公安審査委員会におい， ，

て 公安調査庁長官による本件団体に対する観察処分の請求に理由があるか否かを，

審査する審査会議を開催した日時 出席者 会議の項目及び会議の状況等を各審査， ，

会議ごとに記載し 当該会議における資料を添付するなどしているものであり こ， ，

れを公にすれば 同委員会における審査の過程を知ることができるのみならず 各， ，

委員の立場やその考え方を推測することができるものと認められる。

したがって 上記４ １ で述べたのと同様の理由により その記載の全体が法， （ ） ，



５条６号柱書きの不開示情報に該当すると認められるので 同条４号及び５号該当，

性について個別に検討するまでもなく，不開示とするのが妥当である。

（２）文書３－１（意見陳述期日調書）について

ア 公安審査委員会は 観察処分の請求があったときは 公開による意見聴取を行， ，

わなければならず（団体規制法１６条 ，意見聴取は，同委員会が指名する委員）

長又は委員（以下「指名委員等」という ）が指揮する（同法１７条１項 。。 ）

文書３－１は 公安審査委員会が 本件団体に対する観察処分の請求を受けて， ，

行った意見聴取の手続及び内容を記載したものであり 当審査会において見分し，

たところ ①被請求団体の名称 主たる事務所の所在地 代表者又は主幹者 ②， ， ， ，

日時，③場所，④指名委員等の職名及び氏名，⑤出頭した被請求団体の役職員等，

⑥出席した公安調査庁の職員 ⑦意見聴取の経過 ⑧被請求団体役職員等の陳述， ，

の要旨及び公安調査庁職員の発言の要旨 ⑨出頭者提出の証拠書類等 ⑩その他， ，

重要事項の各欄に記載がなされ，本文末尾に⑪作成日付，委員長の署名及び印影，

作成者たる事務官の氏名が記載されているほか，⑫資料が添付されている。

このうち ⑤欄の出頭者５名の住所又は事務所の記載 ⑥欄の公安調査官５名， ，

中２名の氏名 ⑦欄以降の本文記載の全部 ⑫添付資料の全部が いずれも不開， ， ，

示とされている。

イ 上記⑤欄で不開示とされている住所又は事務所の場所のうち 本件団体代表代，

行とされる特定個人の住所及び本件団体代理人のうち大学教授である者の住所に

ついては いずれも個人に関する情報であって特定の個人を識別することができ，

る記述の部分に当たる。

本件観察処分決定を見ると 本件団体の意見書が添付されており そこに 代， ， ，

表者として 上記本件団体代表代行とされる特定個人の氏名 職業とともに住所， ，

が記載されていて 決定書本文とともに 団体規制法の規定に基づいて官報公示， ，

されている しかし そのことをもってもなお 住所という個人情報の性質にか。 ， ，

んがみると 本件団体代表代行である特定個人の住所が慣行として公にされてい，

るとまで言うことはできず 法５条１号ただし書イには該当しないと言うべきで，

あるので 上記住所は同号の不開示情報に該当するものと認められ 不開示とし， ，

たのは妥当である。

本件団体代理人のうち大学教授である者の住所については 本件観察処分決定，

，に記載されておらず，法５条１号ただし書イに該当するとは認められないので

同号の不開示情報に該当し，不開示としたのは妥当である。

本件団体代理人のうち弁護士である者３名の事務所所在地については 事業を，

営む個人の当該事業に関する情報に該当するものと認められるが 当該事務所所，

在地も 本件観察処分決定に添付された本件団体の意見書に記載されて官報公示，

されている したがって これを公にしても 当該事業を営む個人の正当な利益。 ， ，



を害するおそれがあるとは言えず 法５条２号イの不開示情報に該当しないもの，

と認められるので，開示すべきである。

ウ 上記⑥欄で不開示とされている公安調査官２名の氏名は 個人に関する情報で，

あって特定の個人を識別することができる記述の部分に該当し 公安調査官とし，

てその氏名が慣行により公にされていると言うことはできないので 法５条１号，

ただし書イに該当せず 同号の不開示情報に該当すると認められるので 不開示， ，

としたのは妥当である。

なお 異議申立人は 団体規制法３０条により準用されている破防法３４条の， ，

規定に基づく公安調査官には身分を示す証票の呈示義務があること及び意見陳述

期日は公開されていることから 公安調査官２名の氏名は不開示情報に該当しな，

い旨主張しているが，前者の主張については，上記４（１４）イで述べたとおり，

理由がない。

後者の主張については まず 団体規制法１６条が意見聴取期日の公開を規定， ，

したのは 団体規制手続を公開して国民一般による監視を可能とするとの趣旨に，

よるものと解され 意見聴取期日において明らかになった事柄すべてがその後に，

おいても公にされるべきものと予定されていると言うことはできない そうする。

と，意見聴取期日において，上記各公安調査官の氏名が明らかにされたとしても，

そのことをもって 法令の規定又は慣行により公にされ 又は公にすることが予， ，

定されていると言うことはできず，この主張も理由がない。

したがって 上記異議申立人の各主張は いずれもこれを採用することはでき， ，

ない。

エ 上記⑦欄には 意見聴取期日における手続経過の概略が時系列に沿って記載さ，

れているほか 指名委員等以外に出席した公安審査委員会委員の氏名が記載され，

ている。

，その記載が公にされれば，本件団体側の出頭者及び公安調査庁職員のだれが

いつ発言したかが分かるものであるが 本件団体の具体的活動状況が判明するも，

のとまで言うことはできず 公安審査委員会の審査における手法や観点等を示す，

ものとも言うことができないので 法５条２号イ ６号柱書きのいずれの不開示， ，

情報にも該当するとは認められない。

また 指名委員等以外に出席した委員の記載についても 出席委員に偏り等が， ，

あるとも言えず 諮問庁が これを公にすることにより 公共の安全と秩序の維， ， ，

持に支障を及ぼすおそれがあると認めたことに相当の理由があるとも言えないの

で，法５条４号の不開示情報に該当するとは認められない。

したがって 上記⑧欄の記載はいずれの不開示情報にも該当せず 開示すべき， ，

である。

オ 上記⑧欄及び⑨欄には いずれも 別添資料のとおりである旨の記載があるだ， ，



けであって，いずれの不開示情報にも該当しないので，開示すべきである。

カ 上記⑩欄には 期日前 期日中及び期日後に提出された書面のやりとりの状況， ，

と意見聴取の終結に関する記載がある。

各書面のやりとりの概要は 官報公示された本件観察処分決定に記載されてい，

る上 公安調査庁提出に係る書面については その存在が同庁長官に移送されて， ，

同庁長官が行った不開示決定 平成１４年 行情 諮問第３５０号に係る平成１（ （ ）

５年度（行情）答申第３５３号参照 ）において既に明らかにされているもので）

あるし 本件団体提出に係る書面についても 官報公示された本件観察処分決定， ，

に添付されているもの及び上記公安調査庁提出書面に対応するものであって い，

ずれも未だ明らかにされていない本件団体の活動状況を示すものとも 公安審査，

委員会の審査の手法や観点等を示すものとも言うことができないので 法５条２，

。号イ及び同条６号柱書きのいずれの不開示情報にも該当するとは認められない

また 書面を作成した特定個人の氏名が記載されているが 当該書面も本件観， ，

察処分決定に添付され官報公示されて既に公にされているものであり 法５条１，

号ただし書イに該当すると認められるので，同号の不開示情報に該当しない。

意見聴取の終結に関する記載も 上記と同様に いずれの不開示情報にも該当， ，

しない。

したがって，上記⑩欄の記載は，すべて開示すべきである。

キ 上記⑪欄には 公安審査委員会委員長の職名 署名及び印影並びに作成者たる， ，

法務事務官の職名 署名及び印影が記載されているが 委員長及び法務事務官の， ，

氏名については いずれも慣行として公にされているものと認められるので 上， ，

記 ２１ イで述べたのと同様の理由により 法５条１号の不開示情報には該当（ ） ，

しないと認められ その余の日付の記載も いずれの不開示情報にも該当しない， ，

と認められる。

したがって，上記⑪欄の記載は，すべて開示すべきである。

ク 添付されている資料のうち 本件団体側の出頭者の陳述及び公安調査庁職員の，

発言を記録した書面については 当審査会において見分した結果によれば 意見， ，

聴取期日における本件団体側出頭者及び同庁職員の行動状況 本件団体の具体的，

活動状況等や同庁による本件団体に対する調査結果の具体的内容を示すものと言

うことができる。

団体規制法１６条の規定により意見聴取期日を公開することとされている趣旨

は 上記 ２ ウで述べたとおりであって 意見聴取期日において明らかになっ， （ ） ，

た事柄すべてがその後においても公にされるべきものと予定されていると言うこ

とはできない上 官報公示された本件観察処分決定を見ても 意見聴取期日にお， ，

ける本件団体及び公安調査庁の具体的対応までは記載されていないことからすれ

ば 上記資料は 上記３ １ および ２ で述べたとおり 法５条２号イ及び， ， （ ） （ ） ，



同条６号柱書きの不開示情報に該当するものと認められるので 不開示としたの，

は妥当である。

ケ 上記クの書面の外に添付されている資料は 本件団体側出頭者提出の証拠書類，

等の標目及び意見聴取に関して本件団体から提出された書面である。

なお 公安調査庁提出の回答書２通及び意見書２通については 同庁長官に移， ，

送され，本件対象文書には含まれていない。

ア 本件団体提出に係る書面のうち 本件団体側出頭者提出の証拠書類等の標目（ ） ，

として提出された証拠説明書については，本件開示請求に対して別途全部開示

されている証拠説明書と同一の内容のものである上，本件観察処分決定に添付

されて官報公示もされており，各証拠の説明内容としては既に公にされている

ものと認められるので，いずれの不開示情報にも該当せず，開示すべきである。

（イ）本件団体提出に係る書面のうち，意見書（１ ，意見書（２ ，意見書（３ ，） ） ）

意見書 ４ 及び意見書 ５ については 添付の一覧表等 その一部訂正に（ ） （ ） ， （

関する文書を含む。以下同じ ）を除いて，本件観察処分決定に添付されて官。

報公示され 既に公にされているものと認められるので 官報公示された部分， ，

に記載されている本件団体に関する情報は法５条２号イの不開示情報に該当せ

ず，同様の公安審査委員会の審査に関する情報も同条６号柱書きに該当しない。

，ただし，各意見書に記載されている本件団体代理人３名の印影については

弁護士たる各代理人が弁護士業務を遂行する上で使用している印鑑による印影

であるものと認められ 事業を営む個人の当該事業に関する情報に当たる 確， 。

かに 既に開示された本件観察処分決定においては添付されている意見書に記，

載されている上記各印影がそのまま開示されているものの 官報公示された本，

件観察処分においては印影までは記載されておらず 本来 その形状が一般に， ，

，公にされているとまで認めることはできないと言うべきである。したがって

上記各印影を公にすれば 上記各代理人の正当な利益を害するおそれがないと，

は言えず 法５条２号イの不開示情報に該当するものとして 不開示とするの， ，

が妥当である。

また 上記各意見書の一部に記載されている本件団体代表代行の住所につい，

ては 上記イで述べたとおり 法５条１号の不開示情報に該当すると認められ， ，

るので，不開示とするのが妥当である。

また 上記各意見書に添付されている一覧表 その一部訂正に関する文書を， （

含む。以下同じ ）については，官報公示された本件観察処分決定に記載され。

ておらず 当審査会において見分した結果によれば 本件団体の活動状況等を， ，

， （ ） （ ）具体的かつ詳細に示すものと言うことができるので 上記３ １ 及び ２

で述べたとおり 法５条２号イ及び同条６号柱書きの不開示情報に該当するも，

のと認められ，不開示としたのは妥当である。



したがって 上記各意見書については 各代理人の印影 本件団体代表代行， ， ，

の住所及び一覧表を除き，開示すべきである。

ウ 本件団体提出に係る書面のうち 本件団体代表代行の陳述書については そ（ ） ， ，

の全文が本件観察処分決定に添付されて官報公示され 既に公にされているも，

。のと認められるので，いずれの不開示情報にも該当せず，開示すべきである

エ 本件団体提出に係る書面のうち 質問事項書２通については いずれも本件（ ） ， ，

観察処分決定には添付されておらず，官報公示されていない。

当審査会において見分した結果によれば 各質問事項書を公にすれば 本件， ，

団体の考え方や手続への対応 その活動状況等を明らかにすることとなるもの，

であり 上記３ １ 及び ２ で述べたとおり 法５条２号イ及び同条６号， （ ） （ ） ，

柱書きの不開示情報に該当するものと認められ 代理人弁護士の印影も同条２，

号イに該当するものと認められ これらの記載内容を除けばその余の記載のみ，

では有意と言うことはできないので，不開示とするのが妥当である。

（３）文書３－３（委任状）について

文書３－３は 本件団体代表代行が作成した大学教授に対する委任状であり 委， ，

任者である代表代行の住所及び受任者である大学教授の住所が いずれも不開示と，

されている。

上記代表代行の住所については 上記 ２ イで述べたとおり 法５条１号の不， （ ） ，

開示情報に該当すると認められるので，不開示としたのは妥当である。

上記大学教授の住所は 個人に関する情報であって特定の個人を識別することの，

できる部分に当たり 官報公示されておらず慣行として公にされていると認めるこ，

とはできないので 法５条１号の不開示情報に該当し 不開示としたのは妥当であ， ，

る。

（４）文書３－４（委任状）について

，文書３－４は，本件団体代表代行が作成した弁護士３名に対する委任状であり

受任者である弁護士の事務所の所在地 事務所名及び電話番号と委任者である代表，

代行の住所が不開示とされている。

上記代表代行の住所については 上記 ２ イで述べたとおり 法５条１号の不， （ ） ，

開示情報に該当すると認められるので，不開示としたのは妥当である。

上記弁護士の事務所の所在地，事務所名及び電話番号については，同様の情報は，

上記 ２ イで述べたとおり 事務所の電話番号を含めて本件団体提出の意見書に（ ） ，

記載されており 当該意見書が本件観察処分決定に添付されて官報公示され 既に， ，

公にされているので 法５条２号イの不開示情報に該当しないものと認められ 開， ，

示すべきである。

（５）文書４－１ないし４－８８（証拠書類）について

ア 文書４－１ないし４－８６の各証拠書類は 本件団体提出に係る証拠書類であ，



り 既に開示されている本件団体提出の証拠説明書に証拠の標目及び証明すべき，

事実との関係が記載されている。

文書４－８７は 公安審査委員会が東京地方裁判所に対し 本件団体代表者の， ，

接見等禁止決定の一部解除の職権発動を求めた際の申立書であり 文書４－８８，

は，同地方裁判所が，同人の接見等禁止の一部を解除した際の決定書である。

官報公示された本件観察処分の決定には，上記証拠説明書が添付されているが，

上記各証拠書類そのものは添付されておらず 各証拠書類の具体的内容自体が明，

らかにされているとは言えない。

イ 文書４－７ないし４－１０は刑事事件の判決書 ４－２３ ４－２５及び４－， ，

２７は不起訴処分告知書 ４－２４ ４－２６及び４－２８は刑事訴訟における， ，

弁護人の意見書 ４－８７は接見等禁止決定一部解除申立書 ４－８８は接見等， ，

禁止一部解除決定であり いずれも特定の刑事事件の刑事訴訟手続の過程で作成，

されたものであり 刑事訴訟法５３条の２の規定する訴訟に関する書類に該当す，

るものと認められる 公安審査委員会が保有する上記各文書については それが。 ，

写しであっても あるいは検察官が保有するものではなくとも 法の規定は適用， ，

されないものと解されるので，不開示としたのは妥当である。

これに対して 文書４－１１及び４－１２については 当審査会において見分， ，

した結果によれば 刑事事件の判決書そのものではなく その内容を取りまとめ， ，

たものと認められるので，法の適用対象となる行政文書と認められる。

その内容は 特定の刑事事件における被告人 その犯行の内容 これを認めた， ， ，

証拠関係等が詳細に記載されており 当該被告人の個人に関する情報であって特，

定の個人を識別することができるものに該当する 刑事裁判が公開の法廷で行わ。

れる趣旨は手続の公正とこれに対する国民の信頼を確保することにあり そこで，

行われた内容が一般に公にされているものとは言えないことからすると 法５条，

１号ただし書イには該当せず 当該被告人の氏名が上記証拠説明書の記載で明ら，

，かになっている以上，法６条２項による部分開示を行うこともできない。また

本件団体の具体的活動状況を示すものと言うこともできるので 上記３ １ 及， （ ）

び ２ で述べたとおり 法５条２号イ及び同条６号柱書きの不開示情報にも該（ ） ，

当し，不開示としたのは妥当である。

ウ 文書４－１６，４－１９ないし４－２２，４－２９ないし４－３２，４－３６，

４－３８ ４－４３ ４－４９ ４－６２ないし６４及び４－７４は いずれも， ， ， ，

特定日における特定新聞の新聞記事であり 当審査会において見分した結果によ，

れば いずれも当該特定日における当該新聞そのものではなく その記事の一部， ，

を抜粋したものである。

これらの新聞記事は 本件団体が その主張を証明しようとして選択し 公安， ， ，

審査委員会に提出したものであり 各記事に記載されている内容は 本件団体の， ，



活動状況等に関するものであって 官報公示された本件観察処分決定には 本件， ，

団体が証明しようとした事実は証拠説明書の記載でそれぞれ明らかにされている

が 具体的にどのような記事のどのような内容の部分が証拠とされているかまで，

は明らかにされていない。

したがって 上記各新聞記事についても 上記３ １ 及び ２ で述べたと， ， （ ） （ ）

おり 法５条２号イ及び同条６号柱書きの不開示情報に該当すると認められるの，

で，不開示としたのは妥当である。

文書４－４４の共同通信ニュース及び文書４－１７ ４－４５ ４－５１ ４， ， ，

－５３ ４－５４及び４－６５の各雑誌記事についても 上記各新聞記事と同様， ，

の理由により，不開示としたのは妥当である。

エ 文書４－５５ないし４－６１の各法務委員会会議録については 当審査会にお，

いて見分した結果によれば いずれも衆議院及び参議院の各法務委員会会議録そ，

のものであると認められる 衆議院及び参議院の委員会会議録は一定の範囲では。

販売されているものと認められるが そのことをもって不特定多数の者に販売す，

る目的として発行されるものとまで言うことはできず 法２条２項１号に該当す，

るとは認められず，諮問庁も行政文書であることを前提としている。

本件観察処分決定に添付されている証拠説明書の記載によれば 団体規制法の，

立法過程における審議の内容を立証しようとして提出されたものであることが明

らかにされているので 具体的にいつの法務委員会の会議録であるかも明らかに，

なっているものと言うことができる上 各法務委員会の会議録はインターネット，

を通じて公表されているものと認められる。

そうすると 上記各法務委員会会議録については これを公にしても 本件観， ， ，

察処分決定において明らかにされていない本件団体の活動状況等が更に明らかに

なるものとは言えず 上記３ ２ で述べたような今後の公安審査委員会の審査， （ ）

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれも認められない。

したがって 法５条２号イ及び同条６号柱書きのいずれの不開示情報にも該当，

せず，開示すべきである。

，オ 上記イ，ウ及びエで述べた各証拠書類を除いたその余の証拠書類については

当審査会において見分した結果によれば いずれも本件団体の活動状況等を示す，

ものであり 官報公示された本件観察処分決定においては その具体的内容まで， ，

明らかにされているものとは言えない。

したがって 上記３ １ 及び ２ で述べたとおり 法５条２号イ及び同条， （ ） （ ） ，

６号柱書きの不開示情報に該当するものと認められるので 不開示としたのは妥，

当である。

６ その他の異議申立人の主張について

１ 異議申立人は 上記４及び５で各文書について検討した主張の外 上記第２の２（ ） ， ，



で述べたとおり 本件対象文書について ①本件団体のホームページに掲載されて， ，

いるものについては，不開示情報に該当しないこと，②破防法関係文書については，

本件団体の弁護団編著の書籍に掲載されており 不開示情報に該当しないこと ③， ，

破防法及び団体規制法に基づく団体規制手続は 国民の基本的人権に重大な関係を，

有するものであり その手続の透明性には特段の配慮が払われなければならず 例， ，

え不開示情報が含まれている場合であっても 法７条の公益上の理由による裁量的，

開示の規定が適用されなければならないことを主張している。

２ 上記①の主張については 諮問庁の説明を聴取した結果によっても 本件団体に（ ） ， ，

おいては 現在 自ら開設しているウェッブサイトにおいて上記破防法又は団体規， ，

制法に基づき規制請求の審査の手続に関する文書を掲載しているものとは認められ

ず 過去にその一部が掲載されていたことをもって 諮問庁が本件各決定をする際， ，

において 本件対象文書のうち当該部分を開示すべきであったものと認めることは，

できない。

また 上記②の主張については 異議申立人の主張する書籍が存在し そこに本， ， ，

件対象文書のうち破防法関係文書の一部が掲載されているものと言うことができる

が 当該書籍は 本件団体自体の名義ではなく その代理人たる弁護団によるもの， ， ，

である上，その出版時からも相当の時間が経過しているものである。

さらに 諮問庁は異議申立人の主張に対して 本件団体のウェッブサイトで掲載， ，

された場合に法５条２号イ該当性を否定する旨の説明をしているが 当審査会にお，

いて本件対象文書を見分した結果によれば 上記４及び５で法５条２号イに該当す，

るとして不開示としたのは妥当であると判断した部分には 本件団体の活動状況等，

に関する多種多様な情報が記載されており それらの情報については 現在におけ， ，

る本件団体の状況を考慮しても なお これを公にした場合には 現時点において， ， ，

も本件団体に関する多様な評価を招くものと言うことができ 上記３ １ で述べ， （ ）

たように，本件団体の正当な利益を害するおそれがないとは言えないものと考える。

また 破防法及び団体規制法に基づいて公安審査委員会が公安調査庁長官の請求，

に理由があるか否かを審査する手続の重要性にかんがみれば 諮問庁の説明するよ，

うに 同委員会による審査において必要な資料が収集されるようにするため それ， ，

。に支障を及ぼすおそれを極力排除することには十分な理由があるものと解される

同委員会においてはそのような要請を考慮しつつ 他方で官報に公示することとさ，

れている決定にできる限りの情報を盛り込むことで 両者のバランスを取るべきも，

のと解される。

そうすると インターネットや書籍等で本件対象文書のうち一部の情報が明らか，

にされていることがあったとしても 同様の情報を公安審査委員会が法の手続によ，

って一般に公にした場合には 同委員会における今後の審査の適正な遂行に支障を，

及ぼすおそれが生じる場合があるものと言うべきであり 上記４及び５でこのよう，



な理由から不開示とした部分については 上記のような異議申立人の主張を考慮し，

たとしても，法５条６号柱書き該当性を否定することはできない。

したがって，上記①及び②の異議申立人の主張は採用できない。

３ 上記③の主張については 破防法に基づく解散指定処分及び団体規制法に基づく（ ） ，

観察処分という団体規制の効果を考慮すると 規制手続の透明性の確保が重要であ，

ることは論を待たない 破防法及び団体規制法は このような団体規制の処分を公。 ，

安審査委員会が決定するものとし 同委員会は 人格が高潔であって 団体の規制， ， ，

に関し公正な判断をすることができ かつ 法律又は社会に関る学識経験を有する， ，

者のうちから 両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する委員長及び委員をもっ，

て組織され（公安審査委員会設置法４条，５条１項 ，委員長及び委員は独立して）

その職権を行う 同法３条 こととされている 同委員会は 上記１で述べた各手（ ） 。 ，

。続に則って処分請求に理由があるか否かを判断し，その内容は官報に公示される

このように 破防法及び団体規制法は 規制手続の公正及び透明性の確保に十分留， ，

意しているものと解される。

他方で 上記４及び５で述べたとおり 本件対象文書のうち当審査会において不， ，

開示としたのは妥当であると判断した部分に記載されている情報を公にすれば 本，

件団体の正当な利益を害するおそれや公安審査委員会の審査の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれなどを認めることができる。

そうすると 上記のような団体規制手続の内容を見ると その手続の透明性をよ， ，

り一層確保するために 本件対象文書のうち上記部分に記載されている情報を公に，

することによる利益が これを公にすることによって害される利益を上回るものと，

言うことはできない。

したがって 法７条を適用して本件対象文書を開示することはしないとした諮問，

庁の判断に，その裁量権の逸脱又は濫用を認めることはできない。

７ 本件各決定の妥当性について

以上のことから 本件対象文書につき その一部又は全部を法５条１号 ２号 ４， ， ， ，

号 ５号及び６号に該当し 又は法の適用対象でないとして不開示とした本件各決定， ，

については 別表１ないし５の４欄に記載した部分は 上記各号のいずれにも該当し， ，

ないものと認められるので 開示すべきであるが その余の部分は 上記各号に該当， ， ，

し 又は法の適用対象でないものと認められるので 不開示とすることが妥当である， ，

と判断した。

第６ 答申に関与した委員

清水湛，饗庭孝典，小早川光郎



１ 文書番号 ２　文書の名称 ３　諮問庁の説明する不開示理由 ４　開示すべき部分

４－１
　特定宗教法人作成にか
かる「教団運営要綱」

  団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　 公にすることにより，今後の同種事案の審議
検討等において，団体等からの証拠の提出等に影
響を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支
障を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当す
る。

なし

４－２
　特定宗教法人教総務部
作成にかかる１９９５年
７月２９日付通達

　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－３
　皇子・正大師・正悟師
作成にかかる１９９６年
６月１９日付通達

　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－４
　破防法第四回弁明期日
調書よりの抜粋

　団体に関する情報であり，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－５
　「進化　私達の五大政
策」と題された小冊子の
写し

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－６
　特定党の党首である特
定個人及びその党員らの
政見放送のテープ起こし

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－７
　特定事件で殺人幇助罪
に問われた特定個人に対
する判決

　訴訟に関する書類であって，刑事訴訟法５３条
の２により，情報公開法の適用がない。

なし

４－８

　特定事件で殺人幇助罪
及び他の特定事件で殺人
予備罪に問われた特定個
人に対する判決

　訴訟に関する書類であって，刑事訴訟法５３条
の２により，情報公開法の適用がない。 なし

４－９
　特定事件で殺人予備罪
に問われた特定個人に対
する判決

　訴訟に関する書類であって，刑事訴訟法５３条
の２により，情報公開法の適用がない。

なし

４－１０
　特定事件で殺人予備罪
に問われた特定個人に対
する判決

　訴訟に関する書類であって，刑事訴訟法５３条
の２により，情報公開法の適用がない。 なし

別　表　５

　団体規制法関係文書のうち，公安審査委員会が作成又は取得（公安調査庁提出に係るものを除く。）した下記の各文書。



４－１１ 　特定事件の実行犯たる
特定個人に対する判決

　訴訟に関する書類であって，刑事訴訟法５３条
の２により，情報公開法の適用がない。

なし

４－１２
　特定事件で殺人幇助罪
に問われた特定個人に対
する判決

　訴訟に関する書類であって，刑事訴訟法５３条
の２により，情報公開法の適用がない。 なし

４－１３
　特定宗教団体作成にか
かる誓約書

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－１４ 　弁護士作成にかかる陳
述書

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－１５
　弁護士作成にかかる陳
述書

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－１６ 　平成１２年１月７日付
讀賣新聞

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－１７
　平成８年１月１日発行
の雑誌「月刊現代」１月
号

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－１８

　特定個人作成にかかる
平成１１年１２月１日付
「教団正式見解」と題さ
れた書面

　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－１９
　平成１１年１２月２日
付毎日新聞・同日付讀賣
新聞

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－２０
　平成１１年１２月２７
日付東京新聞・同日付朝
日新聞

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－２１
　平成１１年１２月２２
日付朝日新聞・その他同
日付新聞

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし



４－２２ 　平成１１年１２月３日
付讀賣新聞

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－２３
　特定個人に対する業務
上横領被疑事件の不起訴
処分告知書

　訴訟に関する書類であって，刑事訴訟法５３条
の２により，情報公開法の適用がない。

なし

４－２４
　特定個人に対する業務
上横領被疑事件の弁護人
意見書

　訴訟に関する書類であって，刑事訴訟法５３条
の２により，情報公開法の適用がない。

なし

４－２５
　特定個人に対する公務
執行妨害被疑事件の不起
訴処分告知書

　訴訟に関する書類であって，刑事訴訟法５３条
の２により，情報公開法の適用がない。

なし

４－２６
　特定個人に対する公務
執行妨害被疑事件の弁護
人意見書

　訴訟に関する書類であって，刑事訴訟法５３条
の２により，情報公開法の適用がない。

なし

４－２７
　特定個人に対する監禁
被疑事件の不起訴処分告
知書

　訴訟に関する書類であって，刑事訴訟法５３条
の２により，情報公開法の適用がない。

なし

４－２８ 　特定個人に対する監禁
被疑事件の弁護人意見書

　訴訟に関する書類であって，刑事訴訟法５３条
の２により，情報公開法の適用がない。

なし

４－２９

　平成１１年７月２２日
付日刊スポーツ新聞・同
日付スポーツニッポン・
同日付報知新聞

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－３０
　平成１１年７月２２日
付下野新聞

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－３１

　平成１１年３月３日付
日経新聞・同日付産経新
聞・同日付報知新聞・同
日付日刊スポーツ新聞

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－３２ 　平成１１年１０月２５
日付東京新聞

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－３３

　特定宗教地域問題緊急
対策室作成にかかる「申
入書ご送付の件」と題さ
れた書面及び申入書

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし



４－３４

　１９９９年３月２４日
付特定宗教地域問題緊急
対策室作成にかかる申入
書

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－３５

　１９９９年４月２７日
付オウム真理教地域問題
緊急対策室作成にかかる
申入書

　個人に関する情報であって、個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　団体に関する情報であって、公にすることによ
り、当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり、法５条２号イに該当する。
　公にすることにより、今後の同種事案の審議検
討等において、団体等からの証拠の提出等に影響
を与え、当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり、法５条６号に該当する。

なし

４－３６
　平成１１年４月２７日
付讀賣新聞・同日付日経
新聞・同日付毎日新聞

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－３７
　特定宗教地域問題緊急
対策室作成にかかる申入
書

　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－３８ 　平成１１年５月２５日
付日経新聞

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－３９
　特定宗教地域問題緊急
対策室作成にかかる申入
書

　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－４０

　特定宗教地域問題緊急
対策室作成にかかる「特
定宗教の現状と教団を取
り巻く諸問題」と題され
た小冊子

　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－４１
　特定個人ら作成にかか
る「地域住民の皆様へ」
と題された書面

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし



４－４２

　栃木県大田原市議会特
定宗教対策特別委員会委
員長たる特定個人作成に
かかる「現地視察の要請
について」と題された書
面

　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－４３
　平成１１年７月１３日
付産経新聞

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－４４
　共同通信２４時間
ニュース（ニフティ）

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－４５
　１９９９年１１月１２
日発行の雑誌「週間金曜
日」

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－４６
　特定宗教地域問題緊急
対策室から三和町長に宛
てられた手紙

　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－４７
　三和町長から特定宗教
地域問題緊急対策室に宛
てられた回答書面

　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－４８
　特定個人から三和町民
に宛てられた手紙

  個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
  団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－４９
　平成１１年２月２３日
付日経新聞・同日付朝日
新聞・同日付毎日新聞

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－５０
　特定個人作成にかかる
申入書

  個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし



４－５１
　１９９９年１０月１日
発行の雑誌「月刊むす
ぶ」

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－５２ 　本件団体作成にかかる
公安調査庁宛ての請願書

  個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，公共の安全と秩序の維持
に支障を及ぼすおそれがあり，法５条４号に該当
する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－５３
　１９９９年７月１９日
発行の雑誌「アエラ」

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－５４ 　１９９９年８月発行の
雑誌「噂の眞相」８月号

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－５５
　衆議院法務委員会議録
第１号

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

全部

４－５６ 　衆議院法務委員会議録
第２号

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

全部

４－５７
　衆議院法務委員会議録
第５号

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

全部

４－５８ 　衆議院法務委員会議録
第６号

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

全部

４－５９
　参議院法務委員会議録
第６号

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

全部

４－６０
　参議院法務委員会議録
第７号

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

全部

４－６１ 　参議院法務委員会議録
第８号

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

全部

４－６２ 　平成１１年１１月１６
日付東京新聞

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし



４－６３ 　平成１１年１１月１０
日付朝日新聞夕刊

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－６４
　平成１１年１１月１日
付朝日新聞

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－６５

　国際人権（自由権）規
約委員会による「最終見
解」（雑誌「自由と正
義」Vol.50）

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－６６
　特定個人作成にかかる
「教義に関する説明書」
と題された書面

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－６７
　特定個人作成にかかる
陳述書

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－６８ 　特定個人作成にかかる
陳述書

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－６９ 　特定個人作成にかかる
陳述書

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－７０
　特定個人作成にかかる
陳述書

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－７１
　特定個人作成にかかる
陳述書

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし



４－７２ 　特定個人作成にかかる
陳述書

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－７３
　特定個人作成にかかる
陳述書

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－７４
　２０００年１月１９日
付朝日新聞

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－７５

　２０００年１月１９日
発行の「許すな！団体規
制法（第二破防法）思
想・言論・結社の自由の
侵害に反対する」と題さ
れた小冊子

　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－７６
　特定個人作成にかかる
陳述書

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－７７
　特定個人作成にかかる
陳述書

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－７８
　破防法団体規制処分請
求事件の第４回弁明期日
調書抜粋

　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－７９ 　特定宗教団体入会申込
書の雛形

　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし



４－８０
　特定個人外１２３名作
成にかかる誓約書

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－８１

　特定宗教法人破産管財
人作成にかかる司法記者
クラブ報道各社宛てのＦ
ＡＸ送信紙及び本件団体
作成にかかる「教団財産
の処理について」と題さ
れた書面

　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－８２ 　特定個人作成にかかる
陳述書

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－８３
　特定個人作成にかかる
陳述書

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－８４
　特定個人作成にかかる
宗教団体アレフの規約案

　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－８５ 　特定個人作成にかかる
特定宗教団体の綱領案

　団体に関する情報であって，公にすることによ
り，当該団体の権利その他正当な利益を害するお
それがあり，法５条２号イに該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－８６
　特定個人作成にかかる
陳述書

　個人に関する情報であって，個人を識別するこ
とができるものであり，法５条１号に該当する。
　公にすることにより，今後の同種事案の審議検
討等において，団体等からの証拠の提出等に影響
を与え，当委員会の審査事務の適正な遂行に支障
を及ぼすおそれがあり，法５条６号に該当する。

なし

４－８７ 　接見等禁止決定一部解
除申立書

　訴訟に関する書類であって，刑事訴訟法５３条
の２により，情報公開法の適用がない。

なし

４－８８
　接見等禁止一部解除決
定

　訴訟に関する書類であって，刑事訴訟法５３条
の２により，情報公開法の適用がない。 なし


